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第１号議案

令和７年度 大 分 県 一 般 会 計 予 算

令和７年度大分県一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ７０２，６７７，０００千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 １００，０００，０００千円 と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴ 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用
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令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 3 ）

款 項 金 額

千円

１ 県 税 １４６，９００，０００

１ 県 民 税 ４０，４１０，２２９

２ 事 業 税 ３３，４８５，６３０

３ 地 方 消 費 税 ４４，４６１，４８５

４ 不 動 産 取 得 税 ２，５５０，３７１

５ 県 た ば こ 税 １，３７５，５５７

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 ３３２，７１２

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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７ 軽 油 引 取 税 ８，６７６，９３７

８ 自 動 車 税 １５，２４８，８１８

９ 鉱 区 税 １２，６０２

１０ 狩 猟 税 １９，０５３

１１ 産 業 廃 棄 物 税 ３２６，６０６

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 ５９，５９８，０００

１ 地 方 消 費 税 清 算 金 ５９，５９８，０００

３ 地 方 譲 与 税 ２５，４６０，０００

１ 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 ２２，８７４，０００

２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ２，２０２，０００

３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 ５８，０００
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４ 自 動 車 重 量 譲 与 税 １６１，０００

５ 森 林 環 境 譲 与 税 １６２，０００

６ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 ３，０００

４ 地 方 特 例 交 付 金 ７９９，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ７９９，０００

５ 地 方 交 付 税 １８５，３００，０００

１ 地 方 交 付 税 １８５，３００，０００

６ 交通安全対策特別交付金 ２３２，０００

１ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ２３２，０００

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 ３，６９５，４４４
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１ 分 担 金 １２６，２２２

２ 負 担 金 ３，５６９，２２２

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 ６，９７２，１２４

１ 使 用 料 ５，３８６，７７９

２ 手 数 料 １，５８５，３４５

９ 国 庫 支 出 金 １０３，９５７，２９７

１ 国 庫 負 担 金 ２７，７４６，４８１

２ 国 庫 補 助 金 ７３，５３５，６３３

３ 委 託 金 ２，６７５，１８３

１０ 財 産 収 入 １，７６１，１６０
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１ 財 産 運 用 収 入 １，１９８，９２６

２ 財 産 売 払 収 入 ５６２，２３４

１１ 寄 附 金 １２８，５８０

１ 寄 附 金 １２８，５８０

１２ 繰 入 金 ３２，２７８，６９１

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ２８９，２９５

２ 基 金 繰 入 金 ３１，９８９，３９６

１３ 繰 越 金 １００

１ 繰 越 金 １００

１４ 諸 収 入 ７０，５４５，６０４
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１ 延滞金、加算金及び過料等 １２６，７２４

２ 県 預 金 利 子 ２１，６４９

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ６３，３２９，４６９

４ 受 託 事 業 収 入 １，２７０，９４０

５ 収 益 事 業 収 入 ２，５６６，０９９

６ 雑 入 ３，２３０，７２３

１５ 県 債 ６５，０４９，０００

１ 県 債 ６５，０４９，０００

歳 入 合 計 ７０２，６７７，０００
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款 項 金 額

千円

１ 議 会 費 １，１６９，２５７

１ 議 会 費 １，１６９，２５７

２ 総 務 費 ３１，３５３，１１５

１ 総 務 管 理 費 １１，４８９，４９０

２ 企 画 費 ７，５８６，３３３

３ 徴 税 費 ４，５５６，７０５

４ 市 町 村 振 興 費 ７２７，０２８

５ 選 挙 費 ７６８，１７１

歳 出
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６ 防 災 費 ４，９７０，６８４

７ 統 計 調 査 費 ８９５，１８２

８ 人 事 委 員 会 費 １６６，１２７

９ 監 査 委 員 費 １９３，３９５

３ 福 祉 生 活 費 ７５，９９１，１８６

１ 社 会 福 祉 費 ４８，８６５，８１７

２ 児 童 福 祉 費 ２５，２８７，７８７

３ 生 活 保 護 費 １，４３６，１９２

４ 災 害 救 助 費 ４０１，３９０

４ 保 健 環 境 費 ４２，３４４，９２４

１ 公 衆 衛 生 費 ３０，１３６，３１２
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２ 環 境 保 全 費 ２，７２３，３６４

３ 保 健 所 費 ２，００７，１１１

４ 医 務 費 ６，７２１，７９３

５ 薬 務 生 活 衛 生 費 ７５６，３４４

５ 労 働 費 ２，６５１，６２８

１ 労 政 費 １４１，４２５

２ 職 業 訓 練 費 １，６２７，４５２

３ 雇 用 対 策 費 ７８７，７９４

４ 労 働 委 員 会 費 ９４，９５７

６ 農 林 水 産 業 費 ５０，３３０，５３９

１ 農 業 費 １１，５６４，４２３
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２ 畜 産 業 費 ３，５６１，２４８

３ 農 地 費 １７，６７７，０９７

４ 林 業 費 １２，７１５，７４２

５ 水 産 業 費 ４，８１２，０２９

７ 商 工 費 ６８，５４４，４６５

１ 中 小 企 業 費 ６２，８１１，２９４

２ 工 鉱 業 費 ４，７０５，６１３

３ 観 光 費 １，０２７，５５８

８ 土 木 費 ８６，６６８，００２

１ 土 木 管 理 費 ６，９６３，４４９

２ 道 路 橋 梁 費 ４５，２４６，５３０
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３ 河 川 海 岸 費 ２１，６８８，０６５

４ 港 湾 費 ３，９３４，８１１

５ 都 市 計 画 費 ６，３４４，４３６

６ 住 宅 費 ２，４９０，７１１

９ 警 察 費 ２８，２００，３２４

１ 警 察 管 理 費 ２６，６７４，８７７

２ 警 察 活 動 費 １，５２５，４４７

１０ 教 育 費 １２８，５６２，３０５

１ 教 育 総 務 費 １５，７７１，１４６

２ 小 学 校 費 ３６，５１９，６７７

３ 中 学 校 費 ２３，０４８，３５０
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４ 高 等 学 校 費 ３４，８４０，６０３

５ 特 別 支 援 教 育 費 １３，６０３，３１４

６ 大 学 費 １，２３１，５４６

７ 社 会 教 育 費 ２，１４７，２６６

８ 保 健 体 育 費 １，４００，４０３

１１ 災 害 復 旧 費 ２５，０２１，５００

１ 農林水産業施設災害復旧費 ７，６０６，３４９

２ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 １７，０６５，１５１

３ 県 有 施 設 災 害 復 旧 費 ２５０，０００

４ 県 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 １００，０００

１２ 公 債 費 ８２，７８４，９４２
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１ 公 債 費 ８２，７８４，９４２

１３ 諸 支 出 金 ７８，８８４，８１３

１ 積 立 金 １，６６２，０６２

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 ４２，９２３，６４０

３ 利 子 割 交 付 金 ６０，３５３

４ 配 当 割 交 付 金 ４０３，１０６

５ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ６５４，３４５

６ 法 人 事 業 税 交 付 金 ２，４０６，２３６

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 ２９，９９８，３０４

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２３２，９４０

９ 環 境 性 能 割 交 付 金 ５４３，８２７

１４ 予 備 費 １７０，０００
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１ 予 備 費 １７０，０００

歳 出 合 計 ７０２，６７７，０００
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事 項 期 間 限 度 額

千円

１ オフィス改革推進事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２６６，５６９

２ 県有建築物保全事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
６２０，０００

３ 地方債の共同発行によって生ずる連帯債務
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１７年 度 ま で

共同発行総額 １，２１８，０００，０００千円から大分県の

発行額 １５，０００，０００千円を除いた額 １，２０３，０００，０００

千円並びにその利子

４ 自動車税種別割納税通知書作成等業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１４，５８１

５ 県税システム改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４６，２００

債 務 負 担 行 為

第 ２ 表
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６ 温泉資源適正利用推進事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２０，３０６

７ 防災情報通信システム更新事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１２２，３７５

８ 県庁防災体制強化事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４９，２８０

９ 信用保証協会の中小企業制度資金の貸付けに伴う保証料

率軽減に対する補助

令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２６年 度 ま で
２，３７９，３６０

１０ 職業訓練等業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
２１０，３９７

１１ 人材確保総合推進事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
２５９，８６８

１2 外国人労働者受入対策強化事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
４５，９７８

１３ 農業近代化資金等利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２８年 度 ま で
２３４，７００
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１４ 天災融資法に基づく災害資金損失補償
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２０年 度 ま で

１ 損失補償の額
融資元本の償還期限到来後３か月を経過し
てなお元本又は利子（政令で定める遅延利子
を含む。）の全部又は一部が回収されなかっ
た場合におけるその回収されなかった金額の
１００分の８０以内
２ 補償履行時期
大分県は、前項の償還期限到来後３か月を
経過した後、市町村が融資機関と締結した損
失補償契約に基づき損失補償を行う場合に補
償を履行する。

３ 融資条件
⑴ 融資枠

５億円
⑵ 貸付利子
年 １．００％

⑶ 償還期限
７年以内

１５ 災害資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１４年 度 ま で
１３，９７８

１６ 特定災害資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１５年 度 ま で
３２，３０６

１７ 農業経営負担軽減支援資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２３年 度 ま で
３３，８８０
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１８ 畜産特別資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和３２年 度 ま で
１９，３８１

１９ 漁業近代化資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２８年 度 ま で
１８１，４６６

２０ 漁業経営維持安定資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１７年 度 ま で
７，６９１

２１ 公益社団法人全国農地保有合理化協会（以下本欄、期間
欄及び限度額欄において「甲」という。）が農地中間管理機
構（以下期間欄及び限度額欄において「乙」という。）
に農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第７条に
規定する農地中間管理機構特例事業に要する資金を貸し付け
たことについて損失を受けたとき、大分県が甲にその損失を
補償する。

甲が乙に資金を貸し付けたとき
から、当該貸付金の償還期限後、
甲が補償の履行日として指定する
日まで

１ 損失補償の額
貸付金の償還期限（甲が当該貸付金の全部
又は一部につき繰上償還を請求した場合には
その支払期日、その他償還期限の変更があっ
た場合には、その変更後の期日とする。）に
おいて甲が弁済を受けていない元金及び延滞
金並びに違約金の合計額に相当する金額

２ 補償履行時期
大分県は、前項の償還期限後、甲の指示に
従い、甲に補償を履行する。

３ 乙の主な借入条件
⑴ 借入金額
１５４，０００千円

⑵ 利率
無利子

⑶ 償還期限
借入日から１０年以内
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⑷ 延滞金及び違約金の計算利率
延滞金 年 １０．９５％
違約金 年 １０．９５％

２２ 基幹水利施設保全対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１２０，０００

２３ 農業水利施設保全合理化事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４６０，０００

２４ 小水力発電施設整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

２５ 水田畑地化推進基盤整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２，２６０，０００

２６ 畑地帯総合整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

２７ 産地基幹農道整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４３０，０００

２８ 中山間地域総合整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１８０，０００
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２９ 演習場周辺障害防止対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
８００，０００

３０ 防災重点農業用ため池等整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
３，５７２，９００

３１ 河川工作物応急対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２７０，０００

３２ 河川工作物大野川水管橋耐震化事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
２６０，０００

３３ 河川工作物大野川水管橋護床改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
４８０，０００

３４ 海岸保全事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２８０，０００

３５ 復旧治山事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

３６ 地すべり防止事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００
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３７ 漁業取締船代船建造事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６４４，１３１

３８ 水産流通基盤整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２４６，０００

３９ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）
第25条の規定により大分県土地開発公社が公共用地等の先
行取得に要する事業資金を借り入れる場合の当該借入先金
融機関に対し債務保証する。

当該資金ごとの債務保証契約に
定めるところによる。

大分県土地開発公社が金融機関から借り入れ
る事業資金の総額 １，０００，０００千円並びにその利
子及び遅延利息

４０ 国道２１２号道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
８９０，０００

４１ 国道２１７号道路改良事業（平岩松崎工区）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５２０，０００

４２ 国道３８８号道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
８５０，０００

４３ 県道三重新殿線道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６０，０００

４４ 県道中津高田線道路改良事業（江須賀金屋工区）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５２０，０００
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４５ 県道中津高田線道路改良事業（角木工区）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
９４０，０００

４６ （公）道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３，８５０，０００

４７ （単）道路施設補修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３００，０００

４８ （公）交通安全事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
９００，０００

４９ （公）道路防災事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６５０，０００

５０ （公）道路施設補修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３，１００，０００

５１ （公）道路災害関連事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
８０，０００

５２ （単）道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１，０００，０００
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５３ 道路関係受託事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１０５，０００

５４ （単）橋梁整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６０，０００

５５ （単）河川海岸改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２７０，０００

５６ （公）広域河川改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２，０００，０００

５７ （公）障害防止対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１２４，８２３

５８ （公）治水ダム建設事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５０２，０００

５９ 河川施設災害防止緊急対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２００，０００

６０ 河川関係受託事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１３８，０００
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６１ （公）海岸環境整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

６２ 土木施設災害復旧事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１，２２０，０００

６３ （公）重要港湾改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４００，０００

６４ （公）地方港湾改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３５０，０００

６５ （公）港湾改修統合事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１１０，０００

６６ （公）通常砂防事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５００，０００

６７ （公）火山砂防事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２６０，０００

６８ （公）地すべり対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１２０，０００
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６９ （公）急傾斜地崩壊対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４３０，０００

７０ （公）砂防施設緊急改築事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１７０，０００

７１ （公）砂防災害関連事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
７０，０００

７２ （単）街路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

７３ （公）街路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１，７００，０００

７４ 生活排水処理施設整備費補助
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１９年 度 ま で
３７６，７６９

７５ 営繕関係受託事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３９，３０１

７６ 公立学校教員採用選考試験問題作成業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２４，８７３
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７７ 県立学校施設整備事業（エレベーター設備）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２０９，６０１

７８ 県立学校施設整備事業（大分上野丘高等学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２９４，８９５

７９ 県立学校施設整備事業（大分鶴崎工業高等学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５５，６７６

８０ 県立学校施設整備事業（日出総合高等学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２４８，２５４

８１ 県立学校施設整備事業（大分支援学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６１４，９８８

８２ 県立学校施設整備事業（別府支援学校本校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４７５，１７０

８３ 県立学校施設整備事業（別府支援学校石垣原校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４３３，２５３

８４ 県立学校施設整備事業（別府支援学校鶴見校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１６６，７０４
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８５ 県立学校施設整備事業（佐伯支援学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１３年 度 ま で
２３４，８２５

８６ 建物賃借料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１２年 度 ま で
２４，７３９

８７ 定時制高等学校給食業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１０年 度 ま で
３１，４５９

８８ 県立学校給食業務委託料（中津支援学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１０年 度 ま で
４８，７３７
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

庁 舎 建 設 費 １，４２９，０００

証書借入れ又は証券発行（他の

地方公共団体との共同発行を含む）

の方法により、財務省財政融資資

金、地方公共団体金融機構、銀行

その他から借り入れる。

年 ５．０％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、３０年

度間以内に元利均等、元金均等又は満期一括などの

方法により償還する。

ただし、事業ごとの償還条件は、借入先の定める

ところ又は発行要綱による。

なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、繰上

償還を行い、又は借り換えることができる。

防 災 施 設 整 備 費 ３，０００，０００

電 動 車 導 入 推 進 事 業 費 ２，０００

災 害 援 護 資 金 貸 付 金 ６６，０００

社 会 福 祉 施 設 整 備 費 １１５，０００

児 童 相 談 所 整 備 費 １３８，０００

太 陽 光 発 電 施 設 整 備 費 ２６，０００

自 然 公 園 施 設 整 備 費 １０，０００

農 林 水 産 業 施 設
災 害 防 止 緊 急 対 策 費

２４６，０００

地 方 債

第 ３ 表



（ 31 ）

土 地 改 良 費 ２，３９４，０００

県 央 空 港 整 備 費 １７，０００

農 地 防 災 事 業 費 ８４９，０００

林 道 費 ２２５，０００

造 林 費 ９７，０００

治 山 費 １，３６９，０００

沿 岸 漁 場 基 盤 整 備 費 ２３８，０００

漁 港 費 ３１５，０００

防 災 対 策 推 進 費 ２，８３８，０００

共 生 の ま ち 整 備 費 ７２，０００

道 路 費 ２０，５１０，０００

河 川 費 ３，７５９，０００

海 岸 費 ４７０，０００



（ 32 ）

港 湾 費 １，４３９，０００

砂 防 費 ２，８７２，０００

土木施設災害防止緊急対策費 ５，４０１，０００

空 港 建 設 費 ４０６，０００

街 路 費 １，２３４，０００

都 市 環 境 整 備 費 ８７，０００

住 宅 建 設 費 ８１４，０００

県 立 学 校 施 設 整 備 費 ３，６５０，０００

社 会 教 育 施 設 整 備 費 ８５，０００

警 察 施 設 整 備 費 １２５，０００

交 通 安 全 施 設 整 備 費 ５４０，０００

災 害 時 緊 急 対 応 事 業 費 ６，１７５，０００

治 山 施 設 災 害 復 旧 費 １０６，０００



（ 33 ）

漁 港 施 設 災 害 復 旧 費 １６６，０００

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ３，７６４，０００

合 計 ６５，０４９，０００



（ 34 ）

第２号議案

令和７年度 大分県公債管理特別会計予算

令和７年度大分県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １２８，９７３，８５０千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」

による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 35 ）

款 項 金 額

千円

１ 公 債 管 理 費 １２８，９７３，８５０

１ 繰 入 金 ８３，９４４，８５０

２ 県 債 ４５，０２９，０００

歳 入 合 計 １２８，９７３，８５０

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 36 ）

款 項 金 額

千円

１ 公 債 管 理 費 １２８，９７３，８５０

１ 公 債 費 １２８，９７３，８５０

歳 出 合 計 １２８，９７３，８５０

歳 出



（ 37 ）

起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

借 換 債 ４５，０２９，０００

証書借入れ又は証券発行（他の

地方公共団体との共同発行を含む）

の方法により、銀行その他から借

り入れる。

年 ５．０％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、３０年

度間以内に元利均等、元金均等又は満期一括などの

方法により償還する。

ただし、償還条件は、借入先の定めるところ又は

発行要綱による。

なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、繰上

償還を行い、又は借り換えることができる。

地 方 債

第 ２ 表



（ 38 ）

第３号議案

令和７年度 大分県国民健康保険事業特別会計予算

令和７年度大分県国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １１４，１７７，３２８千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 39 ）

款 項 金 額

千円

１ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 １１４，１７７，３２８

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ２９，２１９，１５８

２ 国 庫 支 出 金 ３４，８６１，６９２

３ 財 産 収 入 ６１，６７３

４ 繰 入 金 ６，７１３，７８９

５ 繰 越 金 ５２８

６ 諸 収 入 ４３，３２０，４８８

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 40 ）

歳 入 合 計 １１４，１７７，３２８



（ 41 ）

款 項 金 額

千円

１ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 １１４，１７７，３２８

１ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 １１４，１７７，３２８

歳 出 合 計 １１４，１７７，３２８

歳 出



（ 42 ）

第４号議案

令和７年度 大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和７年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １２１，６３９千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 43 ）

款 項 金 額

千円

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 １２１，６３９

１ 繰 入 金 ４，９４６

２ 繰 越 金 ６４，２７３

３ 諸 収 入 ５２，４２０

歳 入 合 計 １２１，６３９

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 44 ）

款 項 金 額

千円

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 １２１，６３９

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 １２１，６３９

歳 出 合 計 １２１，６３９

歳 出



（ 45 ）

第５号議案

令和７年度 大分県中小企業設備導入資金特別会計予算

令和７年度大分県中小企業設備導入資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ４０，９１７千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 46 ）

款 項 金 額

千円

１ 中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 ４０，９１７

１ 繰 入 金 ７，６１３

２ 繰 越 金 ３，５１９

３ 諸 収 入 ２９，７８５

歳 入 合 計 ４０，９１７

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 47 ）

款 項 金 額

千円

１ 中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 ４０，９１７

１ 中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 ４０，９１７

歳 出 合 計 ４０，９１７

歳 出



（ 48 ）

第６号議案

令和７年度 大分県林業・木材産業改善資金特別会計予算

令和７年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ９５２，７３９千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 49 ）

款 項 金 額

千円

１ 貸 付 勘 定 ９５０，０００

１ 繰 入 金 １８７，５００

２ 繰 越 金 １７６，８５８

３ 諸 収 入 ５８５，６４２

２ 業 務 勘 定 ２，７３９

１ 繰 入 金 ２，６２５

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 50 ）

２ 諸 収 入 １１４

歳 入 合 計 ９５２，７３９



（ 51 ）

款 項 金 額

千円

１ 貸 付 勘 定 ９５０，０００

１ 林業・木材産業改善資金 ２００，０００

２ 木材産業等高度化推進資金 ７５０，０００

２ 業 務 勘 定 ２，７３９

１ 林業・木材産業改善資金 ２，６２５

２ 木材産業等高度化推進資金 １１４

歳 出 合 計 ９５２，７３９

歳 出



（ 52 ）

第７号議案

令和７年度 大分県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和７年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２０１，５８５千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 53 ）

款 項 金 額

千円

１ 貸 付 勘 定 ２００，０００

１ 繰 越 金 １８５，４７０

２ 諸 収 入 １４，５３０

２ 業 務 勘 定 １，５８５

１ 繰 入 金 １，５８５

歳 入 合 計 ２０１，５８５

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 54 ）

款 項 金 額

千円

１ 貸 付 勘 定 ２００，０００

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 ２００，０００

２ 業 務 勘 定 １，５８５

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 １，５８５

歳 出 合 計 ２０１，５８５

歳 出



（ 55 ）

第８号議案

令和７年度 大分県県営林事業特別会計予算

令和７年度大分県県営林事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５９７，３７９千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第 ２３０ 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」

による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 56 ）

款 項 金 額

千円

１ 県 営 林 事 業 費 ５９７，３７９

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ３８

２ 財 産 収 入 ４７８，４２１

３ 繰 入 金 ９４，６２０

４ 繰 越 金 １

５ 諸 収 入 ５，２９９

６ 県 債 １９，０００

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 57 ）

歳 入 合 計 ５９７，３７９



（ 58 ）

款 項 金 額

千円

１ 県 営 林 事 業 費 ５９７，３７９

１ 県 営 林 事 業 費 ２８３，４１０

２ 県 民 有 林 事 業 費 ３１３，９６９

歳 出 合 計 ５９７，３７９

歳 出



（ 59 ）

起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

伐 採 事 業 費 １５，０００ 証書借入れの方法により日本政
策金融公庫から借り入れる。

年 ５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、４０年
度間以内に元利均等の年賦償還の方法により償還す
る。
ただし、事業ごとの償還条件は、借入先の定める
ところによる。
なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で
あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、又は
繰上償還を行うことができる。

県 営 林 造 成 事 業 費 ４，０００

合 計 １９，０００

地 方 債

第 2 表



（ 60 ）

第９号議案

令和７年度 大分県臨海工業地帯建設事業特別会計予算

令和７年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ８２３，５０２千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 61 ）

款 項 金 額

千円

１ 大分臨海工業地帯建設事業費 ８２３，５０２

１ 財 産 収 入 ７０８，５０１

２ 繰 入 金 １１４，９０１

３ 繰 越 金 １００

歳 入 合 計 ８２３，５０２

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 62 ）

款 項 金 額

千円

１ 大分臨海工業地帯建設事業費 ８２３，５０２

１ 土 地 造 成 費 ８２３，５０２

歳 出 合 計 ８２３，５０２

歳 出



（ 63 ）

第１0号議案

令和７年度 大分県港湾施設整備事業特別会計予算

令和７年度大分県港湾施設整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５，１１６，１１３千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第 ２１４ 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第 ２３０ 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎



（ 64 ）

款 項 金 額

千円

１ 港 湾 施 設 整 備 事 業 費 ５，１１６，１１３

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 １，４０３，６６１

２ 財 産 収 入 １２３，１３３

３ 繰 入 金 ２，４９３

４ 諸 収 入 ５０，８２６

５ 県 債 ３，５３６，０００

歳 入 合 計 ５，１１６，１１３

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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款 項 金 額

千円

１ 港 湾 施 設 整 備 事 業 費 ５，１１６，１１３

１ 港 湾 施 設 整 備 事 業 費 ５，１１６，１１３

歳 出 合 計 ５，１１６，１１３

歳 出
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事 項 期 間 限 度 額

千円

港湾機能施設整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３００，０００

債 務 負 担 行 為

第 ２ 表
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

港 湾 施 設 建 設 事 業 費 ３，５３６，０００

証書借入れ又は証券発行の方法

により、財務省財政融資資金、地

方公共団体金融機構、銀行その他

から借り入れる。

年 ５．０％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、３０年

度間以内に元利均等、元金均等又は満期一括などの

方法により償還する。

ただし、償還条件は、借入先の定めるところ又は

発行要綱による。

なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、繰上

償還を行い、又は借り換えることができる。

地 方 債

第 ３ 表
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第１１号議案

令和７年度 大分県病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和７年度大分県病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

１ 病 床 数 ５５７床

一 般 病 床 ５０９床

感 染 症 病 床 １２床

精 神 病 床 ３６床

２ 年 間 延 患 者 数 ３７５，８００人

入 院 １６８，１４８人

外 来 ２０７，６５２人

３ 一 日 平 均 患 者 数 １，３１９人

入 院 ４６１人

外 来 ８５８人

４ 建 設 改 良 計 画 １，４２５，３６１千円

資産購入関係 １，１９８，５００千円

医療機械器具 １，１９８，５００千円

改築事業関係 ２２６，８６１千円

改築工事他 ２２６，８６１千円
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収 入

第 １ 款 病 院 事 業 収 益 ２２，５５５，１６９千円

第 １ 項 医 業 収 益 ２０，４６５，０８７千円

第 ２ 項 医 業 外 収 益 ２，０５４，６５０千円

第 ３ 項 特 別 利 益 ３５，４３２千円

支 出

第 １ 款 病 院 事 業 費 用 ２３，０４４，４３４千円

第 １ 項 医 業 費 用 ２２，９５２，００２千円

第 ２ 項 医 業 外 費 用 ８９，８３２千円

第 ３ 項 特 別 損 失 ２，６００千円

収 入

第 １ 款 資 本 的 収 入 １，５７４，６２８千円

第 １ 項 企 業 債 １，３３７，０００千円

第 ２ 項 負 担 金 ２３７，６２８千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する ６６２，７８７千円は過年度分損益勘定留保資金

５５１，４００千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 １１７，３８７千円で補てんするものとする。）。
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支 出

第 １ 款 資 本 的 支 出 ２，２３７，４１５千円

第 １ 項 建 設 改 良 費 １，４２５，３６１千円

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金 ７９２，４８４千円

第 ３ 項 他会計からの借入金償還金 １９，５７０千円

起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

改築事業費 ２００，０００

証書借入れ又は証券発行
の方法により、財務省財政
融資資金、地方公共団体金
融機構、銀行その他から借
り入れる。

年５．０％以内
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率見直しを行った後
においては、当該見直し後
の利率）

起債年度の翌年度から、３年以内
のすえ置期間を含め、３０年以内に元
利均等、元金均等などの方法により
償還する。
ただし、事業ごとの償還条件は借
入先の定めるところ又は発行要綱に
よる。

医療機器整備事業費 １，１３７，０００

証書借入れ又は証券発行
の方法により、財務省財政
融資資金、地方公共団体金
融機構、銀行その他から借
り入れる。

年５．０％以内
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率見直しを行った後
においては、当該見直し後
の利率）

起債年度の翌年度から、１年以内
のすえ置期間を含め、５年以内に元
利均等、元金均等などの方法により
償還する。
ただし、事業ごとの償還条件は借
入先の定めるところ又は発行要綱に
よる。

合 計 １，３３７，０００

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
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取得する資産
種 類 名 称 数 量

医 療 機 械 器 具 高精度放射線治療システム等 一式 １

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、４００，０００千円 と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

１ 医業費用と医業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１ 職 員 給 与 費 １０，０７９，５５３千円

２ 交 際 費 ２５０千円

（たな卸資産の購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、８，０３１，８７９千円 と定める。

（重要な資産の取得）

第１０条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

（添付書類）

１ 令和７年度大分県病院事業会計予算実施計画

２ 令和７年度大分県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

３ 令和７年度大分県病院事業給与費明細書

４ 令和７年度大分県病院事業予定貸借対照表
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５ 令和７年度大分県病院事業注記

６ 令和６年度大分県病院事業予定損益計算書

７ 令和６年度大分県病院事業予定貸借対照表

８ 令和６年度大分県病院事業注記

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

１ 病 院 事 業 収 益 ２２，５５５，１６９

１ 医 業 収 益 ２０，４６５，０８７

１ 入 院 収 益 １３，８７９，７６９

２ 外 来 収 益 ６，４１９，１４６

３ そ の 他 医 業 収 益 １６６，１７２

２ 医 業 外 収 益 ２，０５４，６５０

（別表１）

令和７年度 大分県病院事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入
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１ 受 取 利 息 配 当 金 ４，７１８

２ 他 会 計 補 助 金 ６１，５４１

３ 補 助 金 ３４，２２０

４ 負 担 金 交 付 金 １，２３７，３８２

５ 長 期 前 受 金 戻 入 ４１１，０７９

６ 資 本 費 繰 入 収 益 １８７，５００

７ そ の 他 医 業 外 収 益 １１８，２１０

３ 特 別 利 益 ３５，４３２

１ 過 年 度 損 益 修 正 益 ５００

２ そ の 他 特 別 利 益 ３４，９３２
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

１ 病 院 事 業 費 用 ２３，０４４，４３４

１ 医 業 費 用 ２２，９５２，００２

１ 給 与 費 １０，０７９，５５３

２ 材 料 費 ７，９８４，２５０

３ 経 費 ３，２３０，２０５

４ 減 価 償 却 費 １，５２０，１３３

５ 資 産 減 耗 費 ３９，６２８

６ 研 究 研 修 費 ９８，２３３

２ 医 業 外 費 用 ８９，８３２

支 出



（ 76 ）

１ 支払利息及び企業債取
扱諸費 ３１，５２１

２ 長期前払消費税額償却 ３２，６６１

３ 消費税及び地方消費税 １８，７５０

４ 雑 損 失 ６，９００

３ 特 別 損 失 ２，６００

１ 固 定 資 産 売 却 損 ３００

２ 過 年 度 損 益 修 正 損 ２，０００

３ そ の 他 特 別 損 失 ３００
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

1 資 本 的 収 入 １，５７４，６２８

１ 企 業 債 １，３３７，０００

１ 企 業 債 １，３３７，０００

２ 負 担 金 ２３７，６２８

１ 他 会 計 負 担 金 ２３７，６２８

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

１ 資 本 的 支 出 ２，２３７，４１５

１ 建 設 改 良 費 １，４２５，３６１

１ 資 産 購 入 費 １，１９８，５００

２ 改 築 事 業 費 ２２６，８６１

２ 企 業 債 償 還 金 ７９２，４８４

１ 企 業 債 償 還 金 ７９２，４８４

３ 他会計からの借入金償還金 １９，５７０

１ 他会計からの借入金償還金 １９，５７０

支 出
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令和７年度 大分県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位 千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当 年 度 純 利 益 � ６００，６５２

減 価 償 却 費 １，５２０，１３３

長期前払消費税の増減額 １４，４６９

退職給付引当金の増減額 ２３５，９６７

賞与引当金の増減額 ５０，１４６

法定福利費引当金の増減額 ９，１２３

貸倒引当金の増減額 ３，１６１

長 期 前 受 金 戻 入 額 � ４４４，５１１

固 定 資 産 除 却 費 ３４，６８２

受 取 利 息 配 当 金 △ ４，７１８

支 払 利 息 ３１，５２１

貯 蔵 品 の 増 減 額 ４，９４６

小 計 ８５４，２６７

受取利息配当金（受取） ４，７１８

支 払 利 息（支払） � ３１，５２１

（別表２）
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業務活動によるキャッシュ・フロー ８２７，４６４

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

一般会計からの繰入金による収入 ２３７，６２８

有形固定資産の取得による支出 � １，３１３，６１６

投資活動によるキャッシュ・フロー � １，０７５，９８８

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入 １，３３７，１０７

建設改良企業債の償還による支出 � ７９２，４８４

他会計借入金償還による支出 � １９，５７０

財務活動によるキャッシュ・フロー ５２５，０５３

資金増加額（又は減少額） ２７６，５２９

資金期首残高 ４，９３０，００７

資金期末残高 ５，２０６，５３６
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区 分

職 員 数 給 与 費 法 定

福 利 費
（千円）

合 計

（千円）
特 別 職
（人）

一 般 職
（人）

報 酬
（千円）

給 料
（千円）

賃 金
（千円）

職員手当等
（千円）

計
（千円）

本

年

度

損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

１ １，１５２ ２，４００ ４，２０２，３４８ ４，２１７，０７９ ８，４２１，８２７ １，５９０，４３１ １０，０１２，２５８
（３７０） （９８１，８６３） （７５７，６３０） （１，７３９，４９３） （３０３，６７６） （２，０４３，１６９）

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

合 計
（うち会計年度任用職員）

１ １，１５２ ２，４００ ４，２０２，３４８ ４，２１７，０７９ ８，４２１，８２７ １，５９０，４３１ １０，０１２，２５８
（３７０） （９８１，８６３） （７５７，６３０） （１，７３９，４９３） （３０３，６７６） （２，０４３，１６９）

前

年

度

損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

１ １，１４６ ２，４００ ４，０１３，９９８ ３，８９３，４２２ ７，９０９，８２０ １，４８１，１２３ ９，３９０，９４３
（３７６） （８８５，３６４） （６６８，５３０） （１，５５３，８９４） （２７７，１２７） （１，８３１，０２１）

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

合 計
（うち会計年度任用職員）

１ １，１４６ ２，４００ ４，０１３，９９８ ３，８９３，４２２ ７，９０９，８２０ １，４８１，１２３ ９，３９０，９４３
（３７６） （８８５，３６４） （６６８，５３０） （１，５５３，８９４） （２７７，１２７） （１，８３１，０２１）

比 損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

６ １８８，３５０ ３２３，６５７ ５１２，００７ １０９，３０８ ６２１，３１５
（� ６） （９６，４９９） （８９，１００） （１８５，５９９） （２６，５４９） （２１２，１４８）

１ 総 括

（別表３）

令和７年度 大分県病院事業給与費明細書
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較

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）
合 計
（うち会計年度任用職員）

６ １８８，３５０ ３２３，６５７ ５１２，００７ １０９，３０８ ６２１，３１５
（� ６） （９６，４９９） （８９，１００） （１８５，５９９） （２６，５４９） （２１２，１４８）

職
員
手
当
等
の
内
訳

区 分
管理職
手 当
（千円）

初 任 給
調整手当
（千円）

扶 養
手 当
（千円）

地 域
手 当
（千円）

住 居
手 当
（千円）

通 勤
手 当
（千円）

時 間 外
勤務手当
（千円）

休 日
勤務手当
（千円）

夜 間
勤務手当
（千円）

宿 日 直
手 当
（千円）

期 末 ・
勤 勉 手 当
（千円）

特 殊
勤務手当
（千円）

単身赴任
手 当
（千円）

管理職員特
別勤務手当
（千円）

退 職
給 付 費
（千円）

本年度
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

５２，０２０ ４００，３８０ ８０，０２８ １２２，９４２ ６６，２８８ ５８，５８４ ７９７，２３２ ９２，６３３ ７９，４８８ ７３，３５６ １，７０５，７０９ ２６２，６６８ ２，１１２ ２２５ ４２３，４１４
（７８，１９２） （１８，０２４）（２１６，６９６） （５，３０４） （４，０８０）（２４，１９２）（３３９，０２６）（２９，８３２） （４２，２８４）

前年度
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

５２，９４８ ３８５，３６３ ７３，２７９ １１５，３２１ ６９，８６１ ５６，３００ ５５８，９５８ ７３，１１２ ７４，７６９ １０９，５２６ １，５２６，３８４ ２６６，８９５ ２，５３０ ２２５ ５２７，９５１
（９３，０８９） （１７，１４０）（１５０，４２０） （４，２６５） （４，１１４）（５１，２８２）（２７４，８１２）（５２，７４９） （２０，６５９）

比 較
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

� ９２８ １５，０１７ ６，７４９ ７，６２１� ３，５７３ ２，２８４ ２３８，２７４ １９，５２１ ４，７１９� ３６，１７０ １７９，３２５� ４，２２７� ４１８ � １０４，５３７
（� １４，８９７） （８８４）（６６，２７６） （１，０３９）（� ３４）（� ２７，０９０） （６４，２１４）（� ２２，９１７） （２１，６２５）

区 分 増 減 額
（千円）

増 減 事 由 別 内 訳
（千円） 説 明 備 考

給 料 １８８，３５０
職員数増加に伴う増加分 ６８，５６５ 正規職員の増加に伴う分

会計年度任用職員の減少に伴う分

そ の 他 の 増 減 分 １１９，７８５ 定期昇給・年齢構成の変動等に伴う分

職員手当等 ３２３，６５７

職員数増加に伴う増加分 ８５，８１２ 正規職員の増加に伴う分
会計年度任用職員の減少に伴う分

制度改正に伴う増加分 １７９，３２５ 期末・勤勉手当の支給率の改正に伴う分

退職給付引当金の減少分 △ １０４，５３７ 退職手当の減少に伴う分

２ 給料及び職員手当等の増減額の明細
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そ の 他 の 増 減 分 １６３，０５７ 時間外勤務手当の増額等に伴う分
宿日直手当の減額等に伴う分

区 分 事 務 ・ 技 術
（病院行政職）

医 師
（病院医療職（一））

医 療 技 術 職 員
（病院医療職（二））

看 護 師 ・ 助 産 師
（病院医療職（三））

そ の 他
（病院技能労務職）

６年１２月 １日

現 在

平均給料月額（円） ３１１，５１６ ４９２，２７３ ３０３，２１７ ２９６，７１８ ２４７，９００

平均給与月額（円） ３８７，６５５ １，２１２，４３０ ３７５，５８９ ３８８，３１２ ２６４，３００

平 均 年 齢（歳） ４３ ４７ ３７ ３９ ６４

５年１２月 １日

現 在

平均給料月額（円） ３１５，４３０ ４９５，４９７ ２８８，８５３ ３０５，５０９ ３５５，１００

平均給与月額（円） ３８６，７８０ １，０９６，８４８ ３８８，１１１ ４２３，１０７ ４４９，４０４

平 均 年 齢（歳） ４２ ４７ ３６ ３８ ６３

区 分
病院行政職

（円）

病院医療職（一）

（円）

病院医療職（二）

（円）

病院医療職（三）

（円）

一 般 会 計 の 制 度
行 政 職
（円）

医療職（一）
（円）

医療職（二）
（円）

医療職（三）
（円）

技能労務職
（円）

高 校 卒 １９５，２００ ―― １９７，６００ （准看卒）
２１５，６００ １９５，２００ ―― １９７，６００ ―― １９３，２００

大 学 卒 ２２６，４００ ３４２，８００ ２３３，４００ （短大３卒）
２５４，０００ ２２６，４００ ３４２，８００ ２３３，４００ ―― ――

（注）「増減額」欄の金額は、６年度当初予算額との対比

３ 給料及び職員手当等の状況
⑴ 職員１人当たり給与

⑵ 初 任 給
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区 分
病 院 行 政 職 病 院 医 療 職 （一） 病 院 医 療 職 （二） 病 院 医 療 職 （三） 病 院 技 能 労 務 職

級 職 員 数
（人）

構 成 比
（％） 級 職 員 数

（人）
構 成 比
（％） 級 職 員 数

（人）
構 成 比
（％） 級 職 員 数

（人）
構 成 比
（％） 級 職 員 数

（人）
構 成 比
（％）

１級 ５ １０．０ １級 １６ １３．８ １級 ６ ６．１ １級 １級

２級 ５ １０．０ ２級 ２３ １９．８ ２級 １７ １７．２ ２級 ９９ １９．２ ２級

３級 １５ ３０．０ ３級 ４７ ４０．５ ３級 １２ １２．１ ３級 ９７ １８．８ ３級 １ １００．０

４級 １２ ２４．０ ４級 ３０ ２５．９ ４級 ３３ ３３．３ ４級 ２１３ ４１．３ ４級

６年１２月１日

現 在

５級 ８ １６．０ ５級 ２８ ２８．３ ５級 ９７ １８．８ ５級

６級 １ ２．０ ６級 ２ ２．０ ６級 １０ １．９

７級 ３ ６．０ ７級 １ １．０

８級 １ ２．０

９級

計 ５０ １００ 計 １１６ １００ 計 ９９ １００ 計 ５１６ １００ 計 １ １００

⑶ 級 別 職 員 数
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区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級

病 院 行 政 職 主 事 主 事
主 査
専 門 員
主 任

主 幹
副 主 幹
主 査

課 長 補 佐

主 幹
総務企画監 課 長

病院局次長

事 務 局 長

１級 ３ ６．１ １級 １２ １１．０ １級 ４ ４．１ １級 １級

２級 ５ １０．２ ２級 １９ １７．４ ２級 ２０ ２０．４ ２級 ９５ １８．５ ２級

３級 １７ ３４．７ ３級 ５０ ４５．９ ３級 ２０ ２０．５ ３級 ９４ １８．３ ３級 １ １００．０

４級 １２ ２４．５ ４級 ２８ ２５．７ ４級 ２５ ２５．５ ４級 ２２５ ４３．９ ４級

５年１２月１日

現 在

５級 ７ １４．３ ５級 ２５ ２５．５ ５級 ９０ １７．５ ５級

６級 ６級 ２ ２．０ ６級 ９ １．８

７級 ４ ８．２ ７級 ２ ２．０

８級 １ ２．０

９級

計 ４９ １００ 計 １０９ １００ 計 ９８ １００ 計 ５１３ １００ 計 １ １００

（級別の標準的な職務内容）
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区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

病院医療職（一） 医 師 主 任 医 師
部 長
副 部 長
主 任 医 師

病 院 長
副 院 長
部 長
所 長
室 長

区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級

病院医療職（二） 技 師 技 師
主 任 技 師
主 任
技 師

主 任 技 師
主 任
技 師

副 部 長
副 室 長
専 門 技 師
主 任 技 師

部 長 部 長

区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級

病院医療職（三）
助 産 師

看 護 師

助 産 師

看 護 師

主任助産師
主任看護師
主 任

看 護 師 長
副看護師長
主任助産師
主任看護師

副 院 長
部 長
参 事
副 部 長
看護専門員

区 分 合 計 病院行政職 病院医療職（一） 病院医療職（二） 病院医療職（三） 病院技能労務職

職 員 数（Ａ）（人） ７８２ ５０ １１６ ９９ ５１６ １

昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） ７２７ ４６ ９５ ９０ ４９６

１ 号 給（人） ５ ３ ２

⑷ 昇 給
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本

年

度

２号給（人） ７ ５ ２

３号給（人） ５１ ２ １７ ３ ２９

号給数別内訳
４号給（人） ５５２ ３１ ６８ ６４ ３８９

５号給（人） ８３ ８ １ ２０ ５４

６号給（人） ２４ ２ ２ ３ １７

７号給（人） ３ ２ １

８ 号給
以 上（人） ２ ２

比 率 （Ｂ）／（Ａ）（％） ９３．０ ９２．０ ８１．９ ９０．９ ９６．１

職 員 数 （Ａ）（人） ７７０ ４９ １０９ ９８ ５１３ １

昇給に係る職員数（Ｂ）（人） ７１５ ４４ ８７ ９０ ４９４

１ 号 給（人） ５ ３ ２

２号給（人） ４ ２ １ １前

３号給（人） ６２ ２ ２２ ８ ３０
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年
号給数別内訳

４号給（人） ５４０ ２８ ６１ ６７ ３８４

５号給（人） ７９ ９ １３ ５７

度 ６号給（人） １９ ２ １ １６

７号給（人） ３ ２ １

８ 号給
以 上（人） ３ ３

比 率 （Ｂ）／（Ａ）（％） ９２．９ ８９．８ ７９．８ ９１．８ ９６．３

区 分 全 職 種 事 務 ・ 技 術
（病院行政職）

医 師
（病院医療職（一））

医 療 技 術 職
（病院医療職（二））

看護師・助産師
（病院医療職（三））

そ の 他
（病院技能労務職）

給料総額に対する
比 率 （％） ６．９ ０．３ １１．４ ０．６ ７．２ ０．０

（令和６年１２月１日現在）
支給対象職員の比率 （％） ６９．１ １０．２ ８９．７ ４７．５ ７４．４ ０．０

支給対象職員１人当
たり平均支給月額 （円） ２８，４３２ ７，６５９ ５２，９０３ ３，５００ ２５，１２６ ０

代 表 的 な 特 殊 勤
務 手 当 の 名 称 夜間看護等手当、特別診療手当、救急勤務医手当、精神医療業務手当、分べん手当、診療放射線作業手当、新生児担当医手当

⑸ 特 殊 勤 務 手 当

⑹ 期末手当・勤勉手当
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区 分 ２０年勤続の者
（月分）

２５年勤続の者
（月分）

３５年勤続の者
（月分）

最 高 限 度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等 備 考

支 給 率 等 ２４．５８６８７５ ３３．２７０７５ ４７．７０９ ４７．７０９

一般会計の制度
（支給率等） ２４．５８６８７５ ３３．２７０７５ ４７．７０９ ４７．７０９

区 分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計

（月分）

職制上の段階、職務の級

等による加算措置
備 考

６ 月

（月分）

１２ 月

（月分）

本 年 度 （１．２０） （１．２０） （２．４０） 有２．３０ ２．３０ ４．６０

前 年 度 （１．１７５） （１．１７５） （２．３５） 有２．２５ ２．２５ ４．５０

一般会計の制度 （１．２０） （１．２０） （２．４０） 有２．３０ ２．３０ ４．６０

区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同 じ ―――

（注）（ ）は再任用職員分

⑺ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

⑻ そ の 他 の 手 当
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住 居 手 当 同 じ ―――

通 勤 手 当 同 じ ―――
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令和７年度 大分県病院事業予定貸借対照表

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日 ）
（単位 千円）

１ 固 定 資 産

⑴ 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 ５９１，７２０

ロ 建 物 ２１，４２８，６６１

減 価 償 却 累 計 額 � １３，３０４，７０９ ８，１２３，９５２

ハ 構 築 物 ４５１，４５６

減 価 償 却 累 計 額 � ３３５，２９１ １１６，１６５

ニ 器 械 備 品 １１，０４２，４８９

減 価 償 却 累 計 額 � ６，９８４，５４７ ４，０５７，９４２

ホ 車 両 １，１３４

減 価 償 却 累 計 額 � １，０７７ ５７

ヘ そ の 他 有 形 固 定 資 産 ２３，９４０

減 価 償 却 累 計 額 � １，１８８ ２２，７５２

資 産 の 部

（別表４）
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３ 固 定 負 債

⑴ 企 業 債 ６，５６６，５８９

⑵ 他 会 計 借 入 金 ４６９，９７７

⑶ 引 当 金

有 形 固 定 資 産 合 計 １２，９１２，５８８

⑵ 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 ８１

無 形 固 定 資 産 合 計 ８１

⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 ８００，０００

ロ 長 期 前 払 消 費 税 ５０２，２９６

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 １，３０２，２９６

固 定 資 産 合 計 １４，２１４，９６５

２ 流 動 資 産

⑴ 現 金 預 金 ５，２０６，５３６

⑵ 未 収 金 ３，０９８，６５２

⑶ 貸 倒 引 当 金 � ５６，３５１ ３，０４２，３０１

⑷ 貯 蔵 品 ２０２，１３６

流 動 資 産 合 計 ８，４５０，９７３

資 産 合 計 ２２，６６５，９３８

負 債 の 部
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イ 退 職 給 付 引 当 金 ４，０９５，３５７

固 定 負 債 合 計 １１，１３１，９２３

４ 流 動 負 債

⑴ 企 業 債 ７９２，３６５

⑵ 他 会 計 借 入 金 １９，５７０

⑶ 未 払 金 ２，５７４，９９４

⑷ 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 ５６８，５７０

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 １０４，９９４ ６７３，５６４

⑸ そ の 他 流 動 負 債 ７９，０１０

流 動 負 債 合 計 ４，１３９，５０３

５ 繰 延 収 益

⑴ 長 期 前 受 金 １４，７５８，０４７

⑵ 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 � １１，８９９，１９８

繰 延 収 益 合 計 ２，８５８，８４９

負 債 合 計 １８，１３０，２７５

６ 資 本 金 １，１３７，０１９

７ 剰 余 金

⑴ 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 ２２，７０８

資 本 の 部
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ロ 補 助 金 ５，０８４

ハ 他 会 計 負 担 金 ４７３，０３０

資 本 剰 余 金 合 計 ５００，８２２

⑵ 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ２，８９７，８２２

利 益 剰 余 金 合 計 ２，８９７，８２２

剰 余 金 合 計 ３，３９８，６４４

資 本 合 計 ４，５３５，６６３

負 債 資 本 合 計 ２２，６６５，９３８
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（別表５）

令和７年度大分県病院事業注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法（固定資産の減損に係る部分を除く）

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 定額法による償却原価法によっている。

その他有価証券 移動平均法による原価法によっている。

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 ６～４７年

構築物 １０～５０年

器械備品 ３～２０年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア ５年

⑶ 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金
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職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２

月から３月までの４か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷ その他会計に関する書類作成のための基本事項

ア 消費税等の会計処理

税抜き方式によっている。

なお、長期前払消費税については、２０事業年度で均等償却を行っている。

２ 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引はない。

３ 予定貸借対照表等に関する注記

⑴ 企業債の償還に係る他会計負担金の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内の償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると

見込まれる額は、４，０１１，０２８千円である。

４ 減損損失に関する注記

該当事項はない。

５ リース契約により使用する固定資産に関する注記

一件当たりのリース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理を行っている。

６ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。



（ 97 ）

７ その他の注記

⑴ 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として１８７，４４７千円を支給するため退職給付引当金１８７，４４７千円を使用する。

⑵ 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末手当・勤勉手当として５１８，４２４千円を支給するため賞与引当金５１８，４２４千円を使用する。

⑶ 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費として９５，８７１千円を支給するため法定福利費引当金９５，８７１千円を使用する。
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令和６年度 大分県病院事業予定損益計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位 千円）
１ 医 業 収 益

⑴ 入 院 収 益 １３，２７７，９５５

⑵ 外 来 収 益 ６，４０８，３２６

⑶ そ の 他 医 業 収 益 １６１，４１０ １９，８４７，６９１

２ 医 業 費 用

⑴ 給 与 費 １０，１７７，８５９

⑵ 材 料 費 ７，７６４，６３６

⑶ 経 費 ３，２７０，５１６

⑷ 減 価 償 却 費 １，４７２，９２１

⑸ 資 産 減 耗 費 ３２，１７７

⑹ 研 究 研 修 費 ９８，６０３ ２２，８１６，７１２

医 業 損 失 ２，９６９，０２１

３ 医 業 外 収 益

⑴ 受 取 利 息 配 当 金 ４，４６４

⑵ 他 会 計 補 助 金 ６４，５１４

⑶ 補 助 金 ３４，２２０

（別表６）
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⑷ 負 担 金 交 付 金 １，００７，０３６

⑸ 長 期 前 受 金 戻 入 ４２９，１２５

⑹ 資 本 費 繰 入 収 益 １８０，３００

⑺ そ の 他 医 業 外 収 益 １３０，８４０ １，８５０，４９９

４ 医 業 外 費 用

⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 ３２，７４２

⑵ 長 期 前 払 消 費 税 額 償 却 ３４，９６８

⑶ 雑 損 失 １２１，８７６ １８９，５８６ １，６６０，９１３

経 常 利 益 � １，３０８，１０８

５ 特 別 利 益

⑴ 過 年 度 損 益 修 正 益 １，１９１

⑵ そ の 他 特 別 利 益 ３４，５０７ ３５，６９８

６ 特 別 損 失

⑴ 固 定 資 産 売 却 損 ３００

⑵ 過 年 度 損 益 修 正 損 ３７６，０９６

⑶ そ の 他 特 別 損 失 ３００ ３７６，６９６ � ３４０，９９８

当 年 度 純 利 益 � １，６４９，１０６

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 ５，１４７，５８０

その他未処分利益剰余金変動額 � ３５５，１５４

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ３，１４３，３２０
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令和６年度 大分県病院事業予定貸借対照表

（ 令 和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 ）
（単位 千円）

１ 固 定 資 産

⑴ 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 ５９１，７２０

ロ 建 物 ２１，２２２，４２４

減 価 償 却 累 計 額 � １２，６９０，１８２ ８，５３２，２４２

ハ 構 築 物 ４５１，４５６

減 価 償 却 累 計 額 � ３２８，８０５ １２２，６５１

ニ 器 械 備 品 ９，９５２，９４４

減 価 償 却 累 計 額 � ６，０８５，４２７ ３，８６７，５１７

ホ 車 両 １，１３４

減 価 償 却 累 計 額 � １，０７７ ５７

ヘ 建 設 仮 勘 定 １６，８４８

ト そ の 他 有 形 固 定 資 産 ２３，９４０

資 産 の 部

（別表７）
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３ 固 定 負 債

⑴ 企 業 債 ６，０２１，９１４

減 価 償 却 累 計 額 � １，１８８ ２２，７５２

有 形 固 定 資 産 合 計 １３，１５３，７８７

⑵ 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 ８１

無 形 固 定 資 産 合 計 ８１

⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 ８００，０００

ロ 長 期 前 払 消 費 税 ５１６，７６５

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 １，３１６，７６５

固 定 資 産 合 計 １４，４７０，６３３

２ 流 動 資 産

⑴ 現 金 預 金 ４，９３０，００７

⑵ 未 収 金 ３，０９８，６５２

⑶ 貸 倒 引 当 金 � ５３，１９０ ３，０４５，４６２

⑷ 貯 蔵 品 ２０７，０８２

流 動 資 産 合 計 ８，１８２，５５１

資 産 合 計 ２２，６５３，１８４

負 債 の 部



（ 102 ）

６ 資 本 金 １，１３７．０１９

⑵ 他 会 計 借 入 金 ４８９，５４７

⑶ 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 ３，８５９，３９０

固 定 負 債 合 計 １０，３７０，８５１

４ 流 動 負 債

⑴ 企 業 債 ７９２，４１７

⑵ 他 会 計 借 入 金 １９，５７０

⑶ 未 払 金 ２，５７４，９９４

⑷ 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 ５１８，４２４

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 ９５，８７１ ６１４，２９５

⑸ そ の 他 流 動 負 債 ７９，０１０

流 動 負 債 合 計 ４，０８０，２８６

５ 繰 延 収 益

⑴ 長 期 前 受 金 １４，５２０，４１９

⑵ 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 � １１，４５４，６８７

繰 延 収 益 合 計 ３，０６５，７３２

負 債 合 計 １７，５１６，８６９

資 本 の 部
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７ 剰 余 金

⑴ 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 ２２，７０８

ロ 補 助 金 ５，０８４

ハ 他 会 計 負 担 金 ４７３，０３０

資 本 剰 余 金 合 計 ５００，８２２

⑵ 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ３，４９８，４７４

利 益 剰 余 金 合 計 ３，４９８，４７４

剰 余 金 合 計 ３，９９９，２９６

資 本 合 計 ５，１３６，３１５

負 債 資 本 合 計 ２２，６５３，１８４
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（別表８）

令和６年度大分県病院事業注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法（固定資産の減損に係る部分を除く）

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 定額法による償却原価法によっている。

その他有価証券 移動平均法による原価法によっている。

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 ６～４７年

構築物 １０～５０年

器械備品 ３～２０年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア ５年

⑶ 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金
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職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２

月から３月までの４か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷ その他会計に関する書類作成のための基本事項

ア 消費税等の会計処理

税抜き方式によっている。

なお、長期前払消費税については、２０事業年度で均等償却を行っている。

２ 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引はない。

３ 予定貸借対照表等に関する注記

⑴ 企業債の償還に係る他会計負担金の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内の償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると

見込まれる額は、３，７０９，６６０千円である。

４ 減損損失に関する注記

該当事項はない。

５ リース契約により使用する固定資産に関する注記

一件当たりのリース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理を行っている。

６ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。



（ 106 ）

７ その他の注記

⑴ 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として２７０，３４３千円を支給するため退職給付引当金２７０，３４３千円を使用する。

⑵ 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末手当・勤勉手当として４７２，７９４千円を支給するため賞与引当金４７２，７９４千円を使用する。

⑶ 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費として８７，７９２千円を支給するため法定福利費引当金８７，７９２千円を使用する。
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収 入

第 １ 款 電 気 事 業 収 益 ３，５８２，９０２千円

第 １ 項 営 業 収 益 ３，２９２，７４７千円

第 ２ 項 財 務 収 益 ５２，０００千円

第 ３ 項 事 業 外 収 益 ２３７，８５５千円

第 ４ 項 特 別 利 益 ３００千円

第１２号議案

令和７年度 大分県電気事業会計予算

（総則）

第１条 令和７年度大分県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

１ 年間販売電力量 １６１，４６０，５９０kWh

２ 主たる建設計画

⑴ 芹川第一・第二発電所リニューアル事業 ２，７３７，６５８千円

⑵ 桑原発電所リニューアル事業 ２２３，９４２千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
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支 出

第 １ 款 電 気 事 業 費 用 ３，９４６，５７７千円

第 １ 項 営 業 費 用 ２，８９５，２７８千円

第 ２ 項 財 務 費 用 ４９，８０５千円

第 ３ 項 事 業 外 費 用 ９，６３７千円

第 ４ 項 特 別 損 失 ９８１，８５７千円

第 ５ 項 予 備 費 １０，０００千円

収 入

第 １ 款 資 本 的 収 入 ２，８３２，５８５千円

第 １ 項 企 業 債 ２，７３７，０００千円

第 ２ 項 負 担 金 ９４，７７１千円

第 ３ 項 投 資 償 還 金 ８１４千円

支 出

第 １ 款 資 本 的 支 出 ４，４１７，８１０千円

第 １ 項 建 設 改 良 費 ３，６８１，５４４千円

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金 ４５３，８１４千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 １，５８５，２２５千円 は、地域振興積立金 ７０，０００千

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 １０１，８８９千円、過年度分損益勘定留保資金 １，４１３，３３６千円 で補てんするものとする。）。
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第 ３ 項 投 資 そ の 他 の 資 産 ２０２，４５２千円

第 ４ 項 繰 出 金 ７０，０００千円

第 ５ 項 予 備 費 １０，０００千円

事 項 期 間 限 度 額

千円
芹川第一発電所リニューアル事業

令和７年度から

令和９年度まで
１７６，０００

芹川第二発電所リニューアル事業
令和７年度から

令和９年度まで
１７６，０００

桑原発電所リニューアル事業
令和７年度から

令和８年度まで
７１，５００

桑原発電所リニューアル事業
令和７年度から

令和１１年度まで
２２，０００

大野川発電所 三重川３号水路橋補修詳細設計業務委託
令和７年度から

令和８年度まで
４，７７８

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
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大野川発電所 三重川４号水路橋補修詳細設計業務委託
令和７年度から

令和８年度まで
５，１７５

芹川第三発電所 長湯取水堰起伏ゲート他修繕工事
令和７年度から

令和８年度まで
６４，１３０

芹川第三発電所 今畑№１，４ポンプオーバーホール工事
令和７年度から

令和８年度まで
４４，８５９

別府発電所 小挾間川法面調査設計委託
令和７年度から

令和８年度まで
６，０６３

北川ダム 維持放流設備改修設計委託
令和７年度から

令和８年度まで
３４，９８０
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

芹川第一・第二発電所
リニューアル事業

２，７３７，０００

証書借入れ又は証券発行
の方法により、財務省財政
融資資金、地方公共団体金
融機構、銀行その他から借
り入れる。
証券発行の場合、発行価

格が額面金額を下回るとき
は、その発行差額をうめる
ため必要な金額をこれに加
算した額とすることができ
る。

年５．０％以内
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期
間を含め、３０年度間以内に元利均等
又は元金均等の方法により償還す
る。
ただし、事業ごとの償還条件は、
借入先の定めるところ又は発行要綱
による。
なお、財政の都合により、すえ置
き、償還期間中であっても償還年限
を短縮し、若しくは延長し、繰上償
還を行い、又は借り換えることがで
きる。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円 と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

１ 営業費用と事業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
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１ 職 員 給 与 費 ８６３，３１０千円

２ 交 際 費 ４４０千円

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、２２，０００千円 と定める。

（添付書類）

１ 令和７年度大分県電気事業会計予算実施計画

２ 令和７年度大分県電気事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

３ 令和７年度大分県電気事業給与費明細書

４ 債務負担行為に関する調書

５ 令和７年度大分県電気事業予定貸借対照表

６ 令和７年度大分県電気事業注記

７ 令和６年度大分県電気事業予定損益計算書

８ 令和６年度大分県電気事業予定貸借対照表

９ 令和６年度大分県電気事業注記

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

1 電 気 事 業 収 益 ３，５８２，９０２

１ 営 業 収 益 ３，２９２，７４７

１ 電 力 料 ３，２０３，４５０

２ 営 業 雑 収 益 ８９，２９７

２ 財 務 収 益 ５２，０００

１ 受 取 利 息 ５２，０００

（別表１）

令和７年度 大分県電気事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入
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３ 事 業 外 収 益 ２３７，８５５

１ 長 期 前 受 金 戻 入 ７，１３０

２ 消 費 税 還 付 金 ２０６，４９６

３ 雑 収 益 ２４，２２９

４ 特 別 利 益 ３００

１ 固 定 資 産 売 却 益 １００

２ 過 年 度 損 益 修 正 益 １００

３ そ の 他 特 別 利 益 １００
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

１ 電 気 事 業 費 用 ３，９４６，５７７

１ 営 業 費 用 ２，８９５，２７８

１ 水 力 発 電 費 ２，３０７，４２８

２ 送 電 費 １７４，４１１

３ 一 般 管 理 費 ３８７，７６３

４ 太 陽 光 発 電 費 ２５，６７６

２ 財 務 費 用 ４９，８０５

１ 支 払 利 息 ４９，８０５

３ 事 業 外 費 用 ９，６３７

支 出



（ 116 ）

１ 雑 損 失 ９，６３７

４ 特 別 損 失 ９８１，８５７

１ 固 定 資 産 売 却 損 １００

２ 過 年 度 損 益 修 正 損 １００

３ そ の 他 特 別 損 失 ９８１，６５７

５ 予 備 費 １０，０００

１ 予 備 費 １０，０００
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

１ 資 本 的 収 入 ２，８３２，５８５

１ 企 業 債 ２，７３７，０００

１ 企 業 債 ２，７３７，０００

２ 負 担 金 ９４，７７１

１ 共 有 者 持 分 額 ９４，７７１

３ 投 資 償 還 金 ８１４

１ 投資有価証券償還金 ８１４

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

１ 資 本 的 支 出 ４，４１７，８１０

１ 建 設 改 良 費 ３，６８１，５４４

１ 水 力 発 電 設 備 ３，５２９，９３２

２ 送 電 設 備 ６９，９６０

３ 業 務 設 備 ８１，６５２

２ 企 業 債 償 還 金 ４５３，８１４

１ 元 金 償 還 金 ４５３，８１４

３ 投 資 そ の 他 の 資 産 ２０２，４５２

１ 投 資 有 価 証 券 ２００，０００

支 出
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２ そ の 他 投 資 ２，４５２

４ 繰 出 金 ７０，０００

１ 一 般 会 計 繰 出 金 ７０，０００

５ 予 備 費 １０，０００

１ 予 備 費 １０，０００
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令和７年度 大分県電気事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位 千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当 年 度 純 利 益 � ６７２，０６０

減 価 償 却 費 ７６３，３５５

退職給付引当金の増減額 ３１，７８８

賞与引当金の増減額 ６，８２４

法定福利費引当金の増減額 ９３

修繕引当金の増減額 � １４７，８０８

特別修繕引当金の増減額 ２３７，５７０

長 期 前 受 金 戻 入 額 � ７，６８０

固 定 資 産 の 除 却 損 ７２，７２７

一般会計への繰出金による支出 � ７０，０００

受取利息及び受取配当金 � ５２，０００

支 払 利 息 ４９，８０５

その他流動資産の増減額 ０

未 収 金 の 増 減 額 ５４，８９２

未 払 金 の 増 減 額 ２４７，４６５

（別表２）
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小 計 ５１４，９７１

利息及び配当金の受取額 ５２，０００

利 息 の 支 払 額 � ４９，８０５

業務活動によるキャッシュ・フロー ５１７，１６６

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 � ３，３６４，５４０

有形固定資産の共有設備持分額による収入 ８６，１５２

有価証券の取得による支出 � ２００，０００

有価証券の被償還による収入 ８１４

その他投資による支出 � ２，４５２

投資活動によるキャッシュ・フロー � ３，４８０，０２６

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 ２，７３７，０００

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 � ４５３，８１４

財務活動によるキャッシュ・フロー ２，２８３，１８６

資金に係る換算差額 ０

資金増加額（又は減少額） � ６７９，６７４

資金期首残高 ４，７１４，７６８
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資金期末残高 ４，０３５，０９４
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区 分
職 員 数 給 与 費 法 定

福 利 費
（千円）

合 計

（千円）
特 別 職
（人）

一 般 職
（人）

報 酬
（千円）

給 料
（千円）

職員手当等
（千円）

計
（千円）

本

年

度

損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

１ ８４ ３４６，８１６ ２８１，００８ ６２７，８２４ １１１，１３６ ７３８，９６０
（２４） （５３，９８５） （２４，８１０） （７８，７９５） （７，９７７） （８６，７７２）

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

１１ ５５，６１９ ５０，４９７ １０６，１１６ １８，２３４ １２４，３５０

合 計
（うち会計年度任用職員）

１ ９５ ４０２，４３５ ３３１，５０５ ７３３，９４０ １２９，３７０ ８６３，３１０
（２４） （５３，９８５） （２４，８１０） （７８，７９５） （７，９７７） （８６，７７２）

前

年

度

損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

１ ８４ ３１２，１７７ ２９０，７６２ ６０２，９３９ １０７，１６１ ７１０，１００
（２４） （５３，９８５） （２４，８１０） （７８，７９５） （７，９７７） （８６，７７２）

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

１１ ５３，９３１ ４８，０６６ １０１，９９７ １８，２３４ １２０，２３１

合 計
（うち会計年度任用職員）

１ ９５ ３６６，１０８ ３３８，８２８ ７０４，９３６ １２５，３９５ ８３０，３３１
（２４） （５３，９８５） （２４，８１０） （７８，７９５） （７，９７７） （８８，００５）

比

損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

０ ０ ３４，６３９ � ９，７５４ ２４，８８５ ３，９７５ ２８，８６０
（０） （０） （０） （０） （０） （０）

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

０ ０ １，６８８ ２，４３１ ４，１１９ ０ ４，１１９

１ 総 括

（別表３）

令和７年度 大分県電気事業給与費明細書
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区 分 増 減 額
（千円）

増 減 事 由 別 内 訳
（千円）

説 明 備 考

給 料 ３６，３２７
昇 給 に 伴 う 増 加 分 １６，４６０

そ の 他 の 増 減 分 １９，８６７ 職員の年齢構成の変動等に伴う増加分

職員手当等 � ７，３２３
制度改正に伴う増加分 １，６０８ 期末・奨励手当の増加分

そ の 他 の 増 減 分 � ８，９３１ 職員の年齢構成の変動等に伴う減少分

較 合 計
（うち会計年度任用職員）

０ ０ ３６，３２７ � ７，３２３ ２９，００４ ３，９７５ ３２，９７９
（０） （０） （０） （０） （０） （� １，２３３）

職
員
手
当
等
の
内
訳

区 分
管 理 職
手 当
（千円）

扶 養
手 当
（千円）

住 居
手 当
（千円）

通 勤
手 当
（千円）

単身赴任
手 当
（千円）

特殊現場
作業手当
（千円）

危 険 作
業 手 当
（千円）

ダ ム 業
務 手 当
（千円）

用 地 交
渉 手 当
（千円）

時 間 外
勤務手当
（千円）

休 日 勤
務 手 当
（千円）

夜 間 勤
務 手 当
（千円）

宿 日 直
手 当
（千円）

管理職員特
別勤務手当
（千円）

期 末 ・
奨励手当
（千円）

退 職
給 付 費
（千円）

本年度
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

７，３４７ １１，０６７ ７，２５８ １２，２１１ ２７６ ３，８１３ １，３０２ １１８ ５０ ４２，７０７ ２，９８２ １，５８６ ８６６ ２４０ １６０，４１７ ７９，２６５
（２，３９３） （１，９９９） （２０，４１８）

前年度
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

７，３０８ １１，５８７ ７，０６８ １２，０４５ ２７６ ３，７９５ １，２６９ １１８ ５０ ４２，１２６ ２，９８２ １，５８６ ８６６ ２４０ １５８，８０９ ８８，７０３
（２，３９３） （１，９９９） （２０，４１８）

比 較
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

３９� ５２０ １９０ １６６ ０ １８ ３３ ０ ０ ５８１ ０ ０ ０ ０ １，６０８� ９，４３８
（０） （０） （０）

２ 給料及び職員手当等の増減額の明細

（注）「増減額」欄の金額は、６年度補正予算額との対比

３ 給料及び職員手当等の状況
⑴ 職員１人当たり給与
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区 分 企 業 職

令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日 現 在

平 均 給 料 月 額 （円） ３５１，１６６

平 均 給 与 月 額 （円） ４１７，４２１

平 均 年 齢 （歳） ４３

令 和 ５ 年 １２ 月 １ 日 現 在

平 均 給 料 月 額 （円） ３３０，４３４

平 均 給 与 月 額 （円） ４０２，１６５

平 均 年 齢 （歳） ４３

区 分 企 業 職 （円）
一 般 会 計 の 制 度

行 政 職 （円）

高 校 卒 １９５，２００ １９５，２００

大 学 卒 ２２６，４００ ２２６，４００

⑵ 初 任 給

⑶ 級 別 職 員 数
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区 分
企 業 職

級 職 員 数（人） 構 成 比（％） 級 職 員 数（人） 構 成 比（％）

令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日 現 在

１ 級 ３ ４．２ ６ 級 １ １．４

２ 級 ４ ５．６ ７ 級 ５ ７．０

３ 級 １９ ２６．８ ８ 級

４ 級 ２８ ３９．５ ９ 級

５ 級 １１ １５．５ 計 ７１ １００

令 和 ５ 年１２月 １ 日 現 在

１ 級 ５ ７．０ ６ 級 １ １．４

２ 級 ７ ９．９ ７ 級 ５ ７．０

３ 級 １３ １８．３ ８ 級

４ 級 ２８ ３９．５ ９ 級

５ 級 １２ １６．９ 計 ７１ １００

区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級

（級別の基準となる職務）
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企 業 職
主 事

技 師

主 事

技 師

主 査

主 任

主 幹
副 主 幹
主 査

課 長 補 佐

主 幹
課 長 課 長 次 長 理 事

区 分 企 業 職

職 員 数 （Ａ）（人） ７１

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）（人） ６０

本

年

度

１ 号 給（人） ３

２ 号 給（人）

３ 号 給（人）

号 給 数 別 内 訳
４ 号 給（人） ３５

５ 号 給（人） ２０

６ 号 給（人） ２

７ 号 給（人）

⑷ 昇 給
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８号給以上（人）

比 率 （Ｂ）／（Ａ）（％） ８４．５

職 員 数 （Ａ）（人） ７１

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）（人） ６２

前

年

度

１ 号 給（人） ３

２ 号 給（人）

３ 号 給（人） ３

号 給 数 別 内 訳 ４ 号 給（人） ２７

５ 号 給（人） ２３

６ 号 給（人） ６

７ 号 給（人）

８号給以上（人）

比 率 （Ｂ）／（Ａ）（％） ８７．３
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区 分 企 業 職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率（％） １．４

支 給 対 象 職 員 の 比 率（％）
（令和７年２月１日現在） ７０．５

支給対象職員１人当たり平均支給月額（円） ８，３３２

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 特殊現場作業手当、危険作業手当、ダム業務手当、用地交渉手当

区 分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計

（月分）

職制上の段階、職務の

級等による加算措置
備 考

６ 月（月分） １２ 月（月分）

本 年 度 （１．２００） （１．２００） （２．４０） 有２．３００ ２．３００ ４．６０

前 年 度 （１．１７５） （１．１７５） （２．３５） 有２．２５０ ２．２５０ ４．５０

一般会計の制度 （１．２００） （１．２００） （２．４０） 有２．３００ ２．３００ ４．６０

⑸ 特 殊 勤 務 手 当

⑹ 期末手当・奨励手当

（注）（ ）は、再任用職員分

⑺ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当



（ 130 ）

区 分 ２０年勤続の者
（月分）

２５年勤続の者
（月分）

３５年勤続の者
（月分）

最 高 限 度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等 備 考

支 給 率 等 ２４．５８６８７５ ３３．２７０７５ ４７．７０９ ４７．７０９

一般会計の制度
（支給率等） ２４．５８６８７５ ３３．２７０７５ ４７．７０９ ４７．７０９

区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同 じ ―――

住 居 手 当 同 じ ―――

通 勤 手 当 同 じ ―――

⑻ そ の 他 の 手 当
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事 項 限 度 額

千円

前年度末までの支払義務発生
（見込）額 当該年度以降の支払義務発生予定額 左の財源内訳

期 間 金 額

千円

期 間 金 額

千円

企 業 債 及 び
損益勘定留保資金等

千円
芹川第一発電所リニューアル事業
（水車発電機他更新工事等） ２，２６０，６３１ 令和２年度から

令和６年度まで ２３２，３８９ 令和７年度から
令和１０年度まで ２，０２８，２４２ ２，０２８，２４２

芹川第一発電所リニューアル事業
（水圧管路他更新工事） ４，７１６，２４０ 令和５年度から

令和６年度まで ７１０，７２９ 令和７年度から
令和１１年度まで ４，００５，５１１ ４，００５，５１１

芹川第一発電所リニューアル事業 １３２，０００ 令和６年度 令和７年度から
令和１１年度まで １３２，０００ １３２，０００

芹川第一発電所リニューアル事業 １７６，０００ 令和７年度から
令和９年度まで １７６，０００ １７６，０００

（別表４）

債務負担行為に関する調書



（ 132 ）

芹川第二発電所リニューアル事業
（水車発電機他更新工事等） ２，２３９，９８７ 令和２年度から

令和６年度まで １７４，７３４ 令和７年度から
令和１０年度まで ２，０６５，２５３ ２，０６５，２５３

芹川第二発電所リニューアル事業
（水圧管路他更新工事） ３，０８２，４２０ 令和４年度から

令和６年度まで １，６００，５００ 令和７年度から
令和１０年度まで １，４８１，９２０ １，４８１，９２０

芹川第二発電所リニューアル事業 １１０，０００ 令和６年度 令和７年度から
令和１０年度まで １１０，０００ １１０，０００

芹川第二発電所リニューアル事業 １７６，０００ 令和７年度から
令和９年度まで １７６，０００ １７６，０００

桑原発電所リニューアル事業
（水車発電機他更新工事） １，７６０，０００ 令和５年度から

令和６年度まで
令和７年度から
令和１１年度まで １，７６０，０００ １，７６０，０００

桑原発電所リニューアル事業 ３３０，０００ 令和６年度 令和７年度から
令和８年度まで ３３０，０００ ３３０，０００

桑原発電所リニューアル事業 ７１，５００ 令和７年度から
令和８年度まで ７１，５００ ７１，５００
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桑原発電所リニューアル事業 ２２，０００ 令和７年度から
令和１１年度まで ２２，０００ ２２，０００

芹川線鉄塔改良工事（第一工区） ５３７，２７３ 令和６年度 令和７年度から
令和８年度まで ５３７，２７３ ５３７，２７３

発電所集中監視制御機器更新工事 １，９８０，０００ 令和６年度 令和７年度から
令和１１年度まで １，９８０，０００ １，９８０，０００

大野川発電所 三重川３号水路橋補修詳細設
計業務委託 ４，７７８ 令和７年度から

令和８年度まで ４，７７８ ４，７７８

大野川発電所 三重川４号水路橋補修詳細設
計業務委託 ５，１７５ 令和７年度から

令和８年度まで ５，１７５ ５，１７５

芹川第三発電所 長湯取水堰起伏ゲート他修
繕工事 ６４，１３０ 令和７年度から

令和８年度まで ６４，１３０ ６４，１３０

芹川第三発電所 今畑№１，４ポンプオーバー
ホール工事 ４４，８５９ 令和７年度から

令和８年度まで ４４，８５９ ４４，８５９
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別府発電所 小挾間川法面調査設計委託 ６，０６３ 令和７年度から
令和８年度まで ６，０６３ ６，０６３

北川ダム 維持放流設備改修設計委託 ３４，９８０ 令和７年度から
令和８年度まで ３４，９８０ ３４，９８０
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令和７年度 大分県電気事業予定貸借対照表

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日 ）
（単位 千円）

１ 固 定 資 産

⑴ 電 気 事 業 固 定 資 産

イ 水 力 発 電 設 備 ３１，４８５，８４１

減 価 償 却 累 計 額 � １６，６２４，９６８ １４，８６０，８７３

ロ 送 電 設 備 ２，７０７，２４１

減 価 償 却 累 計 額 � ９７８，２６１ １，７２８，９８０

ハ 業 務 設 備 ４０３，１８５

減 価 償 却 累 計 額 � １３６，５３３ ２６６，６５２

ニ 太 陽 光 発 電 設 備 ４１８，０４７

減 価 償 却 累 計 額 � ２６４，６６８ １５３，３７９

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 １７，００９，８８４

⑵ 建 設 仮 勘 定

イ 芹川第一発電所リニューアル事業 ３，８６９，４２５

資 産 の 部

（別表５）
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３ 固 定 負 債

⑴ 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

１３，３０３，４５５

ロ 芹川第二発電所リニューアル事業 ２，８４９，４８８

ハ 桑原発電所リニューアル事業 ５１０，９８０

建 設 仮 勘 定 合 計 ７，２２９，８９３

⑶ 事 業 外 固 定 資 産 ８８，５７４

事 業 外 固 定 資 産 合 計 ８８，５７４

⑷ 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 ４，２２３，７８２

ロ そ の 他 投 資 ６，７０８

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 ４，２３０，４９０

固 定 資 産 合 計 ２８，５５８，８４１

２ 流 動 資 産

⑴ 現 金 ・ 預 金 ４，０３５，０９４

⑵ 未 収 金 ７２０，３７６

⑶ 有 価 証 券 ８００，８１４

⑷ 貯 蔵 品 １８，２６３

流 動 資 産 合 計 ５，５７４，５４７

資 産 合 計 ３４，１３３，３８８

負 債 の 部
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企 業 債 合 計 １３，３０３，４５５

⑵ 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 ５７７，１７０

ロ 修 繕 引 当 金 ４５，５２６

ハ 特 別 修 繕 引 当 金 １，７３２，８５９

引 当 金 合 計 ２，３５５，５５５

固 定 負 債 合 計 １５，６５９，０１０

４ 流 動 負 債

⑴ 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債 ４５３，８１４

企 業 債 合 計 ４５３，８１４

⑵ 未 払 金 １，２１１，４１１

⑶ 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 ４０，６９５

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 ５，８９６

引 当 金 合 計 ４６，５９１

⑷ そ の 他 流 動 負 債 １４，１６３

流 動 負 債 合 計 １，７２５，９７９

５ 繰 延 収 益

⑴ 長 期 前 受 金 ６０５，７９５

⑵ 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 � ４７８，４３６

繰 延 収 益 合 計 １２７，３５９

負 債 合 計 １７，５１２，３４８
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６ 資 本 金 １４，７０５，４９９

７ 剰 余 金

⑴ 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金 ５，５１２

ロ 工 事 負 担 金 ５，４５３

資 本 剰 余 金 合 計 １０，９６５

⑵ 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金 ９５８，７３３

ロ 地 域 振 興 積 立 金 ３３０，０００

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ６１５，８４３

利 益 剰 余 金 合 計 １，９０４，５７６

剰 余 金 合 計 １，９１５，５４１

資 本 合 計 １６，６２１，０４０

負 債 資 本 合 計 ３４，１３３，３８８

資 本 の 部
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（別表６）

令和７年度大分県電気事業注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法（固定資産の減損に係る部分を除く）

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券取得価額をもって帳簿価額とする。（ただし、額面金額より高い価額で取得した場合は償却原価法による）

・その他有価証券 直近の取扱残高報告書に基づく時価法

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 移動平均法による原価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法による。

・主な耐用年数

建物 ８～４１年

構築物 １０～５７年

機械及び装置 ６～２２年

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による。

ウ リース資産

リース資産として計上すべきリース取引はない。

⑶ 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金
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職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く

額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末・奨励手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末・奨励手当の支給に係る法定福利費に対して備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上して

いる。

エ 特別修繕引当金

水車発電機のオーバーホールに係る支出に備えるため、前回の定期修繕の実績額を基礎とした支出見込み額のうち、前回の定期修繕の日から当年度

末までの期間に対応する額を計上している。

オ 修繕引当金

固定資産の修繕費用の支出に備えるため、平成２５年度末において修繕準備引当金として計上していた額のうち、特別修繕引当金を除いた額を計上し

ている。

⑷ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税等の会計処理

税抜き方式によっている。

２ 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引はない。

３ 予定貸借対照表等に関する注記

該当事項はない。

４ セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要
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事業区分 事業の内容

水力発電事業 発電事業のうち、水力により発電する事業

太陽光発電事業 発電事業のうち、太陽電池により発電する事業

水力発電事業 太陽光発電事業 合 計

営業収益 ２，９４５，８３３ ４８，０２３ ２，９９３，８５６

営業費用 ２，７５５，７３８ ２５，４１２ ２，７８１，１５０

営業損益 １９０，０９５ ２２，６１１ ２１２，７０６

経常損益 ２０３，８４２ ２２，７８９ ２２６，６３１

セグメント資産 ３３，９８０，００９ １５３，３７９ ３４，１３３，３８８

セグメント負債 １７，５１１，２６２ １，０８６ １７，５１２，３４８

その他の項目

減価償却費 ７４２，３３３ ２１，０２２ ７６３，３５５

特 別 利 益 ３００ ０ ３００

特 別 損 失 ８９８，７９１ ０ ８９８，７９１

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 ２，４８４，３５０ � ２１，０２２ ２，４６３，３２８

（単位：千円）

大分県電気事業会計は、地域開発の一環として発電所を建設し、その発生電力を企業等に供給しており、「水力発電事業」「太陽光発電事業」の２

つを報告セグメントとしている。

報告セグメントの事業内容及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

５ 減損損失に関する注記
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１年内 ５，４９８千円

１年超 １３，３７０千円

計 １８，８６８千円

該当事項はない。

６ リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴ 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項

・当該年度末日における未経過リース料相当額

７ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

８ その他の注記

⑴ 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として５０，３７２千円を支給するため退職給付引当金５０，３７２千円を使用する。

⑵ 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・奨励手当として３３，８７１千円を支給するため賞与引当金３３，８７１千円を使用する。

⑶ 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・奨励手当に係る法定福利費として５，８０３千円を支給するため法定福利費引当金５，８０３千円を使用する。

⑷ 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、修繕工事に使用するため従前の例に則り修繕引当金１４７，８０８千円を使用する。

⑸ 予定貸借対照表について

当年度予定貸借対照表の当年度未処分利益剰余金には、当年度当初予算における資本的収支差額を補てんする必要から当年度中に地域振興積立金の取

崩しを行うため、当該積立金取崩額７０，０００千円を含む。



（ 143 ）

令和６年度 大分県電気事業予定損益計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位 千円）

１ 営 業 収 益

⑴ 電 力 料 ２，５６２，５７６

⑵ 営 業 雑 収 益 ８１，７２２ ２，６４４，２９８

２ 営 業 費 用

⑴ 水 力 発 電 費 ２，００３，５７６

⑵ 送 電 費 １９９，８７６

⑶ 一 般 管 理 費 ３３２，５７８

⑷ 太 陽 光 発 電 費 ２８，９９８ ２，５６５，０２８

営 業 利 益 ７９，２７０

３ 財 務 収 益

⑴ 受 取 利 息 ４９，４００ ４９，４００

４ 事 業 外 収 益

⑴ 長 期 前 受 金 戻 入 ７，１３０

⑵ 雑 収 益 １３，８５３ ２０，９８３

（別表７）
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５ 財 務 費 用

⑴ 支 払 利 息 ９０，１２２ ９０，１２２

６ 事 業 外 費 用

⑴ 雑 損 失 ７，４６０ ７，４６０ � ２７，１９９

経 常 利 益 ５２，０７１

７ 特 別 利 益

⑴ 固 定 資 産 売 却 益 １００

⑵ 過 年 度 損 益 修 正 益 １００

⑶ そ の 他 特 別 利 益 １００ ３００

８ 特 別 損 失

⑴ 固 定 資 産 売 却 損 １００

⑵ 過 年 度 損 益 修 正 損 １００

⑶ そ の 他 特 別 損 失 １０９，７８３ １０９，９８３

９ 予 備 費

⑴ 予 備 費 １０，０００ １０，０００ � １１９，６８３

当 年 度 純 利 益 � ６７，６１２

その他未処分利益剰余金変動額 ４９５，５０６

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ４２７，８９４
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令和６年度 大分県電気事業予定貸借対照表

（ 令 和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 ）
（単位 千円）

１ 固 定 資 産

⑴ 電 気 事 業 固 定 資 産

イ 水 力 発 電 設 備 ２８，８３３，６９２

減 価 償 却 累 計 額 � １５，９８３，７６１ １２，８４９，９３１

ロ 送 電 設 備 ２，６４３，６４１

減 価 償 却 累 計 額 � ９１８，７４７ １，７２４，８９４

ハ 業 務 設 備 ３３０，３４２

減 価 償 却 累 計 額 � ９４，９２１ ２３５，４２１

ニ 太 陽 光 発 電 設 備 ４１８，０４７

減 価 償 却 累 計 額 � ２４３，６４６ １７４，４０１

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 １４，９８４，６４７

⑵ 建 設 仮 勘 定

イ 別府発電所リニューアル事業 ２，３４４，９８３

資 産 の 部

（別表８）
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ロ 芹川第一発電所リニューアル事業 ２，２５６，９８８

ハ 芹川第二発電所リニューアル事業 １，９０７，６１９

ニ 桑原発電所リニューアル事業 ３０３，２３４

建 設 仮 勘 定 合 計 ６，８１２，８２４

⑶ 事 業 外 固 定 資 産 ８８，５７４

事 業 外 固 定 資 産 合 計 ８８，５７４

⑷ 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 ４，０２４，５９６

ロ そ の 他 投 資 ４，２５７

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 ４，０２８，８５３

固 定 資 産 合 計 ２５，９１４，８９８

２ 流 動 資 産

⑴ 現 金 ・ 預 金 ４，７１４，７６８

⑵ 未 収 金 ７７５，２６７

⑶ 有 価 証 券 ８００，８１４

⑷ 貯 蔵 品 １８，２６３

流 動 資 産 合 計 ６，３０９，１１２

資 産 合 計 ３２，２２４，０１０

３ 固 定 負 債

⑴ 企 業 債
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債 １１，０２０，２６９

負 債 の 部
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企 業 債 合 計 １１，０２０，２６９

⑵ 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 ５４５，３８２

ロ 修 繕 引 当 金 １９３，３３４

ハ 特 別 修 繕 引 当 金 １，４９５，２８９

引 当 金 合 計 ２，２３４，００５

固 定 負 債 合 計 １３，２５４，２７４

４ 流 動 負 債

⑴ 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債 ４５３，８１４

企 業 債 合 計 ４５３，８１４

⑵ 未 払 金 ９６３，９４６

⑶ 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 ３３，８７１

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 ５，８０３

引 当 金 合 計 ３９，６７４

⑷ そ の 他 流 動 負 債 １４，１６３

流 動 負 債 合 計 １，４７１，５９７

５ 繰 延 収 益

⑴ 長 期 前 受 金 ６０６，３４５

⑵ 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 � ４７１，３０６

繰 延 収 益 合 計 １３５，０３９

負 債 合 計 １４，８６０，９１０
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６ 資 本 金 １４，７０５，４９９

７ 剰 余 金

⑴ 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金 ５，５１２

ロ 工 事 負 担 金 ５，４５３

資 本 剰 余 金 合 計 １０，９６５

⑵ 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金 ９５８，７３３

ロ 地 域 振 興 積 立 金 ４００，０００

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 １，２８７，９０３

利 益 剰 余 金 合 計 ２，６４６，６３６

剰 余 金 合 計 ２，６５７，６０１

資 本 合 計 １７，３６３，１００

負 債 資 本 合 計 ３２，２２４，０１０

資 本 の 部
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（別表９）

令和６年度大分県電気事業注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法（固定資産の減損に係る部分を除く）

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券取得価額をもって帳簿価額とする。（ただし、額面金額より高い価額で取得した場合は償却原価法による）

・その他有価証券 直近の取扱残高報告書に基づく時価法

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 移動平均法による原価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法による。

・主な耐用年数

建物 ８～４１年

構築物 １０～５７年

機械及び装置 ６～２２年

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による。

ウ リース資産

リース資産として計上すべきリース取引はない。

⑶ 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金
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職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く

額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末・奨励手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末・奨励手当の支給に係る法定福利費に対して備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上して

いる。

エ 特別修繕引当金

水車発電機のオーバーホールに係る支出に備えるため、前回の定期修繕の実績額を基礎とした支出見込み額のうち、前回の定期修繕の日から当年度

末までの期間に対応する額を計上している。

オ 修繕引当金

固定資産の修繕費用の支出に備えるため、平成２５年度末において修繕準備引当金として計上していた額のうち、特別修繕引当金を除いた額を計上し

ている。

⑷ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税等の会計処理

税抜き方式によっている。

２ 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引はない。

３ 予定貸借対照表等に関する注記

該当事項はない。

４ セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要
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事業区分 事業の内容

水力発電事業 発電事業のうち、水力により発電する事業

太陽光発電事業 発電事業のうち、太陽電池により発電する事業

水力発電事業 太陽光発電事業 合 計

営業収益 ２，５９６，２７５ ４８，０２３ ２，６４４，２９８

営業費用 ２，５３６，０３０ ２８，９９８ ２，５６５，０２８

営業損益 ６０，２４５ １９，０２５ ７９，２７０

経常損益 ２３，２２４ １８，８４７ ４２，０７１

セグメント資産 ３２，０４９，６０８ １７４，４０２ ３２，２２４，０１０

セグメント負債 １４，８５９，６４６ １，２６４ １４，８６０，９１０

その他の項目

減価償却費 ６８２，６６９ ２０，０９１ ７０２，７６０

特 別 利 益 ３００ ０ ３００

特 別 損 失 １０９，９８３ ０ １０９，９８３

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 １，６１１，１５３ � ２０，０９１ １，５９１，０６２

（単位：千円）

大分県電気事業会計は、地域開発の一環として発電所を建設し、その発生電力を企業等に供給しており、「水力発電事業」「太陽光発電事業」の２

つを報告セグメントとしている。

報告セグメントの事業内容及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

５ 減損損失に関する注記

該当事項はない。
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１年内 １，２３４千円

１年超 ２，８７９千円

計 ４，１１３千円

６ リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴ 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項

・当該年度末日における未経過リース料相当額

７ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

８ その他の注記

⑴ 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として６４，６８２千円を支給するため退職給付引当金６４，６８２千円を使用する。

⑵ 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・奨励手当として３９，６８０千円を支給するため賞与引当金３９，６８０千円を使用する。

⑶ 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・奨励手当に係る法定福利費として５，１０４千円を支給するため法定福利費引当金５，１０４千円を使用する。

⑷ 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、修繕工事に使用するため従前の例に則り修繕引当金９５，５９２千円を使用する。

⑸ 予定貸借対照表について

当年度予定貸借対照表の当年度未処分利益剰余金には、当年度当初予算における資本的収支差額を補てんする必要から当年度中に地域振興積立金の取

崩しを行うため、当該積立金取崩額５０，０００千円を含む。
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収 入

第 １ 款 工 業 用 水 道 事 業 収 益 ２，４６７，０４１千円

第 １ 項 営 業 収 益 ２，２７３，１６７千円

第 ２ 項 営 業 外 収 益 １９３，５７４千円

第１３号議案

令和７年度 大分県工業用水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和７年度大分県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

１ 給水事業所数 ４６事業所

２ 年間総給水量 ２０５，６３３，７００㎥

３ １日平均給水量 ５６３，３８０㎥

４ 主たる建設計画

⑴ 主配水管日岡・三佐線埋設管路補修工事 ３１４，２１３千円

⑵ 大津留浄水場老朽化対策検討・調査関連事業 ２０６，２６４千円

⑶ 判田浄水場老朽化対策検討・調査関連事業 １３０，１８８千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
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第 ３ 項 特 別 利 益 ３００千円

支 出

第 １ 款 工 業 用 水 道 事 業 費 用 ２，４０６，４２５千円

第 １ 項 営 業 費 用 ２，２８４，３９５千円

第 ２ 項 営 業 外 費 用 ６６，７３０千円

第 ３ 項 特 別 損 失 ３００千円

第 ４ 項 予 備 費 ５５，０００千円

収 入

第 １ 款 資 本 的 収 入 ８３９，５２６千円

第 １ 項 企 業 債 ８１５，０００千円

第 ２ 項 負 担 金 ２４，３８３千円

第 ３ 項 投 資 償 還 金 １４３千円

支 出

第 １ 款 資 本 的 支 出 ８９７，７０６千円

第 １ 項 建 設 改 良 費 ８２６，１７５千円

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金 ６１，５３１千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 ５８，１８０千円は、過年度分損益勘定留保資金

５８，１８０千円で補てんするものとする。）。
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第 ３ 項 予 備 費 １０，０００千円

事 項 期 間

千円

限 度 額

判田浄水場特高変電所高圧盤更新工事
令和７年度から

令和９年度まで
６９３，８５６

判田揚水ポンプ場高圧盤更新工事
令和７年度から

令和９年度まで
５０７，４７４

判田川水管橋塗装工事
令和７年度から

令和８年度まで
１２０，２０５

送水ポンプインバータ更新工事
令和７年度から

令和８年度まで
７１，２８０

家島左岸制水弁電動化工事
令和７年度から

令和８年度まで
４１，２９０

判田特高変電所部品取替工事
令和７年度から

令和８年度まで
１９，５０６

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

大分工業用水道
老朽化対策事業

８１５，０００

証書借入れ又は証券発行
の方法により、財務省財政
融資資金、地方公共団体金
融機構、銀行その他から借
り入れる。
証券発行の場合、発行価

格が額面金額を下回るとき
は、その発行差額をうめる
ため必要な金額をこれに加
算した額とすることができ
る。

年５．０％以内
（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し
後の利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期
間を含め、３０年度間以内に元利均等
又は元金均等の方法により償還す
る。
ただし、事業ごとの償還条件は、
借入先の定めるところ又は発行要綱
による。
なお、財政の都合により、すえ置
き、償還期間中であっても償還年限
を短縮し、若しくは延長し、繰上償
還を行い、又は借り換えることがで
きる。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円 と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

１ 営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
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１ 職 員 給 与 費 ４５０，８６９千円

２ 交 際 費 １１０千円

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、３５，０００千円 と定める。

（添付書類）

１ 令和７年度大分県工業用水道事業会計予算実施計画

２ 令和７年度大分県工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

３ 令和７年度大分県工業用水道事業給与費明細書

４ 債務負担行為に関する調書

５ 令和７年度大分県工業用水道事業予定貸借対照表

６ 令和７年度大分県工業用水道事業注記

７ 令和６年度大分県工業用水道事業予定損益計算書

８ 令和６年度大分県工業用水道事業予定貸借対照表

９ 令和６年度大分県工業用水道事業注記

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

1 工業用水道事業収益 ２，４６７，０４１

１ 営 業 収 益 ２，２７３，１６７

１ 給 水 収 益 ２，２６４，６４１

２ そ の 他 営 業 収 益 ８，５２６

２ 営 業 外 収 益 １９３，５７４

１ 受取利息及び配当金 ３２，１００

（別表１）

令和７年度 大分県工業用水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入



（ 159 ）

２ 長 期 前 受 金 戻 入 １３６，２０１

３ 雑 収 益 ２５，２７３

３ 特 別 利 益 ３００

１ 固 定 資 産 売 却 益 １００

２ 過 年 度 損 益 修 正 益 １００

３ そ の 他 特 別 利 益 １００
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

1 工業用水道事業費用 ２，４０６，４２５

１ 営 業 費 用 ２，２８４，３９５

１ 原 水 及 び 浄 水 費 ９０７，０１８

２ 配 水 及 び 給 水 費 ３７６，９１６

３ 総 係 費 １９１，１５８

４ 減 価 償 却 費 ７８２，７０１

５ 資 産 減 耗 費 ２６，６０２

２ 営 業 外 費 用 ６６，７３０

１ 支払利息及び企業債
取 扱 諸 費 ２，６６５

支 出
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２ 消費税及び地方消費税 ５５，７９９

３ 雑 支 出 ８，２６６

３ 特 別 損 失 ３００

１ 固 定 資 産 売 却 損 １００

２ 過 年 度 損 益 修 正 損 １００

３ そ の 他 特 別 損 失 １００

４ 予 備 費 ５５，０００

１ 予 備 費 ５５，０００
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款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

１ 資 本 的 収 入 ８３９，５２６

１ 企 業 債 ８１５，０００

１ 企 業 債 ８１５，０００

２ 負 担 金 ２４，３８３

１ 大 分 市 負 担 金 ２４，３８３

３ 投 資 償 還 金 １４３

１ 投資有価証券償還金 １４３

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入



（ 163 ）

款 項 目 予 定 額（千円） 備 考

1 資 本 的 支 出 ８９７，７０６

１ 建 設 改 良 費 ８２６，１７５

１ 施 設 改 良 費 ８２６，１７５

２ 企 業 債 償 還 金 ６１，５３１

１ 元 金 償 還 金 ６１，５３１

３ 予 備 費 １０，０００

１ 予 備 費 １０，０００

支 出
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令和７年度 大分県工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位 千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当 年 度 純 利 益 １７，７６５

減 価 償 却 費 ７８２，７０１

退職給付引当金の増減額 ３７，８５２

賞与引当金の増減額 １４３

法定福利費引当金の増減額 � ３７９

修繕引当金の増減額 � １７６，４５０

長 期 前 受 金 戻 入 額 � １３６，２０１

固 定 資 産 の 除 却 損 １，８５６

受取利息及び受取配当金 � ３２，１００

支 払 利 息 ２，６６５

貯 蔵 品 の 増 減 額 � ２２，０００

未 収 金 の 増 減 額 １０２，６５０

未 払 金 の 増 減 額 � ５２１，６１７

小 計 ５６，８８５

利息及び配当金の受取額 ３２，１００

（別表２）
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利 息 の 支 払 額 � ２，６６５

業務活動によるキャッシュ・フロー ８６，３２０

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 � ７６１，０６１

有形固定資産の共有設備持分額による収入 ２２，１６６

有価証券の被償還による収入 １４３

投資活動によるキャッシュ・フロー � ７３８，７５２

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 ８１５，０００

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 � ６１，５３１

財務活動によるキャッシュ・フロー ７５３，４６９

資金に係る換算差額

資金増加額（又は減少額） １０１，０３７

資金期首残高 ２，９６７，０２６

資金期末残高 ３，０６８，０６３
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区 分

職 員 数 給 与 費 法 定

福 利 費
（千円）

合 計

（千円）
特 別 職
（人）

一 般 職
（人）

報 酬
（千円）

給 料
（千円）

職員手当等
（千円）

計
（千円）

本

年

度

損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

４８ １９１，７７０ １９０，７１４ ３８２，４８４ ６８，３８５ ４５０，８６９
（９） （２１，０１９） （７，８５４） （２８，８７３） （２，９５４） （３１，８２７）

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

合 計
（うち会計年度任用職員）

４８ １９１，７７０ １９０，７１４ ３８２，４８４ ６８，３８５ ４５０，８６９
（９） （２１，０１９） （７，８５４） （２８，８７３） （２，９５４） （３１，８２７）

前

年

度

損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

４８ １９７，０７９ １８２，３８８ ３７９，４６７ ６２，８０９ ４４２，２７６
（９） （２１，０１９） （７，８５４） （２８，８７３） （２，９５４） （３１，８２７）

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

合 計
（うち会計年度任用職員）

４８ １９７，０７９ １８２，３８８ ３７９，４６７ ６２，８０９ ４４２，２７６
（９） （２１，０１９） （７，８５４） （２８，８７３） （２，９５４） （３１，８２７）

比 損益勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

０ � ５，３０９ ８，３２６ ３，０１７ ５，５７６ ８，５９３
（０） （０） （０） （０） （０） （０）

１ 総 括

（別表３）

令和７年度 大分県工業用水道事業給与費明細書
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職
員
手
当
等
の
内
訳

区 分
管 理 職
手 当
（千円）

扶 養
手 当
（千円）

住 居
手 当
（千円）

通 勤
手 当
（千円）

単身赴任
手 当
（千円）

特殊現場
作業手当
（千円）

危険作業
手 当
（千円）

用地交渉
手 当
（千円）

時 間 外
勤務手当
（千円）

休日勤務
手 当
（千円）

夜間勤務
手 当
（千円）

管理職員特
別勤務手当
（ 千 円 ）

期 末 ・
奨励手当
（千円）

退 職
給 付 費
（千円）

本年度
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

５，３８７ ５，３３４ ３，４０３ ４，７２７ ２７６ １，５１４ ３４１ ５０ １３，５０１ ４，２３８ ２，７６０ １３２ ７４，８１６ ７４，２３５
（９００） （１９９） （６，７５５）

前年度
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

５，３８７ ５，２３９ ３，７３９ ４，２３６ ０ １，３７２ ２２１ ０ １４，０８７ ２，４２１ ２，４６２ ２９ ７１，７０９ ７１，４８６
（９００） （１９９） （６，７５５）

比 較
�
�
うち会計年
度任用職員

�
�

０ ９５� ３３６ ４９１ ２７６ １４２ １２０ ５０� ５８６ １，８１７ ２９８ １０３ ３，１０７ ２，７４９
（０） （０） （０）

較

資本勘定支弁職員
（うち会計年度任用職員）

合 計
（うち会計年度任用職員）

０ � ５，３０９ ８，３２６ ３，０１７ ５，５７６ ８，５９３
（０） （０） （０） （０） （０） （０）

区 分 増 減 額
（千円）

増 減 事 由 別 内 訳
（千円）

説 明 備 考

給 料 � ５，３０９
昇 給 に 伴 う 増 加 分 ２，１０６

そ の 他 の 増 減 分 � ７，４１５ 職員の年齢構成の変動等に伴う減少分

職員手当等 ８，３２６
制度改正に伴う増加分 ５，５７７ 期末・奨励支給月数改定及び給与改定に

伴う増加分

そ の 他 の 増 減 分 ２，７４９ 退職給付金費の増加分

２ 給料及び職員手当等の増減額の明細
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区 分 企 業 職

令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日 現 在

平 均 給 料 月 額 （円） ３４２，４６７

平 均 給 与 月 額 （円） ４０７，５１５

平 均 年 齢 （歳） ４１

令 和 ５ 年 １２ 月 １ 日 現 在

平 均 給 料 月 額 （円） ３２５，２１７

平 均 給 与 月 額 （円） ４０５，２６３

平 均 年 齢 （歳） ４２

区 分 企 業 職 （円）
一 般 会 計 の 制 度

行 政 職 （円）

高 校 卒 １９５，２００ １９５，２００

（注）「増減額」欄の金額は、６年度補正予算額との対比

３ 給料及び職員手当等の状況
⑴ 職員１人当たり給与

⑵ 初 任 給
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区 分
企 業 職

級 職 員 数（人） 構 成 比（％） 級 職 員 数（人） 構 成 比（％）

令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日 現 在

１ 級 ３ ７．７ ６ 級 １ ２．６

２ 級 ６ １５．４ ７ 級 ３ ７．７

３ 級 ８ ２０．５ ８ 級

４ 級 ４ １０．２ ９ 級 １ ２．６

５ 級 １３ ３３．３ 計 ３９ １００

１ 級 ２ ５．１ ６ 級 ２ ５．１

２ 級 ４ １０．３ ７ 級 ２ ５．１

令 和 ５ 年１２月 １ 日 現 在 ３ 級 １０ ２５．６ ８ 級

４ 級 ７ １８．０ ９ 級

大 学 卒 ２２６，４００ ２２６，４００

⑶ 級 別 職 員 数
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区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級

企 業 職
主 事

技 師

主 事

技 師

主 査

主 任

主 幹
副 主 幹
主 査

課 長 補 佐

主 幹
課 長 課 長 次 長 理 事

区 分 企 業 職

職 員 数 （Ａ）（人） ３９

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）（人） ３７

１ 号 給（人） ３

本
２ 号 給（人）

３ 号 給（人）

年 ４ 号 給（人） １４

５ 級 １２ ３０．８ 計 ３９ １００

（級別の基準となる職務）

⑷ 昇 給
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号 給 数 別 内 訳 ５ 号 給（人） １８

６ 号 給（人） ２

度 ７ 号 給（人）

８号給以上（人）

比 率 （Ｂ）／（Ａ）（％） ９４．９

職 員 数 （Ａ）（人） ３９

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）（人） ３７

前

年

１ 号 給（人）

２ 号 給（人） １

３ 号 給（人） １

号 給 数 別 内 訳 ４ 号 給（人） ２０

５ 号 給（人） １４

６ 号 給（人） １
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区 分 企 業 職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率（％） ０．６

支 給 対 象 職 員 の 比 率（％）
（令和７年２月１日現在） ５５．０

支給対象職員１人当たり平均支給月額（円） ６，８７９

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 特殊現場作業手当、危険作業手当、用地交渉手当

区 分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計

（月分）

職制上の段階、職務の

級等による加算措置
備 考

６ 月（月分） １２ 月（月分）

本 年 度 （１．２００） （１．２００） （２．４０） 有２．３００ ２．３００ ４．６０

度 ７ 号 給（人）

８号給以上（人）

比 率 （Ｂ）／（Ａ）（％） ９４．９

⑸ 特 殊 勤 務 手 当

⑹ 期末手当・奨励手当
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区 分 ２０年勤続の者
（月分）

２５年勤続の者
（月分）

３５年勤続の者
（月分）

最 高 限 度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等 備 考

支 給 率 等 ２４．５８６８７５ ３３．２７０７５ ４７．７０９ ４７．７０９

一般会計の制度
（支給率等） ２４．５８６８７５ ３３．２７０７５ ４７．７０９ ４７．７０９

区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同 じ ―――

住 居 手 当 同 じ ―――

通 勤 手 当 同 じ ―――

前 年 度 （１．１７５） （１．１７５） （２．３５） 有２．２５０ ２．２５０ ４．５０

一般会計の制度 （１．２００） （１．２００） （２．４０） 有２．３００ ２．３００ ４．６０

（注）（ ）は、再任用職員分

⑺ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

⑻ そ の 他 の 手 当
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事 項 限 度 額

千円

前年度末までの支払義務発生
（見込）額 当該年度以降の支払義務発生予定額 左の財源内訳

千円

期 間 金 額

千円

期 間 金 額

千円

企 業 債 及 び
損益勘定留保資金等

判田汚泥処理棟脱水機更新事業 ２，５６２，２７４ 令和５年度から
令和６年度まで

令和７年度から
令和９年度まで ２，５６２，２７４ ２，５６２，２７４

判田浄水場特高変電所高圧盤更新工事 ６９３，８５６ 令和７年度から
令和９年度まで ６９３，８５６ ６９３，８５６

判田揚水ポンプ場高圧盤更新工事 ５０７，４７４ 令和７年度から
令和９年度まで ５０７，４７４ ５０７，４７４

監視制御装置機器取替工事 ３６１，８５５ 令和６年度 令和７年度から
令和８年度まで ３６１，８５５ ３６１，８５５

（別表４）

債務負担行為に関する調書
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判田汚泥処理棟受変電設備更新工事 ２１３，０１０ 令和６年度 令和７年度から
令和９年度まで ２１３，０１０ ２１３，０１０

判田川水管橋塗装工事 １２０，２０５ 令和７年度から
令和８年度まで １２０，２０５ １２０，２０５

送水ポンプインバータ更新工事 ７１，２８０ 令和７年度から
令和８年度まで ７１，２８０ ７１，２８０

家島左岸制水弁電動化工事 ４１，２９０ 令和７年度から
令和８年度まで ４１，２９０ ４１，２９０

判田特高変電所部品取替工事 １９，５０６ 令和７年度から
令和８年度まで １９，５０６ １９，５０６
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令和７年度 大分県工業用水道事業予定貸借対照表

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日 ）
（単位 千円）

１ 固 定 資 産

⑴ 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 ９０６，６８２

ロ 建 物 ２，３７６，３８４

建 物 減 価 償 却 累 計 額 � １，２０１，１４９ １，１７５，２３５

ハ 構 築 物 ２３，８７７，０３６

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 � １５，４１６，３６０ ８，４６０，６７６

ニ 機 械 及 び 装 置 １１，８５５，０９０

機械及び装置減価償却累計額 � ７，５６０，１６０ ４，２９４，９３０

ホ 車 両 運 搬 具 １７，２８６

車両運搬具減価償却累計額 � １３，２８８ ３，９９８

ヘ 船 舶 １１０

船 舶 減 価 償 却 累 計 額 � １０５ ５

資 産 の 部

（別表５）



（ 177 ）

ト 工 具 、 器 具 及 び 諸 備 品 ７２，０１０
工具、器具及び諸備品減価償却累
計額 � ４８，５０４ ２３，５０６

有 形 固 定 資 産 合 計 １４，８６５，０３２

⑵ 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 ６１，２３４

ロ 電 話 加 入 権 １６

ハ 水 利 権 ７０４

無 形 固 定 資 産 合 計 ６１，９５４

⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 ３，４２２，９７７

ロ そ の 他 投 資 ８８３，０００

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 ４，３０５，９７７

固 定 資 産 合 計 １９，２３２，９６３

２ 流 動 資 産

⑴ 現 金 ・ 預 金 ３，０６８，０６３

⑵ 未 収 金 ２６１，５２９

⑶ 有 価 証 券 １，２００，１４４

⑷ 貯 蔵 品 ２１６，４４３

⑸ 前 払 費 用 ２６５

⑹ 前 払 金 ６２４，４８１

流 動 資 産 合 計 ５，３７０，９２５

資 産 合 計 ２４，６０３，８８８
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３ 固 定 負 債

⑴ 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債 ８７８，０７６

企 業 債 合 計 ８７８，０７６

⑵ 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 ４１４，１４３

ロ 修 繕 引 当 金 ８３８，０００

引 当 金 合 計 １，２５２，１４３

固 定 負 債 合 計 ２，１３０，２１９

４ 流 動 負 債

⑴ 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債 ３６，３０９

企 業 債 合 計 ３６，３０９

⑵ 未 払 金 ４７８，３９９

⑶ 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 ２１，４７７

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 ３，１８５

引 当 金 合 計 ２４，６６２

⑷ そ の 他 流 動 負 債 ２６，１８０

負 債 の 部
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流 動 負 債 合 計 ５６５，５５０

５ 繰 延 収 益

⑴ 長 期 前 受 金 ９，８３０，２５９

⑵ 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 � ７，４４０，０８１

繰 延 収 益 合 計 ２，３９０，１７８

負 債 合 計 ５，０８５，９４７

６ 資 本 金 １５，７０４，８９６

７ 剰 余 金

⑴ 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 ２２，４３４

ロ 補 助 金 １０９，９５６

ハ 工 事 負 担 金 １２４，５１３

資 本 剰 余 金 合 計 ２５６，９０３

⑵ 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金 ７５，０００

ロ 水 源 開 発 積 立 金 ８４３，０００

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ２，６３８，１４２

利 益 剰 余 金 合 計 ３，５５６，１４２

剰 余 金 合 計 ３，８１３，０４５

資 本 合 計 １９，５１７，９４１

資 本 の 部
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負 債 資 本 合 計 ２４，６０３，８８８
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（別表６）

令和７年度大分県工業用水道事業注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法（固定資産の減損に係る部分を除く）

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券取得価額をもって帳簿価額とする。（ただし、額面金額より高い価額で取得した場合は償却原価法による）

・その他有価証券 直近の取扱残高報告書に基づく時価法

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 移動平均法による原価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法による。

・主な耐用年数

建物 ７～３８年

構築物 １０～５８年

機械及び装置 ６～２０年

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による。

ウ リース資産

リース資産として計上すべきリース取引はない。

⑶ 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金
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職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く

額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末・奨励手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末・奨励手当の支給に係る法定福利費に対して備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上して

いる。

エ 修繕引当金

固定資産の修繕費用の支出に備えるため、平成２５年度末において修繕準備引当金として計上していた額を計上している。

⑷ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税等の会計処理

税抜き方式によっている。

２ 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引はない。

３ 予定貸借対照表等に関する注記

該当事項はない。

４ セグメント情報に関する注記

工業用水道事業は、報告セグメントが単一であるため、記載を省略している。

５ 減損損失に関する注記

該当事項はない。

６ リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴ 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項
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１年内 ２，８９６千円

１年超 ７，０２３千円

計 ９，９１９千円

・当該年度末日における未経過リース料相当額

７ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

８ その他の注記

⑴ 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として３６，３８３千円を支給するため退職給付引当金３６，３８３千円を使用する。

⑵ 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・奨励手当として２１，３３４千円を支給するため賞与引当金２１，３３４千円を使用する。

⑶ 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・奨励手当に係る法定福利費として３，５６４千円を支給するため法定福利費引当金３，５６４千円を使用する。

⑷ 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、修繕工事に使用するため従前の例に則り修繕引当金１３２，０５６千円を使用する。
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令和６年度 大分県工業用水道事業予定損益計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位 千円）

１ 営 業 収 益

⑴ 給 水 収 益 ２，０５８，７６５

⑵ そ の 他 営 業 収 益 ８，７０８ ２，０６７，４７３

２ 営 業 費 用

⑴ 原 水 及 び 浄 水 費 ７０３，２６４

⑵ 配 水 及 び 給 水 費 ５１６，９９７

⑶ 総 係 費 １７９，２０３

⑷ 減 価 償 却 費 ７４０，０４７

⑸ 資 産 減 耗 費 ２６，６８０ ２，１６６，１９１

営 業 損 失 ９８，７１８

３ 営 業 外 収 益

⑴ 受 取 利 息 及 び 配 当 金 ３２，１００

⑵ 長 期 前 受 金 戻 入 １４３，８５２

⑶ 雑 収 益 １４，８６５ １９０，８１７

（別表７）
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４ 営 業 外 費 用

⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 ４，１８３

⑵ 雑 支 出 ７，９１４ １２，０９７ １７８，７２０

経 常 利 益 ８０，００２

５ 特 別 利 益

⑴ 固 定 資 産 売 却 益 １００

⑵ 過 年 度 損 益 修 正 益 １００

⑶ そ の 他 特 別 利 益 １００ ３００

６ 特 別 損 失

⑴ 固 定 資 産 売 却 損 １００

⑵ 過 年 度 損 益 修 正 損 １００

⑶ そ の 他 特 別 損 失 ６８，５８６ ６８，７８６

７ 予 備 費

⑴ 予 備 費 ５５，０００ ５５，０００ � １２３，４８６

当 年 度 純 利 益 � ４３，４８４

その他未処分利益剰余金変動額 ２，６６３，８６１

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ２，６２０，３７７



（ 186 ）

令和６年度 大分県工業用水道事業予定貸借対照表

（ 令 和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 ）
（単位 千円）

１ 固 定 資 産

⑴ 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 ９０６，６８２

ロ 建 物 ２，３６８，２１９

建 物 減 価 償 却 累 計 額 � １，１５４，９４９ １，２１３，２７０

ハ 構 築 物 ２３，５８０，１９８

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 � １５，０５６，９１９ ８，５２３，２７９

ニ 機 械 及 び 装 置 １１，４４９，２１６

機械及び装置減価償却累計額 � ７，２２３，４７３ ４，２２５，７４３

ホ 車 両 運 搬 具 １５，７２６

車両運搬具減価償却累計額 � １２，２６７ ３，４５９

ヘ 船 舶 １１０

船 舶 減 価 償 却 累 計 額 � １０５ ５

資 産 の 部

（別表８）



（ 187 ）

ト 工 具 、 器 具 及 び 諸 備 品 ６７，６４８
工具、器具及び諸備品減価償却累
計額 � ４１，４０５ ２６，２４３

有 形 固 定 資 産 合 計 １４，８９８，６８１

⑵ 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 ７３，００６

ロ 電 話 加 入 権 １６

ハ 水 利 権 ９４５

無 形 固 定 資 産 合 計 ７３，９６７

⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 ３，４２３，１２０

ロ そ の 他 投 資 ８８３，０００

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 ４，３０６，１２０

固 定 資 産 合 計 １９，２７８，７６８

２ 流 動 資 産

⑴ 現 金 ・ 預 金 ２，９６７，０２６

⑵ 未 収 金 ３６４，１７９

⑶ 有 価 証 券 １，２００，１４４

⑷ 貯 蔵 品 １９４，４４３

⑸ 前 払 費 用 ２６５

⑹ 前 払 金 ６２４，４８１

流 動 資 産 合 計 ５，３５０，５３８

資 産 合 計 ２４，６２９，３０６



（ 188 ）

３ 固 定 負 債

⑴ 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債 ９９，３８５

企 業 債 合 計 ９９，３８５

⑵ 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 ３７６，２９１

ロ 修 繕 引 当 金 ９７０，０５６

引 当 金 合 計 １，３４６，３４７

固 定 負 債 合 計 １，４４５，７３２

４ 流 動 負 債

⑴ 企 業 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債 ６１，５３１

企 業 債 合 計 ６１，５３１

⑵ 未 払 金 １，０００，０１６

⑶ 引 当 金

イ 修 繕 引 当 金 ４４，３９４

ロ 賞 与 引 当 金 ２１，３３４

ハ 法 定 福 利 費 引 当 金 ３，５６４

引 当 金 合 計 ６９，２９２

⑷ そ の 他 流 動 負 債 ２６，１８０

負 債 の 部
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６ 資 本 金 １５，７０４，８９６

７ 剰 余 金

⑴ 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 ２２，４３４

ロ 補 助 金 １０９，９５６

ハ 工 事 負 担 金 １２４，５１３

資 本 剰 余 金 合 計 ２５６，９０３

⑵ 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金 ７５，０００

ロ 水 源 開 発 積 立 金 ８４３，０００

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ２，６２０，３７７

利 益 剰 余 金 合 計 ３，５３８，３７７

剰 余 金 合 計 ３，７９５，２８０

資 本 合 計 １９，５００，１７６

負 債 資 本 合 計 ２４，６２９，３０６

流 動 負 債 合 計 １，１５７，０１９

５ 繰 延 収 益

⑴ 長 期 前 受 金 ９，８４０，０１７

⑵ 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 � ７，３１３，６３８

繰 延 収 益 合 計 ２，５２６，３７９

負 債 合 計 ５，１２９，１３０

資 本 の 部
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（別表９）

令和６年度大分県工業用水道事業注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法（固定資産の減損に係る部分を除く）

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券取得価額をもって帳簿価額とする。（ただし、額面金額より高い価額で取得した場合は償却原価法による）

・その他有価証券 直近の取扱残高報告書に基づく時価法

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 移動平均法による原価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法による。

・主な耐用年数

建物 ７～３８年

構築物 １０～５８年

機械及び装置 ６～２０年

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による。

ウ リース資産

リース資産として計上すべきリース取引はない。

⑶ 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金
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職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く

額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末・奨励手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末・奨励手当の支給に係る法定福利費に対して備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上して

いる。

エ 修繕引当金

固定資産の修繕費用の支出に備えるため、平成２５年度末において修繕準備引当金として計上していた額を計上している。

⑷ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税等の会計処理

税抜き方式によっている。

２ 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引はない。

３ 予定貸借対照表等に関する注記

該当事項はない。

４ セグメント情報に関する注記

工業用水道事業は、報告セグメントが単一であるため、記載を省略している。

５ 減損損失に関する注記

該当事項はない。

６ リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴ 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項
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１年内 ６６５千円

１年超 １，５５１千円

計 ２，２１６千円

・当該年度末日における未経過リース料相当額

７ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

８ その他の注記

⑴ 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として５６，５２８千円を支給するため退職給付引当金５６，５２８千円を使用する。

⑵ 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・奨励手当として２１，７４８千円を支給するため賞与引当金２１，７４８千円を使用する。

⑶ 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・奨励手当に係る法定福利費として３，７３６千円を支給するため法定福利費引当金３，７３６千円を使用する。

⑷ 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、修繕工事に使用するため従前の例に則り修繕引当金５５，９８５千円を使用する。
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第
十
四
号
議
案

包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

契
約
の
目
的

包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
及
び
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告

二

契
約
の
始
期

令
和
七
年
四
月
一
日

三

契
約
の
金
額

千
四
百
十
四
万
六
千
円
を
上
限
と
す
る
額

四

契
約
の
相
手
方

大
分
市
大
字
賀
来
二
千
八
百
二
番
地

公
認
会
計
士

栗

林

栄

太

理

由

地
方
自
治
法
第
二
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
の
趣
旨
を
達
成
す
る
た
め
、
包
括
外
部
監
査
契

約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
提
出
す
る
。
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第
十
五
号
議
案

大
分
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
部
等
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
分
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。五

情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項

第
六
条
第
二
項
第
五
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理

由

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
政
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
事
務

を
総
務
部
に
移
管
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。
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第
十
六
号
議
案

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
つ
い
て

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
大
分
県
税
条
例
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

一

大
分
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
三
十
八
条
の
十
一
第
一
項

二

大
分
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
七
十
四
号
）
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十

六
条

三

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
七
十
一
号
）
第
三
十
一
条
の
二

四

大
分
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項

五

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
四
十
七
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

六

大
分
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十
五
条
及
び
第
十
六

条
七

拡
声
機
の
使
用
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第

九
条
第
一
項

八

大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
第
七
十
一

条
か
ら
第
七
十
三
条
ま
で

九

大
分
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
第
三
十
六
条

十

大
分
県
土
砂
等
の
堆
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第

二
十
九
条

十
一

大
分
県
統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条

十
二

大
分
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条

十
三

大
分
県
行
政
不
服
審
査
会
条
例
（
平
成
二
十
七
年
大
分
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
十
二
条

十
四

大
分
県
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
三
十
二
号
）
附
則
第
五
項
及
び

第
六
項

十
五

大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
四
十

号
）
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で

（
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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第
二
条

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、
「
処
せ
ら
れ
又
は
」
を
「
処
せ
ら
れ
若
し
く
は
」

に
、
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」

に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
外
」
を
「
ほ
か
、
」
に
、
「
前
項
」
を

「
前
号
」
に
、
「
但
し
前
号
」
を
「
た
だ
し
同
号
」
に
、
「
つ
い
て
前
号
」
を
「
つ
い
て
同
号
」
に
、

「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
五
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
禁
錮
以
上
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

こ

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
十
七
条
第
四
項

中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁

錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

こ

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

大
分
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ

第
十
二
条
第
二
号
中
「
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条

浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
大
分
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
砂
防
指
定
地
及
び
砂
防
設
備
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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第
九
条

大
分
県
砂
防
指
定
地
及
び
砂
防
設
備
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
大
分
県
条
例
第
二
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ

第
二
十
二
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め

る
。

（
大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
条

大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
及
び
第
四
十
一
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例

第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
ロ
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
、
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の
規
定
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罰
則
に
定
め
る
刑
に
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い

う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
「
懲
役
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
以
下
「
旧

拘
留
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
う
ち
懲
役
又
は
禁
錮
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
刑
と
長
期

及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
と
、
旧
拘
留
は
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
拘
留
と
す
る
。

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は

無
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処

せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

５

刑
法
等
一
部
改
正
法
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
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す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並
び
に
こ
の
条
例
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
刑
法
等
一
部
改
正
法

等
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ

き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条

第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
七
条
第
四
項

並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定

め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

６

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る

罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十

二
条
の
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

７

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
規

則
で
定
め
る
。

理

由

刑
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
懲
役
及
び
禁
錮
が
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
拘
禁
刑
が
創
設
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
提
出
す
る
。
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第
十
七
号
議
案

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
翌
年
度
」
を
「
翌
々
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
六
年
度
」
を
「
令
和
十
四
年
度
又
は
令
和
十
五

年
度
」
に
、
「
当
該
年
度
」
を
「
令
和
十
五
年
度
」
に
改
め
、
「
ま
で
に
」
の
下
に
「
当
該
交
付
に
係
る
最

初
の
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
の
建
築
士
法
関
係
事
務
の
部
中
「
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
及
び
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二

三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
宅
地
建
物
取
引
業
法
関
係
事
務
の
部
中

三
三
、
〇
〇
〇
円

情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る

法
律
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法

に
よ
り
申
請
を
す

る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
六
、
五
〇

〇
円
と
す
る
。

三
三
、
〇
〇
〇
円

「

「

を

」

」

に
改
め
、
同
表
の
自
動
車
保
管
場
所
関
係
事
務
の
部
中
「
。
以
下
こ
の
部
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を

削
り
、
同
部
の
保
管
場
所
標
章
交
付
手
数
料
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理

由

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
改
正
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に
伴
い
保
管
場
所
標
章
交
付
手
数
料
の
廃
止
等
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
及
び
有
害
鳥
獣
捕
獲
に
従
事
す
る

狩
猟
者
を
確
保
す
る
た
め
狩
猟
免
許
関
係
事
務
に
係
る
手
数
料
の
特
例
に
係
る
適
用
期
間
の
延
長
等
を
行

い
た
い
の
で
提
出
す
る
。
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第
十
八
号
議
案

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
大
分
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
十
三
の
項
の
事
務
の
欄
の
第
二
号
中
「
条
件
」
を
「
必
要
な
条
件
」
に
改
め
、
同
欄
の
第

六
号
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
七
項
」
に
、
「
条
件
」
を
「
必
要
な
条
件
」
に
改
め
、
同
欄
の

第
十
五
号
中
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
の
第
十
六
号
と

し
、
同
欄
の
第
十
四
号
中
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
の

第
十
五
号
と
し
、
同
欄
の
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
違
反
転
用
者
等
が
期
限
ま
で
に
正
当
な
理
由
が
な
く

て
原
状
回
復
等
の
措
置
に
係
る
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
に
、
そ
の
旨
及
び
当
該
命
令
に
係
る
土
地

の
地
番
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理

由

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が

あ
り
、
及
び
同
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
い

の
で
提
出
す
る
。
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第
十
九
号
議
案

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
及
び
第
五
条
第
一
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
五
項
中
「
（
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る

も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
三
号
給
）
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
五
十
五

歳
（
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
五
十
七
歳
）
に
達
し
た
日
以
降
直
近
の
三

月
三
十
一
日
を
超
え
て
在
職
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

五
十
五
歳
（
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
五
十
七
歳
）
に
達
し
た
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
超
え
て
在
職
す
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

二

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以

外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

第
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
扶
養
手
当
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一

項
た
だ
し
書
中
「
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
」
を
「
次
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
」
に
、
「
以

下
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
父
母
等
」
に
改
め
、

「
（
以
下
「
行
政
職
九
級
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
第

一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
三

項
中
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
」
を
「
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て

「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
三
千
円
、
扶
養
親
族
た
る
父
母
等
」

に
改
め
、
「
（
以
下
「
行
政
職
八
級
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
、
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
」
を
削
り
、
同
条
第

四
項
中
「
（
以
下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
特
定
期
間
に
」
を
「
当
該
期
間
に
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給
額
の
改
定
そ
の
他
扶
養
手

当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。
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第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条

削
除

第
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
中
「
百
分
の
十
五
」
を
「
百
分
の
十
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
百
分
の
十
二
」
を
「
百
分
の
八
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
四
」
に
改

め
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
る
。

第
十
三
条
の
四
第
一
項
本
文
中
「
一
年
以
上
」
を
「
六
箇
月
を
超
え
て
」
に
改
め
、
「
（
以
下
」
の
下

に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
）
が
当
該
異
動
等
」
を
「
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
異
動
等
後
の

支
給
割
合
」
と
い
う
。
）
が
当
該
異
動
等
」
に
、
「
い
う
。
以
下
「
異
動
等
の
前
の
支
給
割
合
」
を
「
い

い
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
給
割
合
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
割
合
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
異
動
等
前
の
支
給
割
合
」
に
、
「
か
ら
一

年
」
を
「
か
ら
二
年
」
に
、
「
、
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
又
は
公
署
に
在
勤
す

る
も
の
と
し
た
場
合
に
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
地
域
手
当
（
当
該
異
動

等
の
前
の
支
給
割
合
が
当
該
異
動
等
の
後
に
改
定
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日

の
支
給
割
合
に
よ
る
地
域
手
当
）
」
を
「
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
割

合
が
異
動
等
後
の
支
給
割
合
（
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級
地
の
変
更
に
よ

り
、
異
動
等
後
の
支
給
割
合
が
当
該
異
動
等
の
後
に
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
異

動
等
後
の
支
給
割
合
）
以
下
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
以
下
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地
域
手
当
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書

中
「
か
ら
一
年
」
を
「
か
ら
二
年
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

異
動
等
前
の
支
給
割
合

（
異
動
等
前
の
支
給
割
合
が
当
該
異
動
等
の
後
に
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
級
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
の
異
動
等
前
の
支
給
割
合
を
超
え
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
の
異
動
等
前
の
支
給
割
合
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
前
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除

く
。
）

異
動
等
前
の
支
給
割
合
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
割
合

第
十
三
条
の
四
第
二
項
中
「
又
は
そ
の
」
を
「
若
し
く
は
そ
の
」
に
、
「
者
が
、
」
を
「
者
か
ら
」

に
、
「
な
り
」
を
「
な
つ
た
者
又
は
前
項
に
規
定
す
る
異
動
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
が
あ
つ
た
者
が
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
六
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
）
が
五
万
五
千
円
」
を
「
）
が
八
万
六
千
円
以
内
に
お

い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
上
限
額
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
五
万
五
千
円
に
」
を
「
上
限
額
に
」
に
、
「
合
計
額
が
五
万
五
千
円
」
を
「
合
計
額
が
上
限
額
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
五
千
円
」
を
「
八
万
六
千
円
」
に
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
の
う
ち
、
」
を
「
第
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
」
に
改
め
、
「
定
め
る
職
員
」
の
下
に
「
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
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同
項
第
三
号
中
「
五
万
五
千
円
」
を
「
上
限
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
で
そ
の
利
用
が
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
」
を
削
り
、
「
及
び
前
項
」
を
「
及
び
同
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
十
三
条
の
八

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
に
お
い

て
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を

除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
一

箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。

２

在
宅
勤
務
等
手
当
の
月
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
週
休
日

等
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
、
「
の
間
」
の
下
に
「
（
週
休

日
等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
前
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
を
考
慮
し
て
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」

を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
（
当
該
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

勤
務
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
四
中
「
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
三
条
の
三
か
ら
第
十
三
条
の
五
ま
で
及
び
第
十
四

条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
」
を
「
及
び
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円
１ １８４，２００ ２３０，９００ ２６６，３００ ２９９，９００ ３２２，５００ ３５６，５００ ４０９，８００ ４６０，０００ ５１２，１００
２ １８５，３００ ２３２，４００ ２６７，３００ ３０１，４００ ３２４，３００ ３５８，２００ ４１１，７００ ４６５，５００ ５１９，０００
３ １８６，５００ ２３３，９００ ２６８，３００ ３０２，９００ ３２６，１００ ３５９，８００ ４１３，６００ ４７０，６００ ５２４，３００
４ １８７，６００ ２３５，４００ ２６９，３００ ３０４，３００ ３２７，８００ ３６１，４００ ４１５，４００ ４７５，３００ ５２８，６００

５ １８８，７００ ２３６，９００ ２７０，３００ ３０５，７００ ３２９，５００ ３６３，１００ ４１７，３００ ４７９，３００ ５３２，１００
６ １９０，４００ ２３８，４００ ２７１，３００ ３０６，８００ ３３１，２００ ３６４，９００ ４１９，１００ ４８２，８００ ５３５，４００
７ １９２，０００ ２３９，９００ ２７２，３００ ３０７，８００ ３３２，９００ ３６６，４００ ４２０，９００ ４８５，８００ ５３８，４００
８ １９３，６００ ２４１，４００ ２７３，３００ ３０９，１００ ３３４，６００ ３６８，０００ ４２２，７００ ４８８，３００ ５４０，９００

９ １９５，２００ ２４２，９００ ２７４，３００ ３１０，３００ ３３６，３００ ３６９，４００ ４２４，３００ ４９０，３００ ５４２，９００
１０ １９６，９００ ２４４，３００ ２７５，３００ ３１１，９００ ３３８，０００ ３７１，０００ ４２５，８００
１１ １９８，５００ ２４５，７００ ２７６，３００ ３１３，５００ ３３９，７００ ３７２，６００ ４２７，３００
１２ ２００，１００ ２４７，１００ ２７７，４００ ３１５，１００ ３４１，３００ ３７４，１００ ４２８，８００

１３ ２０１，８００ ２４８，３００ ２７８，４００ ３１６，６００ ３４２，８００ ３７６，０００ ４３０，３００
１４ ２０３，５００ ２４９，５００ ２７９，７００ ３１８，２００ ３４４，４００ ３７７，９００ ４３１，６００
１５ ２０５，２００ ２５０，７００ ２８１，０００ ３１９，８００ ３４６，０００ ３７９，８００ ４３２，９００
１６ ２０６，９００ ２５１，９００ ２８２，３００ ３２１，４００ ３４７，５００ ３８１，６００ ４３４，１００

１７ ２０８，２００ ２５３，０００ ２８３，６００ ３２２，９００ ３４８，９００ ３８３，１００ ４３５，３００
１８ ２０９，８００ ２５４，１００ ２８４，９００ ３２４，６００ ３５０，６００ ３８４，９００ ４３６，６００
１９ ２１１，４００ ２５５，３００ ２８６，１００ ３２６，２００ ３５２，２００ ３８６，６００ ４３７，９００
２０ ２１２，９００ ２５６，４００ ２８７，３００ ３２７，８００ ３５３，８００ ３８８，２００ ４３９，１００

２１ ２１４，４００ ２５７，４００ ２８８，４００ ３２９，２００ ３５５，０００ ３９０，０００ ４４０，３００
２２ ２１６，０００ ２５８，４００ ２８９，６００ ３３０，９００ ３５６，５００ ３９１，４００ ４４１，１００
２３ ２１７，６００ ２５９，４００ ２９０，９００ ３３２，６００ ３５８，０００ ３９２，８００ ４４１，９００
２４ ２１９，２００ ２６０，４００ ２９２，２００ ３３４，２００ ３５９，５００ ３９４，２００ ４４２，７００

別表第一（第六条関係）

行 政 職 給 料 表
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２５ ２２０，８００ ２６１，４００ ２９３，５００ ３３５，４００ ３６１，２００ ３９５，６００ ４４３，４００
２６ ２２２，５００ ２６２，３００ ２９４，５００ ３３７，４００ ３６３，１００ ３９６，８００ ４４４，０００
２７ ２２３，８００ ２６３，２００ ２９５，５００ ３３９，１００ ３６４，８００ ３９８，０００ ４４４，６００
２８ ２２５，１００ ２６４，１００ ２９６，６００ ３４０，７００ ３６６，５００ ３９９，０００ ４４５，２００

２９ ２２６，４００ ２６４，９００ ２９７，７００ ３４２，２００ ３６７，９００ ４００，１００ ４４５，９００
３０ ２２７，５００ ２６５，７００ ２９８，９００ ３４３，８００ ３６９，２００ ４０１，３００ ４４６，７００
３１ ２２８，７００ ２６６，５００ ３００，０００ ３４５，４００ ３７０，４００ ４０２，４００ ４４７，１００
３２ ２２９，８００ ２６７，３００ ３０１，２００ ３４７，０００ ３７１，８００ ４０３，５００ ４４７，８００

３３ ２３０，９００ ２６８，０００ ３０２，４００ ３４８，７００ ３７２，９００ ４０４，２００ ４４８，３００
３４ ２３２，０００ ２６８，８００ ３０３，７００ ３５０，５００ ３７３，８００ ４０４，９００ ４４８，７００
３５ ２３３，１００ ２６９，６００ ３０５，０００ ３５２，３００ ３７４，８００ ４０５，６００ ４４９，１００
３６ ２３４，２００ ２７０，３００ ３０６，３００ ３５４，１００ ３７５，９００ ４０６，３００ ４４９，５００

３７ ２３５，３００ ２７１，０００ ３０７，６００ ３５５，６００ ３７６，７００ ４０６，９００ ４４９，９００
３８ ２３６，３００ ２７１，８００ ３０９，０００ ３５７，０００ ３７７，６００ ４０７，５００ ４５０，３００
３９ ２３７，３００ ２７２，６００ ３１０，３００ ３５８，４００ ３７８，５００ ４０８，０００ ４５０，７００
４０ ２３８，２００ ２７３，３００ ３１１，６００ ３５９，８００ ３７９，３００ ４０８，４００ ４５１，０００

４１ ２３９，１００ ２７４，０００ ３１２，９００ ３６１，３００ ３８０，１００ ４０８，８００ ４５１，３００
４２ ２４０，０００ ２７４，８００ ３１４，２００ ３６２，１００ ３８０，９００ ４０９，０００ ４５１，７００
４３ ２４０，８００ ２７５，６００ ３１５，５００ ３６３，２００ ３８１，７００ ４０９，３００ ４５２，０００
４４ ２４１，６００ ２７６，３００ ３１６，６００ ３６４，２００ ３８２，４００ ４０９，６００ ４５２，３００

４５ ２４２，３００ ２７７，０００ ３１７，５００ ３６５，１００ ３８３，１００ ４０９，９００ ４５２，６００
４６ ２４２，９００ ２７７，７００ ３１８，８００ ３６６，２００ ３８３，８００ ４１０，２００
４７ ２４３，５００ ２７８，４００ ３２０，１００ ３６７，１００ ３８４，５００ ４１０，５００
４８ ２４４，１００ ２７９，１００ ３２１，４００ ３６８，１００ ３８５，２００ ４１０，８００

４９ ２４４，７００ ２７９，８００ ３２２，６００ ３６９，０００ ３８５，７００ ４１１，０００
５０ ２４５，３００ ２８０，５００ ３２３，９００ ３６９，７００ ３８６，３００ ４１１，３００
５１ ２４５，９００ ２８１，２００ ３２５，１００ ３７０，４００ ３８６，９００ ４１１，６００
５２ ２４６，４００ ２８２，０００ ３２６，３００ ３７１，０００ ３８７，６００ ４１１，９００

５３ ２４６，９００ ２８２，６００ ３２７，６００ ３７１，４００ ３８８，０００ ４１２，１００
５４ ２４７，３００ ２８３，３００ ３２８，７００ ３７２，０００ ３８８，６００ ４１２，４００
５５ ２４７，６００ ２８３，９００ ３２９，８００ ３７２，７００ ３８９，３００ ４１２，７００
５６ ２４７，９００ ２８４，６００ ３３０，９００ ３７３，４００ ３８９，８００ ４１３，０００
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５７ ２４８，２００ ２８５，２００ ３３１，６００ ３７３，７００ ３９０，２００ ４１３，２００
５８ ２４８，５００ ２８５，９００ ３３２，５００ ３７４，４００ ３９０，８００ ４１３，５００
５９ ２４８，８００ ２８６，５００ ３３３，２００ ３７５，１００ ３９１，４００ ４１３，８００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

６０ ２４９，１００ ２８７，２００ ３３４，０００ ３７５，７００ ３９１，９００ ４１４，０００

６１ ２４９，４００ ２８７，８００ ３３４，８００ ３７６，０００ ３９２，３００ ４１４，２００
６２ ２４９，７００ ２８８，５００ ３３５，２００ ３７６，５００ ３９２，８００ ４１４，５００
６３ ２５０，０００ ２８９，１００ ３３５，９００ ３７７，１００ ３９３，３００ ４１４，８００
６４ ２５０，３００ ２８９，６００ ３３６，６００ ３７７，７００ ３９３，９００ ４１５，０００

６５ ２５０，６００ ２９０，１００ ３３７，４００ ３７８，０００ ３９４，２００ ４１５，２００
６６ ２５０，９００ ２９０，７００ ３３８，１００ ３７８，６００ ３９４，６００ ４１５，５００
６７ ２５１，２００ ２９１，２００ ３３８，８００ ３７９，３００ ３９５，０００ ４１５，８００
６８ ２５１，５００ ２９１，８００ ３３９，４００ ３７９，９００ ３９５，４００ ４１６，１００

６９ ２５１，８００ ２９２，３００ ３３９，９００ ３８０，３００ ３９５，７００ ４１６，３００
７０ ２５２，１００ ２９２，８００ ３４０，５００ ３８０，８００ ３９６，０００ ４１６，６００
７１ ２５２，４００ ２９３，４００ ３４１，０００ ３８１，４００ ３９６，３００ ４１６，９００
７２ ２５２，７００ ２９４，０００ ３４１，６００ ３８１，９００ ３９６，５００ ４１７，１００

７３ ２５３，０００ ２９４，５００ ３４１，９００ ３８２，４００ ３９６，７００ ４１７，３００
７４ ２５３，３００ ２９５，０００ ３４２，４００ ３８３，０００ ３９７，０００
７５ ２５３，６００ ２９５，４００ ３４２，８００ ３８３，５００ ３９７，３００
７６ ２５３，９００ ２９５，７００ ３４３，２００ ３８３，８００ ３９７，５００

７７ ２５４，２００ ２９５，９００ ３４３，６００ ３８４，２００ ３９７，７００
７８ ２５４，５００ ２９６，２００ ３４４，１００ ３８４，７００ ３９８，０００
７９ ２５４，８００ ２９６，４００ ３４４，６００ ３８５，１００ ３９８，３００
８０ ２５５，２００ ２９６，７００ ３４５，１００ ３８５，５００ ３９８，５００

８１ ２５５，５００ ２９６，９００ ３４５，４００ ３８５，９００ ３９８，７００
８２ ２５５，８００ ２９７，１００ ３４５，８００ ３８６，４００ ３９９，０００
８３ ２５６，１００ ２９７，４００ ３４６，２００ ３８６，８００ ３９９，３００
８４ ２５６，４００ ２９７，６００ ３４６，６００ ３８７，２００ ３９９，５００

８５ ２５６，７００ ２９７，９００ ３４６，９００ ３８７，５００ ３９９，７００
８６ ２５７，０００ ２９８，２００ ３４７，３００ ３８８，０００ ４００，０００
８７ ２５７，３００ ２９８，５００ ３４７，７００ ３８８，４００ ４００，３００
８８ ２５７，６００ ２９８，８００ ３４８，１００ ３８８，８００ ４００，５００
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８９ ２５７，９００ ２９９，１００ ３４８，３００ ３８９，１００ ４００，７００
９０ ２５８，２００ ２９９，４００ ３４８，７００ ３８９，７００
９１ ２５８，５００ ２９９，７００ ３４９，１００ ３９０，１００
９２ ２５８，８００ ３００，１００ ３４９，５００ ３９０，５００

９３ ２５９，１００ ３００，３００ ３４９，７００ ３９０，８００
９４ ３００，５００ ３５０，１００
９５ ３００，８００ ３５０，５００
９６ ３０１，２００ ３５０，８００

９７ ３０１，４００ ３５１，１００
９８ ３０１，７００ ３５１，５００
９９ ３０２，１００ ３５１，９００
１００ ３０２，５００ ３５２，３００

１０１ ３０２，７００ ３５２，８００
１０２ ３０３，０００ ３５３，２００
１０３ ３０３，３００ ３５３，６００
１０４ ３０３，６００ ３５４，０００

１０５ ３０３，８００ ３５４，５００
１０６ ３０４，１００ ３５４，９００
１０７ ３０４，４００ ３５５，２００
１０８ ３０４，７００ ３５５，５００

１０９ ３０４，９００ ３５６，０００
１１０ ３０５，３００
１１１ ３０５，７００
１１２ ３０６，０００

１１３ ３０６，２００
１１４ ３０６，４００
１１５ ３０６，７００
１１６ ３０７，１００

１１７ ３０７，３００
１１８ ３０７，５００
１１９ ３０７，８００
１２０ ３０８，１００
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１２１ ３０８，５００
１２２ ３０８，８００
１２３ ３０９，１００
１２４ ３０９，４００

１２５ ３０９，７００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１９２，７００ ２２０，３００ ２６１，０００ ２８０，７００ ２９６，０００ ３２１，８００ ３６４，１００ ３９７，７００ ４４９，７００

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
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職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 職員

の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
１ １８４，６００ ２３４，８００ ３２７，３００ ３７７，４００ ４４８，２００ ２５ ２２７，０００ ２８８，３００ ３６２，７００ ４１１，９００
２ １８５，７００ ２３９，１００ ３２９，３００ ３７８，８００ ４５８，１００ ２６ ２２９，２００ ２９０，２００ ３６３，７００ ４１３，２００
３ １８６，９００ ２４１，８００ ３３１，３００ ３８０，２００ ４６７，５００ ２７ ２３１，１００ ２９２，１００ ３６４，７００ ４１４，７００
４ １８８，０００ ２４４，５００ ３３３，３００ ３８１，６００ ４７７，５００ ２８ ２３３，０００ ２９４，０００ ３６５，７００ ４１６，３００

５ １８９，１００ ２４７，１００ ３３５，１００ ３８３，０００ ４８７，１００ ２９ ２３４，９００ ２９５，９００ ３６６，６００ ４１７，５００
６ １９１，２００ ２４８，７００ ３３７，２００ ３８４，４００ ４９７，０００ ３０ ２３６，０００ ２９７，４００ ３６７，５００ ４１８，７００
７ １９３，３００ ２５０，２００ ３３９，１００ ３８５，８００ ５０５，９００ ３１ ２３７，１００ ２９８，９００ ３６８，３００ ４２０，３００
８ １９５，４００ ２５１，７００ ３４１，０００ ３８７，２００ ５１３，８００ ３２ ２３８，２００ ３００，４００ ３６９，１００ ４２１，８００

９ １９７，５００ ２５３，２００ ３４２，８００ ３８８，６００ ５２１，６００ ３３ ２３９，６００ ３０１，９００ ３６９，８００ ４２３，１００
１０ １９９，５００ ２５５，４００ ３４４，４００ ３９０，２００ ５２８，８００ ３４ ２４１，１００ ３０３，４００ ３７０，６００ ４２４，５００
１１ ２０１，６００ ２５７，５００ ３４６，０００ ３９１，６００ ５３４，１００ ３５ ２４２，６００ ３０４，９００ ３７１，４００ ４２５，９００
１２ ２０３，６００ ２５９，５００ ３４７，６００ ３９３，０００ ５３８，６００ ３６ ２４４，１００ ３０６，３００ ３７２，２００ ４２７，３００

１３ ２０５，６００ ２６１，５００ ３４９，２００ ３９４，４００ ５４１，６００ ３７ ２４５，６００ ３０７，７００ ３７３，０００ ４２８，７００
１４ ２０７，５００ ２６３，８００ ３５０，２００ ３９５，９００ ５４３，６００ ３８ ２４７，２００ ３０８，７００ ３７３，８００ ４３０，１００
１５ ２０９，４００ ２６６，１００ ３５１，２００ ３９７，４００ ３９ ２４８，８００ ３０９，６００ ３７４，６００ ４３１，５００
１６ ２１１，２００ ２６８，３００ ３５２，２００ ３９８，９００ ４０ ２５０，４００ ３１０，５００ ３７５，４００ ４３２，９００

１７ ２１２，９００ ２７０，５００ ３５３，３００ ４００，４００ ４１ ２５２，０００ ３１１，３００ ３７６，２００ ４３４，０００
１８ ２１４，７００ ２７２，９００ ３５４，６００ ４０２，０００ ４２ ２５３，５００ ３１１，８００ ３７７，５００ ４３５，３００
１９ ２１６，５００ ２７５，３００ ３５５，８００ ４０３，６００ ４３ ２５５，１００ ３１２，３００ ３７８，８００ ４３６，７００
２０ ２１８，３００ ２７７，７００ ３５７，０００ ４０５，３００ ４４ ２５６，６００ ３１２，８００ ３８０，０００ ４３８，０００

２１ ２２０，１００ ２８０，０００ ３５８，２００ ４０６，５００ ４５ ２５８，１００ ３１３，３００ ３８０，７００ ４３８，８００
２２ ２２１，９００ ２８２，２００ ３５９，３００ ４０７，９００ ４６ ２５９，４００ ３１３，８００ ３８１，７００ ４３９，６００
２３ ２２３，６００ ２８４，３００ ３６０，４００ ４０９，３００ ４７ ２６０，６００ ３１４，３００ ３８２，５００ ４４０，５００
２４ ２２５，３００ ２８６，３００ ３６１，５００ ４１０，６００ ４８ ２６１，８００ ３１４，８００ ３８３，２００ ４４１，４００

別表第二（第六条関係）

研 究 職 給 料 表
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４９ ２６３，０００ ３１５，２００ ３８３，９００ ４４２，２００ ７７ ２８４，３００ ３３０，１００ ４０２，２００
５０ ２６４，１００ ３１５，７００ ３８４，６００ ４４３，１００ ７８ ２８５，０００ ３３０，８００ ４０２，７００
５１ ２６５，２００ ３１６，２００ ３８５，３００ ４４３，７００ ７９ ２８５，７００ ３３１，５００ ４０３，２００
５２ ２６６，３００ ３１６，７００ ３８６，０００ ４４４，５００ ８０ ２８６，３００ ３３２，２００ ４０３，９００

５３ ２６７，４００ ３１７，１００ ３８６，６００ ４４４，９００ ８１ ２８６，９００ ３３２，９００ ４０４，３００
５４ ２６８，５００ ３１７，６００ ３８７，３００ ４４５，５００ ８２ ２８７，６００ ３３３，７００ ４０４，８００
５５ ２６９，５００ ３１８，０００ ３８８，１００ ４４６，０００ ８３ ２８８，３００ ３３４，４００ ４０５，３００
５６ ２７０，５００ ３１８，４００ ３８８，９００ ４４６，５００ ８４ ２８８，９００ ３３５，０００ ４０６，０００

５７ ２７１，５００ ３１８，８００ ３８９，６００ ４４７，０００ ８５ ２８９，５００ ３３５，６００ ４０６，４００
定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

５８ ２７２，２００ ３１９，２００ ３９０，４００ ８６ ２９０，２００ ３３６，１００
５９ ２７２，８００ ３１９，６００ ３９１，１００ ８７ ２９０，９００ ３３６，５００
６０ ２７３，４００ ３２０，０００ ３９１，８００ ８８ ２９１，５００ ３３６，９００

６１ ２７４，０００ ３２０，４００ ３９２，４００ ８９ ２９２，１００ ３３７，２００
６２ ２７４，６００ ３２１，０００ ３９３，１００ ９０ ２９２，８００ ３３７，７００
６３ ２７５，２００ ３２１，６００ ３９３，８００ ９１ ２９３，５００ ３３８，１００
６４ ２７５，８００ ３２２，２００ ３９４，５００ ９２ ２９４，１００ ３３８，５００

６５ ２７６，４００ ３２２，７００ ３９５，２００ ９３ ２９４，７００ ３３８，８００
６６ ２７７，０００ ３２３，３００ ３９５，８００ ９４ ２９５，４００ ３３９，２００
６７ ２７７，６００ ３２３，９００ ３９６，４００ ９５ ２９６，０００ ３３９，６００
６８ ２７８，２００ ３２４，５００ ３９７，１００ ９６ ２９６，６００ ３４０，０００

６９ ２７８，８００ ３２５，０００ ３９７，８００ ９７ ２９６，９００ ３４０，５００
７０ ２７９，５００ ３２５，６００ ３９８，３００ ９８ ２９７，５００ ３４１，０００
７１ ２８０，２００ ３２６，２００ ３９８，９００ ９９ ２９８，１００ ３４１，５００
７２ ２８０，９００ ３２６，８００ ３９９，５００ １００ ２９８，６００ ３４２，０００

７３ ２８１，５００ ３２７，３００ ４００，０００ １０１ ２９９，１００ ３４２，５００
７４ ２８２，３００ ３２８，０００ ４００，６００ １０２ ２９９，５００ ３４３，０００
７５ ２８３，０００ ３２８，７００ ４０１，２００ １０３ ２９９，９００ ３４３，５００
７６ ２８３，７００ ３２９，４００ ４０１，７００ １０４ ３００，３００ ３４４，０００
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１０５ ３００，７００ ３４４，４００ １１７ ３０４，６００ ３４９，６００
１０６ ３０１，２００ ３４４，８００ １１８ ３０４，９００ ３５０，０００
１０７ ３０１，７００ ３４５，３００ １１９ ３０５，１００ ３５０，４００
１０８ ３０２，０００ ３４５，７００ １２０ ３０５，４００ ３５０，８００

１０９ ３０２，２００ ３４６，２００ １２１ ３０５，７００ ３５１，２００
１１０ ３０２，６００ ３４６，６００
１１１ ３０２，９００ ３４７，０００ 定年

前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額１１２ ３０３，１００ ３４７，４００

１１３ ３０３，４００ ３４７，９００ 円 円 円 円 円
１１４ ３０３，７００ ３４８，３００

２２２，６００ ２６４，６００ ２８９，７００ ３３２，６００ ３９２，１００１１５ ３０４，０００ ３４８，７００
１１６ ３０４，３００ ３４９，１００

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適
用する。



（ 213 ）

職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 職員

の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円 円

１ ２９２，５００ ４０１，８００ ４５６，８００ ５５１，９００ ２５ ３６７，６００ ４４４，０００ ５００，３００
２ ２９４，８００ ４０４，５００ ４５８，８００ ５５８，０００ ２６ ３６９，９００ ４４５，４００ ５０２，１００
３ ２９７，１００ ４０７，１００ ４６０，７００ ５６３，３００ ２７ ３７２，２００ ４４６，８００ ５０３，９００
４ ２９９，３００ ４０９，６００ ４６２，６００ ５６８，２００ ２８ ３７４，４００ ４４８，２００ ５０５，５００

５ ３０１，４００ ４１２，０００ ４６４，０００ ５７２，６００ ２９ ３７６，３００ ４４９，６００ ５０６，９００
６ ３０４，９００ ４１４，２００ ４６５，８００ ５７６，９００ ３０ ３７８，０００ ４５１，０００ ５０８，６００
７ ３０８，４００ ４１６，４００ ４６７，６００ ５８０，６００ ３１ ３７９，７００ ４５２，４００ ５１０，４００
８ ３１１，９００ ４１８，５００ ４６９，４００ ５８３，６００ ３２ ３８１，５００ ４５３，８００ ５１２，１００

９ ３１５，３００ ４２０，６００ ４７１，３００ ５８６，１００ ３３ ３８３，３００ ４５５，２００ ５１３，６００
１０ ３１８，８００ ４２２，１００ ４７３，１００ ５８８，４００ ３４ ３８５，１００ ４５６，６００ ５１４，９００
１１ ３２２，２００ ４２３，６００ ４７４，９００ ３５ ３８６，７００ ４５８，０００ ５１６，２００
１２ ３２５，６００ ４２５，１００ ４７６，７００ ３６ ３８８，１００ ４５９，４００ ５１７，５００

１３ ３２９，０００ ４２６，５００ ４７８，５００ ３７ ３８９，６００ ４６０，８００ ５１８，５００
１４ ３３２，５００ ４２８，０００ ４８０，３００ ３８ ３９１，１００ ４６２，５００ ５１９，８００
１５ ３３６，０００ ４２９，５００ ４８２，１００ ３９ ３９２，６００ ４６４，１００ ５２１，１００
１６ ３３９，４００ ４３０，９００ ４８３，９００ ４０ ３９４，１００ ４６５，７００ ５２２，４００

１７ ３４２，８００ ４３２，３００ ４８５，７００ ４１ ３９５，６００ ４６７，３００ ５２３，５００
１８ ３４５，９００ ４３３，８００ ４８７，６００ ４２ ３９６，３００ ４６８，５００ ５２４，３００
１９ ３４９，０００ ４３５，３００ ４８９，５００ ４３ ３９６，９００ ４６９，８００ ５２５，１００
２０ ３５２，１００ ４３６，７００ ４９１，４００ ４４ ３９７，６００ ４７０，９００ ５２５，９００

２１ ３５５，３００ ４３８，１００ ４９３，３００ ４５ ３９８，５００ ４７１，９００ ５２６，８００
２２ ３５８，４００ ４３９，６００ ４９５，０００ ４６ ３９９，１００ ４７２，９００ ５２７，６００
２３ ３６１，５００ ４４１，１００ ４９６，９００ ４７ ３９９，７００ ４７３，８００ ５２８，４００
２４ ３６４，６００ ４４２，５００ ４９８，７００ ４８ ４００，３００ ４７４，６００ ５２９，１００

別表第三（第六条関係）
医 療 職 給 料 表

イ 医 療 職 給 料 表（一）
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

４９ ４００，９００ ４７５，３００ ５２９，９００ ７３ ４８９，１００ ５５０，５００
５０ ４０１，４００ ４７６，０００ ５３０，７００ ７４ ４８９，６００
５１ ４０１，９００ ４７６，７００ ５３１，４００ ７５ ４９０，０００
５２ ４０２，４００ ４７７，３００ ５３２，３００ ７６ ４９０，５００

７７ ４９１，０００５３ ４０２，９００ ４７８，０００ ５３３，２００
７８ ４９１，６００５４ ４０３，３００ ４７８，７００ ５３４，０００
７９ ４９２，２００５５ ４０３，７００ ４７９，３００ ５３４，９００
８０ ４９２，６００５６ ４０４，１００ ４７９，９００ ５３５，８００

８１ ４９３，１００５７ ４０４，５００ ４８０，２００ ５３６，６００
８２ ４９３，７００５８ ４０４，９００ ４８０，８００ ５３７，５００
８３ ４９４，３００５９ ４０５，３００ ４８１，５００ ５３８，４００
８４ ４９４，８００６０ ４０５，７００ ４８２，２００ ５３９，１００

８５ ４９５，３００６１ ４０６，１００ ４８２，６００ ５３９，９００
６２ ４０６，５００ ４８３，２００ ５４０，８００
６３ ４０６，９００ ４８３，９００ ５４１，７００
６４ ４０７，３００ ４８４，６００ ５４２，６００

６５ ４０７，６００ ４８５，０００ ５４３，４００
６６ ４８５，６００ ５４４，３００
６７ ４８６，２００ ５４５，２００ 定年

前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額６８ ４８６，７００ ５４６，１００

６９ ４８７，２００ ５４６，９００ 円 円 円 円
７０ ４８７，７００ ５４７，８００

３０２，８００ ３４５，７００ ４０１，０００ ４７５，１００７１ ４８８，２００ ５４８，７００
７２ ４８８，７００ ５４９，６００

備考 この表は、医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。
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職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円
１ １８９，３００ ２２８，３００ ２６４，０００ ２８２，９００ ３１６，２００ ３６２，０００ ４１６，６００
２ １９１，４００ ２２９，６００ ２６４，８００ ２８３，７００ ３１７，６００ ３６３，８００ ４１８，５００
３ １９３，５００ ２３０，９００ ２６５，６００ ２８４，５００ ３１９，０００ ３６５，４００ ４２０，４００
４ １９５，６００ ２３２，２００ ２６６，４００ ２８５，２００ ３２０，４００ ３６７，０００ ４２２，２００

５ １９７，６００ ２３３，４００ ２６７，２００ ２８５，９００ ３２１，８００ ３６８，６００ ４２４，０００
６ １９９，６００ ２３４，５００ ２６８，０００ ２８６，６００ ３２３，４００ ３７０，２００ ４２５，６００
７ ２０１，７００ ２３５，５００ ２６８，８００ ２８７，３００ ３２４，９００ ３７１，８００ ４２７，２００
８ ２０３，５００ ２３６，５００ ２６９，６００ ２８８，１００ ３２６，４００ ３７３，４００ ４２８，７００

９ ２０５，３００ ２３７，６００ ２７０，４００ ２８８，９００ ３２７，９００ ３７５，０００ ４３０，２００
１０ ２０７，２００ ２３８，８００ ２７１，２００ ２８９，７００ ３２９，５００ ３７７，０００ ４３１，５００
１１ ２０９，１００ ２４０，１００ ２７２，０００ ２９０，５００ ３３１，０００ ３７９，０００ ４３２，８００
１２ ２１１，２００ ２４１，４００ ２７２，８００ ２９１，２００ ３３２，５００ ３８１，０００ ４３４，１００

１３ ２１２，９００ ２４２，７００ ２７３，６００ ２９１，９００ ３３４，０００ ３８２，４００ ４３５，４００
１４ ２１４，９００ ２４４，０００ ２７４，４００ ２９３，０００ ３３５，７００ ３８４，１００ ４３６，６００
１５ ２１７，１００ ２４５，３００ ２７５，２００ ２９４，１００ ３３７，２００ ３８５，８００ ４３７，８００
１６ ２１９，２００ ２４６，５００ ２７６，０００ ２９５，３００ ３３８，７００ ３８７，５００ ４３８，９００

１７ ２２１，３００ ２４７，７００ ２７６，８００ ２９６，５００ ３４０，２００ ３８９，３００ ４４０，１００
１８ ２２２，４００ ２４８，９００ ２７７，６００ ２９７，７００ ３４１，８００ ３９０，８００ ４４１，２００
１９ ２２３，５００ ２５０，１００ ２７８，４００ ２９８，９００ ３４３，４００ ３９２，３００ ４４２，４００
２０ ２２４，６００ ２５１，３００ ２７９，２００ ３００，１００ ３４４，９００ ３９３，８００ ４４３，７００

２１ ２２５，７００ ２５２，４００ ２８０，０００ ３０１，３００ ３４６，２００ ３９５，１００ ４４４，８００
２２ ２２６，６００ ２５３，３００ ２８０，９００ ３０２，５００ ３４７，７００ ３９６，４００ ４４５，６００
２３ ２２７，５００ ２５４，１００ ２８１，９００ ３０３，７００ ３４９，２００ ３９７，７００ ４４６，０００
２４ ２２８，５００ ２５４，９００ ２８２，７００ ３０４，９００ ３５０，７００ ３９８，８００ ４４６，７００

ロ 医 療 職 給 料 表（二）
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２５ ２２９，４００ ２５５，８００ ２８３，５００ ３０６，１００ ３５２，２００ ３９９，９００ ４４７，２００
２６ ２３０，３００ ２５６，６００ ２８４，４００ ３０７，３００ ３５３，７００ ４０１，０００ ４４７，６００
２７ ２３１，２００ ２５７，４００ ２８５，３００ ３０８，４００ ３５５，２００ ４０２，１００ ４４８，０００
２８ ２３２，１００ ２５８，２００ ２８６，１００ ３０９，７００ ３５６，６００ ４０３，２００ ４４８，４００

２９ ２３３，０００ ２５９，０００ ２８６，９００ ３１１，０００ ３５８，０００ ４０４，０００ ４４８，８００
３０ ２３３，９００ ２５９，８００ ２８８，０００ ３１２，２００ ３５９，６００ ４０４，８００ ４４９，２００
３１ ２３４，８００ ２６０，６００ ２８９，０００ ３１３，４００ ３６１，１００ ４０５，６００ ４４９，６００
３２ ２３５，７００ ２６１，４００ ２９０，０００ ３１４，６００ ３６２，７００ ４０６，４００ ４４９，９００

３３ ２３６，５００ ２６２，２００ ２９１，０００ ３１５，８００ ３６３，９００ ４０６，８００ ４５０，２００
３４ ２３７，３００ ２６３，０００ ２９２，１００ ３１６，９００ ３６５，０００ ４０７，４００ ４５０，６００
３５ ２３８，１００ ２６３，７００ ２９３，１００ ３１８，１００ ３６６，２００ ４０７，９００ ４５０，９００
３６ ２３８，９００ ２６４，５００ ２９４，１００ ３１９，３００ ３６７，３００ ４０８，３００ ４５１，２００

３７ ２３９，７００ ２６５，４００ ２９５，１００ ３２０，５００ ３６８，３００ ４０８，７００ ４５１，５００
３８ ２４０，５００ ２６６，２００ ２９６，１００ ３２１，８００ ３６９，１００ ４０８，９００
３９ ２４１，３００ ２６７，０００ ２９７，１００ ３２３，１００ ３７０，１００ ４０９，２００
４０ ２４２，１００ ２６７，８００ ２９８，１００ ３２４，３００ ３７１，２００ ４０９，５００

４１ ２４２，７００ ２６８，６００ ２９９，１００ ３２５，２００ ３７２，２００ ４０９，８００
４２ ２４３，３００ ２６９，４００ ３００，３００ ３２６，４００ ３７３，２００ ４１０，１００
４３ ２４３，９００ ２７０，２００ ３０１，４００ ３２７，６００ ３７４，２００ ４１０，４００
４４ ２４４，４００ ２７１，０００ ３０２，５００ ３２８，８００ ３７５，１００ ４１０，７００

４５ ２４４，９００ ２７１，７００ ３０３，６００ ３２９，９００ ３７５，９００ ４１０，９００
４６ ２４５，５００ ２７２，５００ ３０４，７００ ３３０，９００ ３７６，７００ ４１１，２００
４７ ２４６，０００ ２７３，３００ ３０５，８００ ３３１，９００ ３７７，６００ ４１１，５００
４８ ２４６，４００ ２７４，１００ ３０６，９００ ３３２，８００ ３７８，４００ ４１１，８００

４９ ２４６，８００ ２７４，８００ ３０８，０００ ３３３，７００ ３７８，９００ ４１２，０００
５０ ２４７，３００ ２７５，６００ ３０９，２００ ３３４，７００ ３７９，７００ ４１２，３００
５１ ２４７，８００ ２７６，３００ ３１０，３００ ３３５，８００ ３８０，５００ ４１２，６００
５２ ２４８，３００ ２７７，０００ ３１１，４００ ３３６，７００ ３８１，３００ ４１２，９００

５３ ２４８，６００ ２７７，７００ ３１２，４００ ３３７，２００ ３８１，７００ ４１３，１００
５４ ２４８，９００ ２７８，４００ ３１３，４００ ３３８，１００ ３８２，４００ ４１３，４００
５５ ２４９，２００ ２７９，１００ ３１４，４００ ３３８，８００ ３８３，１００ ４１３，７００
５６ ２４９，５００ ２７９，８００ ３１５，４００ ３３９，７００ ３８３，７００ ４１４，０００
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

５７ ２４９，８００ ２８０，５００ ３１６，４００ ３４０，４００ ３８４，１００ ４１４，２００
５８ ２５０，１００ ２８１，２００ ３１７，４００ ３４０，７００ ３８４，６００ ４１４，５００
５９ ２５０，４００ ２８２，０００ ３１８，４００ ３４１，２００ ３８５，２００ ４１４，８００
６０ ２５０，７００ ２８２，６００ ３１９，３００ ３４１，８００ ３８５，８００ ４１５，１００

６１ ２５１，０００ ２８３，２００ ３２０，２００ ３４２，４００ ３８６，２００ ４１５，３００
６２ ２５１，３００ ２８３，９００ ３２１，０００ ３４３，１００ ３８６，７００
６３ ２５１，６００ ２８４，６００ ３２１，７００ ３４３，８００ ３８７，２００
６４ ２５１，９００ ２８５，２００ ３２２，４００ ３４４，４００ ３８７，７００

６５ ２５２，２００ ２８５，８００ ３２３，０００ ３４５，１００ ３８８，３００
６６ ２５２，５００ ２８６，５００ ３２３，７００ ３４５，６００ ３８８，８００
６７ ２５２，８００ ２８７，２００ ３２４，３００ ３４６，２００ ３８９，５００
６８ ２５３，１００ ２８７，８００ ３２４，９００ ３４６，８００ ３９０，１００

６９ ２５３，４００ ２８８，４００ ３２５，５００ ３４７，１００ ３９０，６００
７０ ２５３，７００ ２８９，１００ ３２５，７００ ３４７，７００ ３９１，１００
７１ ２５４，０００ ２８９，８００ ３２６，２００ ３４８，２００ ３９１，６００
７２ ２５４，２００ ２９０，４００ ３２６，７００ ３４８，７００ ３９２，１００

７３ ２５４，４００ ２９１，０００ ３２７，３００ ３４９，２００ ３９２，４００
７４ ２５４，７００ ２９１，５００ ３２７，８００ ３４９，７００ ３９２，９００
７５ ２５５，１００ ２９１，９００ ３２８，３００ ３５０，２００ ３９３，３００
７６ ２５５，３００ ２９２，３００ ３２８，７００ ３５０，６００ ３９３，７００

７７ ２５５，５００ ２９２，７００ ３２９，３００ ３５０，９００ ３９４，１００
７８ ２５５，８００ ２９３，０００ ３２９，８００ ３５１，２００ ３９４，６００
７９ ２５６，１００ ２９３，３００ ３３０，２００ ３５１，４００ ３９５，０００
８０ ２５６，３００ ２９３，６００ ３３０，７００ ３５１，７００ ３９５，４００

８１ ２５６，５００ ２９３，９００ ３３１，２００ ３５２，２００ ３９５，８００
８２ ２５６，８００ ２９４，２００ ３３１，６００ ３５２，５００ ３９６，３００
８３ ２５７，１００ ２９４，５００ ３３１，８００ ３５２，８００ ３９６，７００
８４ ２５７，３００ ２９４，８００ ３３２，１００ ３５３，１００ ３９７，１００

８５ ２５７，５００ ２９５，０００ ３３２，５００ ３５３，５００ ３９７，５００
８６ ２９５，２００ ３３２，９００ ３５３，８００ ３９８，０００
８７ ２９５，４００ ３３３，２００ ３５４，１００ ３９８，４００
８８ ２９５，６００ ３３３，５００ ３５４，４００ ３９８，８００
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８９ ２９６，０００ ３３３，８００ ３５４，８００ ３９９，２００
９０ ２９６，２００ ３３４，０００ ３５５，１００
９１ ２９６，４００ ３３４，４００ ３５５，４００
９２ ２９６，６００ ３３４，７００ ３５５，７００

９３ ２９７，０００ ３３４，９００ ３５６，０００
９４ ２９７，２００ ３３５，２００ ３５６，４００
９５ ２９７，４００ ３３５，６００ ３５６，８００
９６ ２９７，７００ ３３５，９００ ３５７，２００

９７ ２９８，０００ ３３６，１００ ３５７，７００
９８ ２９８，２００ ３３６，４００ ３５８，１００
９９ ２９８，４００ ３３６，７００ ３５８，５００
１００ ２９８，７００ ３３６，９００ ３５８，９００

１０１ ２９９，０００ ３３７，１００ ３５９，４００
１０２ ２９９，２００ ３３７，３００
１０３ ２９９，４００ ３３７，７００
１０４ ２９９，７００ ３３７，９００

１０５ ３００，０００ ３３８，１００
１０６ ３３８，５００
１０７ ３３８，９００
１０８ ３３９，３００

１０９ ３３９，５００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

１９３，７００ ２２０，４００ ２４９，０００ ２６２，７００ ２８８，４００ ３２９，６００ ３７２，４００

備考 この表は、保健所、県立学校、市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で
定めるものに適用する。
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職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 職員

の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
１ ２０８，１００ ２１９，６００ ２７７，０００ ３２０，４００ ３６７，０００ ４１０，０００ ２５ ２５１，５００ ２７７，２００ ３０９，６００ ３５０，４００ ４０３，９００ ４４１，４００
２ ２０９，８００ ２２２，８００ ２７８，８００ ３２１，５００ ３６８，７００ ４１２，１００ ２６ ２５２，６００ ２７７，８００ ３１０，３００ ３５１，２００ ４０５，２００ ４４２，３００
３ ２１１，５００ ２２６，０００ ２８０，５００ ３２２，６００ ３７０，４００ ４１４，２００ ２７ ２５３，７００ ２７８，３００ ３１１，０００ ３５２，０００ ４０６，４００ ４４３，３００
４ ２１３，１００ ２２９，３００ ２８２，３００ ３２３，６００ ３７２，１００ ４１６，４００ ２８ ２５４，７００ ２７８，８００ ３１１，７００ ３５２，８００ ４０７，６００ ４４４，１００

５ ２１４，６００ ２３２，５００ ２８４，０００ ３２４，６００ ３７３，６００ ４１８，４００ ２９ ２５５，８００ ２７９，３００ ３１２，４００ ３５３，５００ ４０８，８００ ４４４，５００
６ ２１７，３００ ２３５，６００ ２８５，５００ ３２６，０００ ３７５，３００ ４１９，８００ ３０ ２５６，７００ ２７９，７００ ３１３，０００ ３５４，３００ ４０９，９００ ４４５，１００
７ ２２０，０００ ２３８，７００ ２８６，９００ ３２７，６００ ３７７，０００ ４２１，２００ ３１ ２５７，６００ ２８０，１００ ３１３，６００ ３５５，１００ ４１０，９００ ４４５，７００
８ ２２２，６００ ２４１，７００ ２８８，４００ ３２９，２００ ３７８，６００ ４２２，６００ ３２ ２５８，４００ ２８０，５００ ３１４，２００ ３５５，８００ ４１１，９００ ４４６，３００

９ ２２５，２００ ２４４，７００ ２８９，９００ ３３１，１００ ３８０，２００ ４２４，０００ ３３ ２５９，２００ ２８０，９００ ３１４，８００ ３５６，５００ ４１２，４００ ４４６，８００
１０ ２２７，４００ ２４７，６００ ２９１，４００ ３３２，７００ ３８１，７００ ４２５，３００ ３４ ２６０，０００ ２８１，３００ ３１５，４００ ３５７，２００ ４１３，３００ ４４７，１００
１１ ２２９，６００ ２５０，４００ ２９２，８００ ３３４，３００ ３８３，２００ ４２６，６００ ３５ ２６０，８００ ２８１，７００ ３１６，０００ ３５７，９００ ４１４，２００ ４４７，６００
１２ ２３１，７００ ２５３，２００ ２９４，２００ ３３６，０００ ３８４，７００ ４２７，８００ ３６ ２６１，５００ ２８２，１００ ３１６，５００ ３５８，６００ ４１５，１００ ４４８，０００

１３ ２３３，８００ ２５６，１００ ２９５，６００ ３３７，７００ ３８６，２００ ４２９，０００ ３７ ２６２，２００ ２８２，４００ ３１７，０００ ３５９，３００ ４１６，１００ ４４８，３００
１４ ２３５，６００ ２５９，０００ ２９７，０００ ３３９，３００ ３８７，６００ ４３０，２００ ３８ ２６２，９００ ２８２，７００ ３１７，５００ ３６０，０００ ４１７，０００ ４４８，９００
１５ ２３７，４００ ２６１，８００ ２９８，４００ ３４０，９００ ３８８，９００ ４３１，４００ ３９ ２６３，６００ ２８３，０００ ３１８，０００ ３６０，６００ ４１７，９００ ４４９，５００
１６ ２３９，０００ ２６４，４００ ２９９，８００ ３４２，５００ ３９０，３００ ４３２，５００ ４０ ２６４，２００ ２８３，３００ ３１８，４００ ３６１，３００ ４１８，８００ ４５０，１００

１７ ２４０，５００ ２６７，０００ ３０１，２００ ３４４，０００ ３９１，８００ ４３３，５００ ４１ ２６４，８００ ２８３，６００ ３１８，８００ ３６２，１００ ４１９，６００ ４５０，７００
１８ ２４２，１００ ２６８，４００ ３０２，６００ ３４４，８００ ３９３，４００ ４３４，６００ ４２ ２６５，４００ ２８３，９００ ３１９，２００ ３６３，０００ ４２０，５００ ４５１，４００
１９ ２４３，７００ ２６９，８００ ３０３，９００ ３４５，６００ ３９５，０００ ４３５，７００ ４３ ２６６，０００ ２８４，２００ ３１９，６００ ３６３，７００ ４２１，４００ ４５２，０００
２０ ２４５，２００ ２７１，２００ ３０５，２００ ３４６，４００ ３９６，６００ ４３６，８００ ４４ ２６６，６００ ２８４，５００ ３２０，０００ ３６４，４００ ４２２，１００ ４５２，６００

２１ ２４６，７００ ２７２，６００ ３０６，５００ ３４７，２００ ３９８，２００ ４３７，８００ ４５ ２６７，２００ ２８４，８００ ３２０，４００ ３６５，１００ ４２２，３００ ４５２，９００
２２ ２４８，０００ ２７３，８００ ３０７，３００ ３４８，０００ ３９９，７００ ４３８，７００ ４６ ２６７，８００ ２８５，１００ ３２０，８００ ３６５，９００ ４２２，７００ ４５３，６００
２３ ２４９，２００ ２７５，０００ ３０８，１００ ３４８，８００ ４０１，１００ ４３９，６００ ４７ ２６８，４００ ２８５，４００ ３２１，２００ ３６６，７００ ４２３，１００ ４５４，３００
２４ ２５０，４００ ２７６，１００ ３０８，９００ ３４９，６００ ４０２，５００ ４４０，５００ ４８ ２６９，０００ ２８５，７００ ３２１，６００ ３６７，５００ ４２３，４００ ４５５，０００

別表第四（第六条関係）

海 事 職 給 料 表
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

４９ ２６９，６００ ２８６，０００ ３２２，０００ ３６８，３００ ４２３，７００ ４５５，４００ ８１ ３８３，１００ ４４０，０００
５０ ２７０，２００ ２８６，３００ ３２２，４００ ３６９，３００ ４２３，９００ ４５５，７００ ８２ ３８３，６００
５１ ２７０，８００ ２８６，６００ ３２２，８００ ３７０，２００ ４２４，３００ ４５６，０００ ８３ ３８４，０００
５２ ２７１，４００ ２８６，８００ ３２３，１００ ３７０，９００ ４２４，７００ ４５６，２００ ８４ ３８４，４００

５３ ２７１，９００ ２８７，０００ ３２３，４００ ３７１，５００ ４２５，０００ ４５６，４００ ８５ ３８４，９００
５４ ２７２，４００ ２８７，３００ ３２３，７００ ３７２，４００ ４２５，５００ ４５６，６００ ８６ ３８５，４００
５５ ２７２，９００ ２８７，６００ ３２４，０００ ３７３，３００ ４２６，１００ ４５６，９００ ８７ ３８５，９００
５６ ２７３，４００ ２８７，８００ ３２４，３００ ３７４，１００ ４２６，６００ ４５７，２００ ８８ ３８６，４００

５７ ２７３，９００ ２８８，０００ ３２４，６００ ３７４，６００ ４２７，２００ ４５７，４００ ８９ ３８６，７００
５８ ２７４，４００ ２８８，３００ ３２４，９００ ３７５，０００ ４２７，８００ ４５７，７００ ９０ ３８７，１００
５９ ２７４，９００ ２８８，６００ ３２５，２００ ３７５，３００ ４２８，３００ ４５８，０００ ９１ ３８７，４００
６０ ２７５，３００ ２８８，８００ ３２５，４００ ３７５，６００ ４２８，８００ ４５８，２００ ９２ ３８７，８００

６１ ２７５，７００ ２８９，０００ ３２５，６００ ３７５，９００ ４２９，４００ ４５８，４００ ９３ ３８８，３００
６２ ２７６，０００ ２８９，３００ ３２５，９００ ３７６，３００ ４２９，９００ ９４ ３８８，６００
６３ ２７６，３００ ２８９，６００ ３２６，２００ ３７６，６００ ４３０，５００ ９５ ３８９，１００
６４ ２７６，５００ ２８９，８００ ３２６，４００ ３７６，９００ ４３１，１００ ９６ ３８９，６００

６５ ２７６，７００ ２９０，０００ ３２６，６００ ３７７，１００ ４３１，６００ ９７ ３９０，２００
６６ ２７７，０００ ２９０，２００ ３２６，９００ ３７７，４００ ４３２，２００ ９８ ３９０，５００
６７ ２７７，３００ ２９０，４００ ３２７，２００ ３７７，７００ ４３２，７００ ９９ ３９１，０００
６８ ２７７，５００ ２９０，７００ ３２７，４００ ３７８，０００ ４３３，３００ １００ ３９１，４００

６９ ２７７，７００ ２９１，０００ ３２７，６００ ３７８，３００ ４３３，８００ １０１ ３９２，０００
７０ ２７８，０００ ３７８，５００ ４３４，３００
７１ ２７８，２００ ３７８，９００ ４３４，９００
７２ ２７８，４００ ３７９，２００ ４３５，５００

７３ ２７８，７００ ３７９，５００ ４３５，８００
７４ ３８０，０００ ４３６，４００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

７５ ３８０，５００ ４３７，０００
７６ ３８０，９００ ４３７，５００

円 円 円 円 円 円７７ ３８１，３００ ４３７，９００
２２０，２００ ２２５，９００ ２５６，１００ ２８６，０００ ３２７，４００ ３５６，４００７８ ３８１，７００ ４３８，４００

７９ ３８２，２００ ４３９，１００
８０ ３８２，７００ ４３９，８００

備考 この表は、船舶に乗り組む職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
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職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円
１ ２１２，４００ ２３３，５００ ２５６，５００ ２９６，５００ ３３３，１００ ３５４，６００ ３８５，５００ ４２１，９００ ４６７，７００
２ ２１４，８００ ２３５，７００ ２５８，５００ ２９７，５００ ３３４，６００ ３５６，３００ ３８７，２００ ４２３，５００ ４７４，０００
３ ２１７，２００ ２３７，９００ ２６０，７００ ２９８，５００ ３３６，２００ ３５８，０００ ３８８，９００ ４２５，１００ ４７９，０００
４ ２１９，６００ ２４０，１００ ２６２，９００ ２９９，４００ ３３７，７００ ３５９，６００ ３９０，７００ ４２６，６００ ４８３，３００

５ ２２２，０００ ２４２，３００ ２６５，０００ ３００，０００ ３３９，２００ ３６１，２００ ３９２，２００ ４２８，１００ ４８７，３００
６ ２２４，４００ ２４４，３００ ２６６，３００ ３００，７００ ３４０，６００ ３６３，０００ ３９３，８００ ４２９，７００ ４９０，８００
７ ２２６，８００ ２４６，３００ ２６７，６００ ３０１，４００ ３４１，９００ ３６４，６００ ３９５，４００ ４３１，１００ ４９３，８００
８ ２２９，１００ ２４８，１００ ２６８，９００ ３０２，１００ ３４３，２００ ３６６，２００ ３９７，０００ ４３２，５００ ４９６，３００

９ ２３１，３００ ２４９，９００ ２７０，２００ ３０２，８００ ３４４，５００ ３６７，８００ ３９８，６００ ４３３，６００ ４９８，６００
１０ ２３３，４００ ２５１，６００ ２７１，５００ ３０３，５００ ３４６，１００ ３６９，４００ ４００，２００ ４３５，０００
１１ ２３５，５００ ２５３，３００ ２７２，８００ ３０４，２００ ３４７，７００ ３７１，０００ ４０１，８００ ４３６，５００
１２ ２３７，５００ ２５４，７００ ２７４，１００ ３０４，８００ ３４９，３００ ３７２，６００ ４０３，４００ ４３８，０００

１３ ２３９，５００ ２５６，２００ ２７５，４００ ３０５，５００ ３５０，８００ ３７４，２００ ４０４，９００ ４３９，３００
１４ ２４１，５００ ２５８，０００ ２７６，６００ ３０６，３００ ３５２，４００ ３７５，８００ ４０６，９００ ４４１，０００
１５ ２４３，５００ ２５９，４００ ２７７，７００ ３０７，０００ ３５４，０００ ３７７，４００ ４０８，９００ ４４２，６００
１６ ２４５，１００ ２６０，９００ ２７９，２００ ３０７，８００ ３５５，５００ ３７９，０００ ４１０，９００ ４４４，３００

１７ ２４６，７００ ２６２，４００ ２８０，５００ ３０８，５００ ３５７，０００ ３８０，６００ ４１２，４００ ４４５，７００
１８ ２４８，２００ ２６３，６００ ２８１，９００ ３０９，４００ ３５８，６００ ３８２，２００ ４１４，１００ ４４７，４００
１９ ２４９，７００ ２６４，８００ ２８３，２００ ３１０，４００ ３６０，２００ ３８３，８００ ４１５，７００ ４４９，１００
２０ ２５１，２００ ２６５，９００ ２８４，４００ ３１１，３００ ３６１，７００ ３８５，４００ ４１７，５００ ４５０，７００

２１ ２５２，７００ ２６７，２００ ２８５，６００ ３１２，２００ ３６３，３００ ３８７，０００ ４１９，１００ ４５２，１００
２２ ２５４，３００ ２６８，４００ ２８６，２００ ３１３，５００ ３６４，９００ ３８８，６００ ４２０，６００ ４５２，８００
２３ ２５５，９００ ２６９，７００ ２８６，８００ ３１４，８００ ３６６，５００ ３９０，４００ ４２２，１００ ４５３，５００
２４ ２５７，４００ ２７１，０００ ２８７，４００ ３１６，１００ ３６８，１００ ３９２，１００ ４２３，５００ ４５４，２００

別表第五（第六条関係）

公 安 職 給 料 表
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２５ ２５８，９００ ２７２，４００ ２８７，９００ ３１７，４００ ３６９，５００ ３９３，８００ ４２４，７００ ４５４，６００
２６ ２６０，１００ ２７３，８００ ２８８，５００ ３１８，９００ ３７１，２００ ３９５，８００ ４２６，２００ ４５５，１００
２７ ２６１，３００ ２７５，１００ ２８９，１００ ３２０，２００ ３７２，９００ ３９７，７００ ４２７，７００ ４５５，７００
２８ ２６２，５００ ２７６，４００ ２８９，６００ ３２１，３００ ３７４，５００ ３９９，６００ ４２９，１００ ４５６，３００

２９ ２６３，７００ ２７７，４００ ２９０，１００ ３２２，３００ ３７６，１００ ４０１，３００ ４３０，６００ ４５６，９００
３０ ２６５，０００ ２７８，７００ ２９０，７００ ３２３，５００ ３７７，７００ ４０２，７００ ４３１，９００ ４５７，６００
３１ ２６６，３００ ２８０，０００ ２９１，２００ ３２４，７００ ３７９，３００ ４０３，９００ ４３３，１００ ４５８，１００
３２ ２６７，６００ ２８１，２００ ２９１，７００ ３２５，８００ ３８１，０００ ４０５，２００ ４３４，３００ ４５８，６００

３３ ２６８，９００ ２８２，５００ ２９２，２００ ３２６，９００ ３８２，７００ ４０６，２００ ４３５，３００ ４５９，１００
３４ ２７０，４００ ２８３，１００ ２９２，８００ ３２８，１００ ３８４，７００ ４０７，３００ ４３６，０００ ４５９，４００
３５ ２７１，７００ ２８３，７００ ２９３，３００ ３２９，３００ ３８６，７００ ４０８，３００ ４３６，８００ ４５９，７００
３６ ２７３，１００ ２８４，３００ ２９３，８００ ３３０，４００ ３８８，７００ ４０９，３００ ４３７，５００ ４６０，１００

３７ ２７４，１００ ２８４，８００ ２９４，３００ ３３１，５００ ３９０，５００ ４１０，４００ ４３８，０００ ４６０，５００
３８ ２７５，４００ ２８５，４００ ２９４，９００ ３３２，７００ ３９２，２００ ４１１，６００ ４３８，４００ ４６０，７００
３９ ２７６，７００ ２８６，０００ ２９５，５００ ３３３，９００ ３９３，７００ ４１２，７００ ４３８，８００ ４６１，０００
４０ ２７７，９００ ２８６，６００ ２９６，１００ ３３５，１００ ３９５，２００ ４１３，８００ ４３９，１００ ４６１，２００

４１ ２７９，１００ ２８７，１００ ２９６，８００ ３３６，４００ ３９６，４００ ４１５，０００ ４３９，４００ ４６１，６００
４２ ２７９，７００ ２８７，７００ ２９７，５００ ３３７，６００ ３９７，４００ ４１５，８００ ４３９，７００ ４６１，８００
４３ ２８０，３００ ２８８，３００ ２９８，２００ ３３８，８００ ３９８，４００ ４１６，７００ ４４０，０００ ４６２，０００
４４ ２８０，９００ ２８８，８００ ２９８，９００ ３４０，０００ ３９９，４００ ４１７，３００ ４４０，３００ ４６２，２００

４５ ２８１，３００ ２８９，３００ ２９９，５００ ３４１，２００ ４００，５００ ４１７，８００ ４４０，５００ ４６２，６００
４６ ２８２，０００ ２８９，８００ ３００，４００ ３４２，５００ ４０１，６００ ４１８，５００ ４４０，８００ ４６２，８００
４７ ２８２，５００ ２９０，３００ ３０１，２００ ３４３，７００ ４０２，７００ ４１９，２００ ４４１，１００ ４６３，０００
４８ ２８３，０００ ２９０，８００ ３０２，０００ ３４４，９００ ４０３，８００ ４１９，８００ ４４１，４００ ４６３，２００

４９ ２８３，５００ ２９１，４００ ３０２，８００ ３４６，１００ ４０５，１００ ４２０，５００ ４４１，７００ ４６３，６００
５０ ２８４，１００ ２９１，９００ ３０３，９００ ３４７，５００ ４０５，９００ ４２０，９００ ４４２，０００
５１ ２８４，６００ ２９２，５００ ３０５，０００ ３４８，８００ ４０６，７００ ４２１，５００ ４４２，３００
５２ ２８５，１００ ２９３，１００ ３０６，０００ ３５０，１００ ４０７，３００ ４２２，１００ ４４２，６００

５３ ２８５，６００ ２９３，７００ ３０７，０００ ３５１，０００ ４０７，８００ ４２２，５００ ４４２，９００
５４ ２８６，２００ ２９４，４００ ３０８，１００ ３５２，３００ ４０８，５００ ４２２，９００ ４４３，２００
５５ ２８６，７００ ２９５，１００ ３０９，２００ ３５３，５００ ４０９，２００ ４２３，４００ ４４３，５００
５６ ２８７，２００ ２９５，８００ ３１０，３００ ３５４，７００ ４０９，９００ ４２３，９００ ４４３，８００
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５７ ２８７，７００ ２９６，４００ ３１１，３００ ３５５，９００ ４１０，２００ ４２４，４００ ４４４，０００
５８ ２８８，２００ ２９７，３００ ３１２，４００ ３５７，３００ ４１０，９００ ４２５，０００ ４４４，３００
５９ ２８８，７００ ２９８，１００ ３１３，５００ ３５８，７００ ４１１，６００ ４２５，４００ ４４４，６００
６０ ２８９，２００ ２９８，９００ ３１４，６００ ３６０，１００ ４１２，１００ ４２５，８００ ４４４，８００

６１ ２８９，７００ ２９９，７００ ３１５，６００ ３６１，４００ ４１２，５００ ４２６，２００ ４４５，０００
６２ ２９０，２００ ３００，６００ ３１６，７００ ３６３，０００ ４１２，９００ ４２６，５００ ４４５，３００
６３ ２９０，７００ ３０１，５００ ３１７，８００ ３６４，５００ ４１３，４００ ４２６，８００ ４４５，６００
６４ ２９１，２００ ３０２，４００ ３１８，９００ ３６５，９００ ４１３，９００ ４２７，１００ ４４５，９００

６５ ２９１，７００ ３０３，２００ ３１９，９００ ３６７，１００ ４１４，４００ ４２７，４００ ４４６，１００
６６ ２９２，２００ ３０４，１００ ３２１，０００ ３６８，５００ ４１４，８００ ４２７，７００ ４４６，４００
６７ ２９２，７００ ３０４，９００ ３２２，１００ ３６９，８００ ４１５，３００ ４２８，０００ ４４６，７００
６８ ２９３，２００ ３０５，７００ ３２３，２００ ３７１，２００ ４１５，８００ ４２８，２００ ４４７，０００

６９ ２９３，７００ ３０６，６００ ３２４，２００ ３７２，３００ ４１６，４００ ４２８，４００ ４４７，２００
定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

７０ ２９４，２００ ３０７，５００ ３２５，４００ ３７３，５００ ４１６，９００ ４２８，７００ ４４７，５００
７１ ２９４，７００ ３０８，４００ ３２６，６００ ３７４，７００ ４１７，５００ ４２９，０００ ４４７，８００
７２ ２９５，２００ ３０９，４００ ３２７，８００ ３７５，９００ ４１８，０００ ４２９，２００ ４４８，１００

７３ ２９５，７００ ３１０，２００ ３２８，５００ ３７７，２００ ４１８，４００ ４２９，４００ ４４８，３００
７４ ２９６，３００ ３１１，１００ ３２９，８００ ３７８，４００ ４１９，０００ ４２９，７００
７５ ２９６，９００ ３１２，０００ ３３１，１００ ３７９，６００ ４１９，５００ ４３０，０００
７６ ２９７，４００ ３１２，８００ ３３２，４００ ３８０，７００ ４１９，７００ ４３０，２００

７７ ２９７，９００ ３１３，５００ ３３３，７００ ３８１，８００ ４２０，０００ ４３０，４００
７８ ２９８，５００ ３１４，４００ ３３５，１００ ３８３，０００ ４２０，５００ ４３０，７００
７９ ２９９，１００ ３１５，３００ ３３６，６００ ３８４，１００ ４２０，８００ ４３１，０００
８０ ２９９，７００ ３１６，３００ ３３８，０００ ３８５，３００ ４２１，１００ ４３１，２００

８１ ３００，３００ ３１７，２００ ３３９，３００ ３８６，４００ ４２１，４００ ４３１，４００
８２ ３０１，０００ ３１８，３００ ３４０，９００ ３８７，０００ ４２１，８００ ４３１，７００
８３ ３０１，７００ ３１９，３００ ３４２，４００ ３８７，５００ ４２２，２００ ４３２，０００
８４ ３０２，３００ ３２０，３００ ３４３，９００ ３８８，０００ ４２２，６００ ４３２，２００

８５ ３０２，９００ ３２１，２００ ３４５，３００ ３８８，６００ ４２２，９００ ４３２，４００
８６ ３０３，６００ ３２２，２００ ３４６，８００ ３８９，３００ ４２３，３００
８７ ３０４，３００ ３２３，２００ ３４８，３００ ３８９，９００ ４２３，７００
８８ ３０５，０００ ３２４，２００ ３４９，７００ ３９０，５００ ４２４，１００
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８９ ３０５，７００ ３２５，２００ ３５１，０００ ３９０，８００ ４２４，４００
９０ ３０６，５００ ３２６，５００ ３５２，２００ ３９１，３００
９１ ３０７，３００ ３２７，７００ ３５３，４００ ３９１，８００
９２ ３０８，０００ ３２８，９００ ３５４，７００ ３９２，３００

９３ ３０８，５００ ３３０，１００ ３５６，０００ ３９２，７００
９４ ３０９，５００ ３３１，４００ ３５７，５００ ３９３，１００
９５ ３１０，４００ ３３２，６００ ３５９，０００ ３９３，６００
９６ ３１１，２００ ３３３，８００ ３６０，４００ ３９４，１００

９７ ３１２，０００ ３３５，０００ ３６１，７００ ３９４，５００
９８ ３１３，０００ ３３６，４００ ３６３，０００ ３９５，０００
９９ ３１３，９００ ３３７，６００ ３６４，１００ ３９５，５００
１００ ３１４，８００ ３３８，８００ ３６５，３００ ３９６，０００

１０１ ３１５，７００ ３４０，２００ ３６６，４００ ３９６，３００
１０２ ３１６，７００ ３４１，１００ ３６７，５００ ３９６，７００
１０３ ３１７，７００ ３４２，１００ ３６８，６００ ３９７，２００
１０４ ３１８，６００ ３４３，２００ ３６９，７００ ３９７，５００

１０５ ３１９，４００ ３４４，３００ ３７０，９００ ３９７，８００
１０６ ３２０，０００ ３４５，４００ ３７１，４００ ３９８，３００
１０７ ３２０，６００ ３４６，４００ ３７２，０００ ３９８，８００
１０８ ３２１，２００ ３４７，４００ ３７２，６００ ３９９，３００

１０９ ３２１，７００ ３４８，６００ ３７３，２００ ３９９，６００
１１０ ３２２，２００ ３４９，６００ ３７３，７００ ４００，１００
１１１ ３２２，６００ ３５０，６００ ３７４，１００ ４００，６００
１１２ ３２３，１００ ３５１，５００ ３７４，６００ ４０１，１００

１１３ ３２３，９００ ３５２，４００ ３７５，０００ ４０１，４００
１１４ ３２４，６００ ３５３，３００ ３７５，４００ ４０１，９００
１１５ ３２５，３００ ３５４，３００ ３７５，９００ ４０２，４００
１１６ ３２５，９００ ３５５，３００ ３７６，４００ ４０２，９００

１１７ ３２６，５００ ３５６，３００ ３７６，８００ ４０３，３００
１１８ ３２７，２００ ３５６，７００ ３７７，３００ ４０３，８００
１１９ ３２７，９００ ３５７，３００ ３７７，９００ ４０４，２００
１２０ ３２８，７００ ３５７，９００ ３７８，４００ ４０４，７００
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１２１ ３２９，３００ ３５８，２００ ３７８，６００ ４０５，１００
１２２ ３２９，６００ ３５８，６００ ３７９，１００ ４０５，６００
１２３ ３３０，１００ ３５９，０００ ３７９，６００ ４０６，０００
１２４ ３３０，６００ ３５９，４００ ３８０，０００ ４０６，５００

１２５ ３３０，９００ ３５９，８００ ３８０，５００ ４０６，９００
１２６ ３６０，２００ ３８１，０００
１２７ ３６０，６００ ３８１，５００
１２８ ３６１，０００ ３８２，０００

１２９ ３６１，４００ ３８２，３００
１３０ ３６１，８００ ３８２，８００
１３１ ３６２，２００ ３８３，３００
１３２ ３６２，７００ ３８３，８００

１３３ ３６２，９００ ３８４，１００
１３４ ３６３，４００ ３８４，６００
１３５ ３６３，８００ ３８５，０００
１３６ ３６４，１００ ３８５，４００

１３７ ３６４，４００ ３８５，７００
１３８ ３６４，８００ ３８６，２００
１３９ ３６５，３００ ３８６，７００
１４０ ３６５，８００ ３８７，２００

１４１ ３６６，１００ ３８７，５００
１４２ ３６６，６００
１４３ ３６７，１００
１４４ ３６７，６００

１４５ ３６７，９００
定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

２４７，１００ ２５９，０００ ２６３，２００ ２９４，９００ ３１１，８００ ３２６，１００ ３４９，９００ ３８５，６００ ４１７，８００

備考 この表は、警察官に適用する。
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職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 特 ２ 級 ３ 級 ４ 級 職員

の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 特 ２ 級 ３ 級 ４ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ ２００，６００ ２４７，２００ ３２０，９００ ３７８，２００ ４５３，６００ ２５ ２４７，９００ ２８７，７００ ３６０，４００ ４１３，１００
２ ２０３，０００ ２４８，７００ ３２２，７００ ３７９，７００ ４５５，４００ ２６ ２４９，１００ ２８９，６００ ３６２，０００ ４１４，５００
３ ２０５，３００ ２５０，１００ ３２４，５００ ３８１，１００ ４５７，２００ ２７ ２５０，３００ ２９１，５００ ３６３，７００ ４１５，８００
４ ２０７，５００ ２５１，５００ ３２６，２００ ３８２，５００ ４５９，０００ ２８ ２５１，５００ ２９３，３００ ３６５，２００ ４１７，３００

５ ２０９，７００ ２５２，９００ ３２７，８００ ３８３，９００ ４６０，６００ ２９ ２５２，６００ ２９５，１００ ３６６，７００ ４１８，７００
６ ２１２，０００ ２５４，１００ ３２９，７００ ３８５，４００ ４６２，３００ ３０ ２５３，８００ ２９７，０００ ３６８，３００ ４２０，０００
７ ２１４，２００ ２５５，４００ ３３１，６００ ３８６，９００ ４６４，２００ ３１ ２５５，１００ ２９８，８００ ３６９，９００ ４２１，５００
８ ２１６，４００ ２５６，６００ ３３３，５００ ３８８，３００ ４６５，９００ ３２ ２５６，３００ ３００，５００ ３７１，４００ ４２３，０００

９ ２１８，６００ ２５８，０００ ３３５，３００ ３８９，７００ ４６７，６００ ３３ ２５７，４００ ３０２，２００ ３７２，９００ ４２４，６００
１０ ２２０，８００ ２５９，２００ ３３７，４００ ３９１，２００ ４６９，２００ ３４ ２５８，７００ ３０４，０００ ３７４，５００ ４２６，０００
１１ ２２３，０００ ２６０，５００ ３３９，２００ ３９２，７００ ４７０，８００ ３５ ２６０，０００ ３０５，７００ ３７６，１００ ４２７，６００
１２ ２２５，２００ ２６１，８００ ３４１，０００ ３９４，２００ ４７２，３００ ３６ ２６１，３００ ３０７，３００ ３７７，６００ ４２９，１００

１３ ２２７，４００ ２６３，１００ ３４２，７００ ３９５，６００ ４７３，８００ ３７ ２６２，７００ ３０９，０００ ３７９，１００ ４３０，８００
１４ ２２９，６００ ２６５，０００ ３４４，４００ ３９７，１００ ４７５，１００ ３８ ２６４，１００ ３１０，７００ ３８０，６００ ４３２，３００
１５ ２３１，７００ ２６６，８００ ３４６，０００ ３９８，６００ ４７６，４００ ３９ ２６５，４００ ３１２，５００ ３８２，１００ ４３３，９００
１６ ２３３，８００ ２６８，６００ ３４７，６００ ４００，１００ ４７７，７００ ４０ ２６６，７００ ３１４，２００ ３８３，５００ ４３５，５００

１７ ２３５，９００ ２７０，３００ ３４９，２００ ４０１，５００ ４７８，９００ ４１ ２６８，０００ ３１５，５００ ３８４，９００ ４３７，０００
１８ ２３７，７００ ２７２，５００ ３５０，５００ ４０３，１００ ４７９，６００ ４２ ２６９，０００ ３１７，４００ ３８６，４００ ４３８，５００
１９ ２３９，４００ ２７４，７００ ３５１，７００ ４０４，７００ ４８０，３００ ４３ ２７０，０００ ３１９，２００ ３８７，８００ ４３９，７００
２０ ２４１，１００ ２７６，９００ ３５２，９００ ４０６，２００ ４８１，０００ ４４ ２７０，９００ ３２０，９００ ３８９，３００ ４４０，９００

２１ ２４２，８００ ２７９，１００ ３５４，２００ ４０７，４００ ４８１，６００ ４５ ２７１，６００ ３２２，６００ ３９０，８００ ４４２，１００
２２ ２４４，１００ ２８１，３００ ３５５，８００ ４０８，８００ ４６ ２７２，４００ ３２４，５００ ３９２，４００ ４４３，５００
２３ ２４５，４００ ２８３，６００ ３５７，４００ ４１０，２００ ４７ ２７３，２００ ３２６，２００ ３９４，０００ ４４４，７００
２４ ２４６，７００ ２８５，７００ ３５８，９００ ４１１，５００ ４８ ２７４，０００ ３２７，９００ ３９５，４００ ４４５，９００

別表第六（第六条関係）
教 育 職 給 料 表

イ 教 育 職 給 料 表（一）
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４９ ２７４，８００ ３２９，６００ ３９６，６００ ４４７，０００ ８１ ２９８，５００ ３７８，６００ ４３５，６００
５０ ２７５，６００ ３３１，４００ ３９８，０００ ４４８，２００ ８２ ２９９，２００ ３８０，０００ ４３６，４００
５１ ２７６，３００ ３３３，２００ ３９９，４００ ４４９，４００ ８３ ２９９，９００ ３８１，４００ ４３７，２００
５２ ２７７，１００ ３３４，９００ ４００，７００ ４５０，６００ ８４ ３００，６００ ３８２，７００ ４３８，０００

５３ ２７７，９００ ３３６，７００ ４０１，９００ ４５１，８００ ８５ ３０１，３００ ３８３，８００ ４３８，７００
５４ ２７８，７００ ３３８，０００ ４０３，１００ ４５３，０００ ８６ ３０２，１００ ３８５，２００ ４３９，１００
５５ ２７９，５００ ３３９，３００ ４０４，４００ ４５４，２００ ８７ ３０２，８００ ３８６，５００ ４３９，５００
５６ ２８０，３００ ３４０，６００ ４０５，７００ ４５５，４００ ８８ ３０３，５００ ３８７，８００ ４３９，９００

５７ ２８１，０００ ３４２，１００ ４０７，０００ ４５６，５００ ８９ ３０４，２００ ３８９，０００ ４４０，３００
５８ ２８１，６００ ３４３，７００ ４０８，３００ ４５７，１００ ９０ ３０５，１００ ３９０，４００ ４４０，６００
５９ ２８２，５００ ３４５，２００ ４０９，７００ ４５７，６００ ９１ ３０５，９００ ３９１，５００ ４４０，９００
６０ ２８３，４００ ３４６，８００ ４１０，９００ ４５８，１００ ９２ ３０６，７００ ３９２，７００ ４４１，１００

６１ ２８４，２００ ３４８，３００ ４１２，１００ ４５８，６００ ９３ ３０７，２００ ３９３，９００ ４４１，４００
６２ ２８４，８００ ３４９，９００ ４１３，５００ ９４ ３０８，０００ ３９５，０００ ４４１，７００
６３ ２８５，６００ ３５１，５００ ４１４，９００ ９５ ３０８，９００ ３９６，２００ ４４２，０００
６４ ２８６，３００ ３５３，０００ ４１６，３００ ９６ ３０９，７００ ３９７，４００ ４４２，２００

６５ ２８７，３００ ３５４，５００ ４１７，５００ ９７ ３１０，４００ ３９８，８００ ４４２，４００
６６ ２８８，１００ ３５６，１００ ４１８，７００ ９８ ３１１，２００ ３９９，８００ ４４２，７００
６７ ２８８，９００ ３５７，７００ ４２０，０００ ９９ ３１２，０００ ４００，８００ ４４３，１００
６８ ２８９，６００ ３５９，２００ ４２１，４００ １００ ３１２，７００ ４０１，８００ ４４３，３００

６９ ２９０，３００ ３６０，７００ ４２２，７００ １０１ ３１３，５００ ４０２，７００ ４４３，５００
７０ ２９１，１００ ３６２，４００ ４２３，９００ １０２ ３１４，４００ ４０３，７００ ４４３，８００
７１ ２９１，９００ ３６４，０００ ４２４，９００ １０３ ３１５，３００ ４０４，８００ ４４４，１００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

７２ ２９２，６００ ３６５，５００ ４２６，１００ １０４ ３１６，１００ ４０５，９００ ４４４，３００

７３ ２９３，３００ ３６７，０００ ４２７，３００ １０５ ３１６，７００ ４０６，６００ ４４４，５００
７４ ２９４，０００ ３６８，６００ ４２８，４００ １０６ ３１７，５００ ４０７，５００
７５ ２９４，７００ ３７０，２００ ４２９，６００ １０７ ３１８，３００ ４０８，４００
７６ ２９５，３００ ３７１，７００ ４３０，６００ １０８ ３１９，１００ ４０９，３００

７７ ２９５，９００ ３７３，２００ ４３１，７００ １０９ ３１９，８００ ４１０，１００
７８ ２９６，６００ ３７４，６００ ４３２，７００ １１０ ３２０，２００ ４１０，９００
７９ ２９７，３００ ３７６，０００ ４３３，７００ １１１ ３２０，６００ ４１１，７００
８０ ２９７，９００ ３７７，３００ ４３４，７００ １１２ ３２１，１００ ４１２，５００
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１１３ ３２１，６００ ４１３，１００ １３７ ３３０，４００ ４２１，４００
１１４ ３２２，０００ ４１３，８００ １３８ ３３０，６００ ４２１，７００
１１５ ３２２，５００ ４１４，５００ １３９ ３３０，９００ ４２２，０００
１１６ ３２２，９００ ４１５，２００ １４０ ３３１，２００ ４２２，２００

１１７ ３２３，４００ ４１５，８００ １４１ ３３１，４００ ４２２，４００
１１８ ３２３，９００ ４１６，４００ １４２ ３３１，６００ ４２２，７００
１１９ ３２４，３００ ４１６，８００ １４３ ３３１，９００ ４２３，０００
１２０ ３２４，８００ ４１７，１００ １４４ ３３２，１００ ４２３，２００

１２１ ３２５，３００ ４１７，４００ １４５ ３３２，４００ ４２３，４００
１２２ ３２５，７００ ４１７，７００ １４６ ３３２，６００ ４２３，７００
１２３ ３２６，２００ ４１８，０００ １４７ ３３２，９００ ４２４，０００
１２４ ３２６，７００ ４１８，２００ １４８ ３３３，２００ ４２４，２００

１２５ ３２７，３００ ４１８，４００ １４９ ３３３，４００ ４２４，４００
１２６ ３２７，６００ ４１８，７００ １５０ ３３３，６００ ４２４，７００
１２７ ３２７，９００ ４１９，０００ １５１ ３３３，９００ ４２５，０００
１２８ ３２８，２００ ４１９，２００ １５２ ３３４，２００ ４２５，２００

１２９ ３２８，４００ ４１９，４００ １５３ ３３４，４００ ４２５，４００
１３０ ３２８，７００ ４１９，７００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

１３１ ３２９，０００ ４２０，０００
１３２ ３２９，２００ ４２０，２００

円 円 円 円 円１３３ ３２９，４００ ４２０，４００

２３９，４００ ２８０，１００ ３０９，４００ ３３７，９００ ４２３，５００
１３４ ３２９，６００ ４２０，７００
１３５ ３２９，８００ ４２１，０００
１３６ ３３０，１００ ４２１，２００

備考（一） この表は、県立高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護
教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

（二） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれ
ぞれ加算した額とする。
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職員
の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 特 ２ 級 ３ 級 ４ 級 職員

の区
分

職務
の級 １ 級 ２ 級 特 ２ 級 ３ 級 ４ 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
１ ２００，６００ ２２１，５００ ３２０，９００ ３５０，０００ ４３７，３００ ２５ ２４７，９００ ２６３，１００ ３５９，６００ ３８０，８００
２ ２０３，０００ ２２３，９００ ３２２，７００ ３５１，５００ ４３８，６００ ２６ ２４９，０００ ２６５，０００ ３６１，０００ ３８２，０００
３ ２０５，３００ ２２６，３００ ３２４，５００ ３５３，０００ ４３９，８００ ２７ ２５０，１００ ２６６，８００ ３６２，５００ ３８３，２００
４ ２０７，５００ ２２８，８００ ３２６，２００ ３５４，５００ ４４１，１００ ２８ ２５１，２００ ２６８，６００ ３６３，８００ ３８４，３００

５ ２０９，７００ ２３１，２００ ３２７，８００ ３５５，９００ ４４２，２００ ２９ ２５２，４００ ２７０，３００ ３６５，１００ ３８５，４００
６ ２１２，０００ ２３３，６００ ３２９，７００ ３５７，３００ ４４３，４００ ３０ ２５３，７００ ２７２，５００ ３６６，５００ ３８６，６００
７ ２１４，２００ ２３６，０００ ３３１，６００ ３５８，７００ ４４４，６００ ３１ ２５４，９００ ２７４，７００ ３６７，８００ ３８７，８００
８ ２１６，４００ ２３８，４００ ３３３，５００ ３６０，１００ ４４５，８００ ３２ ２５６，２００ ２７６，９００ ３６９，１００ ３８８，９００

９ ２１８，６００ ２４０，８００ ３３５，３００ ３６１，５００ ４４７，１００ ３３ ２５７，３００ ２７９，１００ ３７０，４００ ３９０，１００
１０ ２２０，８００ ２４２，４００ ３３７，４００ ３６２，９００ ４４８，３００ ３４ ２５８，５００ ２８１，３００ ３７１，６００ ３９１，３００
１１ ２２３，０００ ２４４，０００ ３３９，２００ ３６４，２００ ４４９，３００ ３５ ２５９，７００ ２８３，６００ ３７２，８００ ３９２，５００
１２ ２２５，２００ ２４５，６００ ３４１，０００ ３６５，５００ ４５０，４００ ３６ ２６０，９００ ２８５，７００ ３７４，０００ ３９３，７００

１３ ２２７，４００ ２４７，２００ ３４２，７００ ３６６，７００ ４５１，６００ ３７ ２６２，１００ ２８７，７００ ３７５，２００ ３９４，９００
１４ ２２９，６００ ２４８，７００ ３４４，４００ ３６８，０００ ４５２，４００ ３８ ２６３，３００ ２８９，６００ ３７６，４００ ３９６，２００
１５ ２３１，７００ ２５０，１００ ３４６，０００ ３６９，２００ ４５３，２００ ３９ ２６４，５００ ２９１，５００ ３７７，６００ ３９７，４００
１６ ２３３，８００ ２５１，５００ ３４７，６００ ３７０，４００ ４５４，１００ ４０ ２６５，７００ ２９３，３００ ３７８，８００ ３９８，６００

１７ ２３５，９００ ２５２，９００ ３４９，２００ ３７１，６００ ４５５，０００ ４１ ２６６，９００ ２９５，１００ ３７９，９００ ３９９，８００
１８ ２３７，７００ ２５４，１００ ３５０，５００ ３７２，８００ ４５５，５００ ４２ ２６８，０００ ２９７，０００ ３８１，１００ ４０１，１００
１９ ２３９，４００ ２５５，４００ ３５１，７００ ３７４，０００ ４５６，０００ ４３ ２６９，１００ ２９８，８００ ３８２，３００ ４０２，１００
２０ ２４１，１００ ２５６，６００ ３５２，９００ ３７５，１００ ４５６，５００ ４４ ２７０，２００ ３００，５００ ３８３，５００ ４０３，２００

２１ ２４２，８００ ２５８，０００ ３５４，２００ ３７６，２００ ４５７，０００ ４５ ２７１，２００ ３０２，２００ ３８４，６００ ４０４，４００
２２ ２４４，１００ ２５９，２００ ３５５，６００ ３７７，４００ ４６ ２７２，０００ ３０４，０００ ３８５，９００ ４０５，６００
２３ ２４５，４００ ２６０，５００ ３５７，０００ ３７８，６００ ４７ ２７２，８００ ３０５，７００ ３８７，２００ ４０６，８００
２４ ２４６，７００ ２６１，８００ ３５８，３００ ３７９，７００ ４８ ２７３，６００ ３０７，３００ ３８８，４００ ４０８，０００

ロ 教 育 職 給 料 表（二）
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４９ ２７４，３００ ３０９，０００ ３８９，４００ ４０９，１００ 定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

８１ ２９６，６００ ３５９，８００ ４１７，６００ ４２９，７００
５０ ２７５，１００ ３１０，７００ ３９０，６００ ４１０，１００ ８２ ２９７，２００ ３６１，１００ ４１８，０００
５１ ２７５，８００ ３１２，５００ ３９１，６００ ４１１，４００ ８３ ２９７，８００ ３６２，５００ ４１８，３００
５２ ２７６，５００ ３１４，２００ ３９２，７００ ４１２，６００ ８４ ２９８，４００ ３６３，７００ ４１８，６００

５３ ２７７，３００ ３１５，５００ ３９３，５００ ４１３，８００ ８５ ２９８，９００ ３６４，９００ ４１８，８００
５４ ２７８，１００ ３１７，４００ ３９４，６００ ４１４，９００ ８６ ２９９，４００ ３６６，１００ ４１９，１００
５５ ２７８，９００ ３１９，２００ ３９５，６００ ４１６，１００ ８７ ２９９，９００ ３６７，３００ ４１９，４００
５６ ２７９，６００ ３２０，９００ ３９６，６００ ４１７，２００ ８８ ３００，４００ ３６８，４００ ４１９，６００

５７ ２８０，３００ ３２２，６００ ３９７，７００ ４１８，２００ ８９ ３００，８００ ３６９，５００ ４１９，８００
５８ ２８１，１００ ３２４，５００ ３９８，７００ ４１９，４００ ９０ ３０１，４００ ３７０，６００ ４２０，１００
５９ ２８２，０００ ３２６，２００ ３９９，８００ ４２０，６００ ９１ ３０１，９００ ３７１，７００ ４２０，４００
６０ ２８２，７００ ３２７，９００ ４００，９００ ４２１，８００ ９２ ３０２，４００ ３７２，８００ ４２０，６００

６１ ２８３，３００ ３２９，６００ ４０１，９００ ４２２，４００ ９３ ３０２，７００ ３７３，９００ ４２０，８００
６２ ２８４，０００ ３３１，４００ ４０３，０００ ４２３，２００ ９４ ３０３，２００ ３７５，１００ ４２１，１００
６３ ２８４，７００ ３３３，２００ ４０４，１００ ４２３，９００ ９５ ３０３，７００ ３７６，２００ ４２１，４００
６４ ２８５，３００ ３３４，９００ ４０５，１００ ４２４，４００ ９６ ３０４，１００ ３７７，３００ ４２１，６００

６５ ２８６，０００ ３３６，７００ ４０６，０００ ４２４，７００ ９７ ３０４，５００ ３７８，３００ ４２１，８００
６６ ２８６，７００ ３３８，０００ ４０６，９００ ４２５，０００ ９８ ３０５，０００ ３７９，３００ ４２２，１００
６７ ２８７，４００ ３３９，３００ ４０７，９００ ４２５，４００ ９９ ３０５，５００ ３８０，２００ ４２２，４００
６８ ２８８，１００ ３４０，６００ ４０８，９００ ４２５，８００ １００ ３０５，９００ ３８１，１００ ４２２，６００

６９ ２８８，８００ ３４２，１００ ４０９，７００ ４２６，１００ １０１ ３０６，３００ ３８１，９００ ４２２，８００
７０ ２８９，６００ ３４３，６００ ４１０，５００ ４２６，５００ １０２ ３０６，７００ ３８２，９００ ４２３，１００
７１ ２９０，３００ ３４５，１００ ４１１，２００ ４２６，８００ １０３ ３０７，１００ ３８３，８００ ４２３，４００
７２ ２９１，０００ ３４６，６００ ４１２，０００ ４２７，１００ １０４ ３０７，４００ ３８４，７００ ４２３，６００

７３ ２９１，５００ ３４８，０００ ４１２，７００ ４２７，４００ １０５ ３０７，６００ ３８５，５００ ４２３，８００
７４ ２９２，２００ ３４９，５００ ４１３，３００ ４２７，８００ １０６ ３０７，９００ ３８６，４００
７５ ２９２，９００ ３５１，０００ ４１４，０００ ４２８，１００ １０７ ３０８，２００ ３８７，３００
７６ ２９３，５００ ３５２，５００ ４１４，７００ ４２８，４００ １０８ ３０８，４００ ３８８，２００

７７ ２９４，１００ ３５３，９００ ４１５，３００ ４２８，７００ １０９ ３０８，７００ ３８９，０００
７８ ２９４，８００ ３５５，４００ ４１６，１００ ４２９，０００ １１０ ３０８，９００ ３９０，１００
７９ ２９５，４００ ３５６，９００ ４１６，６００ ４２９，３００ １１１ ３０９，２００ ３９１，０００
８０ ２９６，０００ ３５８，４００ ４１７，２００ ４２９，５００ １１２ ３０９，５００ ３９１，９００
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１１３ ３０９，７００ ３９２，５００ １４５ ４０９，３００
１１４ ３０９，９００ ３９３，４００ １４６ ４０９，６００
１１５ ３１０，１００ ３９４，３００ １４７ ４０９，９００
１１６ ３１０，４００ ３９５，２００ １４８ ４１０，１００

１１７ ３１０，７００ ３９６，０００ １４９ ４１０，３００
１１８ ３１０，９００ ３９６，７００ １５０ ４１０，６００
１１９ ３１１，２００ ３９７，５００ １５１ ４１０，９００
１２０ ３１１，５００ ３９８，３００ １５２ ４１１，１００

１２１ ３１１，７００ ３９８，９００ １５３ ４１１，３００
１２２ ３１１，９００ ３９９，６００ １５４ ４１１，６００
１２３ ３１２，１００ ４００，３００ １５５ ４１１，９００
１２４ ３１２，４００ ４００，９００ １５６ ４１２，１００

１２５ ３１２，７００ ４０１，５００ １５７ ４１２，３００
１２６ ４０２，２００ １５８ ４１２，６００
１２７ ４０２，７００ １５９ ４１２，９００
１２８ ４０３，３００ １６０ ４１３，１００

１２９ ４０３，９００ １６１ ４１３，３００
１３０ ４０４，５００ １６２ ４１３，６００
１３１ ４０５，０００ １６３ ４１３，９００
１３２ ４０５，５００ １６４ ４１４，１００

１３３ ４０５，８００ １６５ ４１４，３００
１３４ ４０６，１００
１３５ ４０６，４００
１３６ ４０６，７００

１３７ ４０７，０００
１３８ ４０７，３００

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

基 準
給料月額

１３９ ４０７，６００
１４０ ４０７，９００

円 円 円 円 円１４１ ４０８，２００

２３０，６００ ２７７，０００ ３０４，５００ ３３１，２００ ４１３，４００１４２ ４０８，５００
１４３ ４０８，８００
１４４ ４０９，１００
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備考（一） この表は、市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びにこれらに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教
頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

（二） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれ
ぞれ加算した額とする。
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（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

二

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
学
校
職
員
の
休

日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
の

承
認

第
七
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
、
第
三
項
」
を
「
及
び
前
項
」
に
改
め
、
「
及
び
前
項
の

規
定
に
よ
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
支
給
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
、
第
二
十
三
条
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
及
び
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第

二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二

項
」
を
加
え
、
「
職
員
、
」
を
「
職
員
及
び
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十

五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の

百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一

条
の
二
第
一
項
及
び
」
の
下
に
「
第
二
項
並
び
に
」
を
、
「
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
の
下

に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
職
員
、
」
を
「
職
員
及
び
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
表
の
第
十
二
号
の
作
業
の
項
の
手
当
額
の

欄
の
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

捜
索
救
助
作
業
（
ロ
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）

八
四
〇
円
。
た
だ
し
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
四
〇
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

イ

日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
当
該
作
業
に
従
事
し
た
場
合
（
同
一
の
日
に
お
い
て
ロ
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）

四
二
〇
円

ロ

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
設
定
さ
れ
た
警
戒
区
域
（
知
事
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
地
域
を
含
む
。
）
（
ロ
に

お
い
て
「
警
戒
区
域
」
と
い
う
。
）
で
行
う
当
該
作
業
に
従
事
し
た
場
合
又
は
災
害
発
生
箇
所

及
び
そ
の
周
辺
で
行
う
当
該
作
業
（
知
事
が
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）

に
従
事
し
た
場
合

八
四
〇
円
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第
十
一
条
第
二
項
の
表
の
第
十
二
号
の
作
業
の
項
の
手
当
額
の
欄
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ロ

大
規
模
な
災
害
と
し
て
知
事
が
定
め
る
災
害
に
係
る
捜
索
救
助
作
業

一
、
〇
八
〇
円
。
た
だ

し
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
八
〇
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

イ

日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
当
該
作
業
に
従
事
し
た
場
合
（
同
一
の
日
に
お
い
て
ロ
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）

五
四
〇
円

ロ

警
戒
区
域
で
行
う
当
該
作
業
に
従
事
し
た
場
合
又
は
災
害
発
生
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
で
行
う

当
該
作
業
（
知
事
が
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
場
合

一
、
〇
八
〇
円

（
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
再
任
用
教
職
員
等
」
を
「
短
時
間
勤
務
教
職
員
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
三
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
の
備
考
第
二
号
中
「
含
む
（
」
の
下
に
「
第
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
」

を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
定
め
る
者
」
の
下
に
「
（
第
十
三
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
配
偶
者

等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
三
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
十
三
条
の
四

子
育
て
部
分
休
暇
は
、
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
）
第
二
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

が
、
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

２

子
育
て
部
分
休
暇
の
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要

と
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。

３

子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
給
与
条
例
第
十
九
条
に
規
定

す
る
勤
務
時
間
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
十
三
条
の
五

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た

こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら

せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と



（ 235 ）

い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か

ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
十
三
条
の
六

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

二

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

三

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置

第
十
五
条
の
三
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
及
び
前
二
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
」
に
改
め
、
「
と
あ
り
、
及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ

る
職
員
が
、
任
命
権
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
」
」
を
削
る
。

（
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
二
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
の
備
考
第
二
号
中
「
含
む
（
」
の
下
に
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
及
び
」

を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
定
め
る
者
」
の
下
に
「
（
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
配
偶
者

等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
十
一
条
の
四

子
育
て
部
分
休
暇
は
、
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
）
第
二
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

が
、
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

２

子
育
て
部
分
休
暇
の
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要

と
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。

３

子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
給
与
条
例
第
十
九
条
に
規
定

す
る
勤
務
時
間
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
十
一
条
の
五

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た

こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
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せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と

い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か

ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
十
一
条
の
六

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

二

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

三

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置

第
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
及
び
前
二
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
」
に
改
め
、
「
と
あ
り
、
及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ

る
職
員
が
、
任
命
権
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
」
」
を
削
る
。

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
の
三
第
三
号
及
び
第
二
条
の
四
中
「
人
事
委
員
会
」
を
「
任
命
権
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
又
は
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
よ
る
介
護
時
間
」
の
下
に
「
又
は
職
員
の
休

日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び

勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
、
「
当
該
介

護
時
間
」
の
下
に
「
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
十
一
条
第
三
十
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
十
九
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
十
項
」
に
改
め

る
。

（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
九
条

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
四
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
す
べ
て
の
」
を
削
る
。

第
四
条
の
三
中
「
一
年
以
上
」
を
「
六
箇
月
を
超
え
て
」
に
、
「
地
域
又
は
」
を
「
地
域
若
し
く
は
」

に
、
「
一
年
を
」
を
「
二
年
を
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
四
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者
を
含
む
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）
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第
四
条
の
七

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規
の

勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を

勤
務
す
る
こ
と
を
、
任
命
権
者
が
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超

え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
四
項
中
「
、
第
四
条
の
三
、
第
四
条
の
四
、
第
五
条
の
二
、
第
五
条
の
三
」
を
削

る
。第

十
四
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
、
」
に
、
「
）
又
は
」
を
「
）
若
し
く
は
子
育
て
部
分
休
暇

（
当
該
技
能
労
務
職
員
が
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）
又
は
」
に
改
め
る
。

（
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
条

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
五
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第

六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
一
年
以
上
」
を
「
六
箇
月
を
超
え
て
」
に
、
「
地
域
又
は
」
を
「
地
域
若
し

く
は
」
に
、
「
一
年
を
」
を
「
二
年
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
一
年
以
上
」
を
「
六
箇
月
を
超
え

て
」
に
、
「
者
が
、
」
を
「
者
か
ら
」
に
、
「
な
り
」
を
「
な
つ
た
者
が
」
に
、
「
一
年
を
」
を
「
二
年

を
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
四
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
四
条
の
七

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
企
業
局
長
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規
の

勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
企
業
局
長
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を

勤
務
す
る
こ
と
を
、
企
業
局
長
が
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超

え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
週
休
日
等
以

外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
、
「
の
間
」
の
下
に
「
（
週
休
日
等

に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
を
し
た
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
、
第
五
条
」
を
「
か
ら
第
五
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第

四
条
の
三
、
第
四
条
の
四
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
、
」
に
、
「
）
又
は
」
を
「
）
若
し
く
は
子
育
て
部
分
休
暇

（
当
該
職
員
が
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）
又
は
」
に
改
め
る
。
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（
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第

二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
、
「
、
特
定
任
期
付

職
員
業
績
手
当
」
を
削
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第

六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ

る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
十
一
条
の
二

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
病
院
局
長
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規

の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
病
院
局
長
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部

を
勤
務
す
る
こ
と
を
、
病
院
局
長
が
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を

超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
週
休
日
等
以
外

の
日
の
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
、
「
の
間
」
の
下
に
「
（
週
休
日
等
に

含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
を
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条

削
除

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
の
二
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
か

ら
第
九
条
ま
で
」
を
「
、
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
、
第
九
条
及
び
第
二
十
条
」
を
「
及
び

第
九
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
、
」
に
、
「
）
又
は
」
を
「
）
若
し
く
は
子
育
て
部
分
休

暇
（
当
該
職
員
が
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）
又
は
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
号
給
の
切
替
え
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職

員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
が
附
則
別
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の

級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
（
次
項
及
び
同
表
に
お
い
て
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
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号
給
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号
給
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
）

３

切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
及
び
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
を
し
た
職
員
の
新
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
当
該
異
動
又
は
当
該
準
ず
る
も
の

を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４

切
替
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条

例
（
以
下
「
改
正
後
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
た

だ
し
書
中
「
対
し
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
て
は
、
支
給
せ
ず
、
次
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

に
係
る
扶
養
手
当
は
、
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も

の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
対
し
て
は
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
五

重
度
心
身
障
害
者
」
と

あ
る
の
は
「
五

重
度
心
身
障
害
者

六

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
一
万
三
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
千
円
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
、
前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
五
千
円
と
す
る
」
と
し
、
切
替
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及

び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五

重
度
心
身
障
害

者
」
と
あ
る
の
は
、
「
五

重
度
心
身
障
害
者

六

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を

含
む
。
）
」
と
し
、
切
替
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五

重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
五

重
度
心
身
障
害
者

六

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い

が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

５

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
給
与
条
例
第
十
二
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
対
し
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
て
は
、
支

給
せ
ず
、
次
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
手
当
は
、
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で

そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
対
し
て
は
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
五

重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
「
五

重
度
心
身
障
害
者

六

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
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姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
一
万
三
千
円
」
と
あ
る
の
は

「
一
万
二
千
円
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は

三
千
五
百
円
と
す
る
」
と
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
四
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五

重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
五

重
度
心
身
障
害

六

配
偶
者
（
届
出

者を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
と
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
病
院
局
職

員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五

重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
五

重
度
心
身
障
害
者

六

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

６

切
替
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
給
与
条
例

第
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月

額
の
合
計
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、
百
分
の
二
十
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
項
前
段
の
地
域
手
当
の
級
地
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

７

切
替
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
に
は
、
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
に
は
、
前
条
又
は
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
大
分
県
条
例
第

号
）
附
則
第
六
項
」
と
、

「
間
、
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
間
、
前
条
又
は
同
項
」
と
す
る
。

（
切
替
日
前
に
異
動
等
の
あ
っ
た
職
員
等
の
地
域
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

８

切
替
日
の
前
日
ま
で
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
異
動
等
の
あ
っ
た
職
員
又
は
同
日
ま
で
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地

域
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
（
附
則
第
十
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
附
則
第
十
一
項

に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
附
則
第
十
項
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
本
文
中
「
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る

割
合
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
大
分
県
条
例
第

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
七
年
改

正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
い
う
」
と
、
「
同
条
第
二
項
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各
号
に
定
め
る
割
合
を
い
い
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
令
和
七
年
改
正
条

例
附
則
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
い
い
」
と
、
「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
二
条

又
は
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
」
と
、
「
か
ら
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
一
年
」
と
、
「
変
更

に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
又
は
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級

地
の
区
分
、
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
若
し
く
は
同
項
後
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
級
地
の
変
更
に
よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
か
ら
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
一
年
」
と
、
同
項

第
一
号
中
「
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
又
は
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
級
地
の
区
分
、
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
若
し
く
は
同
項
後
段
の
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
級
地
の
変
更
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
者
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
者
が
、
」
と
、
「
と
な
つ

た
者
又
は
前
項
に
規
定
す
る
異
動
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
が
あ
つ
た

者
が
」
と
あ
る
の
は
「
と
な
り
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

９

切
替
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
改
正
後
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
異
動
等
の
あ
っ
た
職
員
又
は
当
該
期
間
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

地
域
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
大
分
県
条
例
第

号
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
令
和
七
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合

を
い
う
」
と
、
「
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
い
い
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め

る
割
合
又
は
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
い
い
」
と
、
「
前

二
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
二
条
又
は
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
」
と
、
「
変
更
に
よ
り
、
」
と
あ

る
の
は
「
変
更
又
は
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級
地
の
区
分
、
同

項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
若
し
く
は
同
項
後
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級
地
の
変
更

に
よ
り
、
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
又
は
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項

の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級
地
の
区
分
、
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
若
し
く
は
同
項

後
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級
地
の
変
更
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
一
級
地
」
と
あ
る
の
は
「
一

級
地
又
は
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級
地
の
区
分
の
う
ち
支
給
割

合
の
最
も
高
い
級
地
の
区
分
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

１０

切
替
日
以
後
に
新
た
に
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
与
条
例
第
十
四
条

の
三
の
規
定
は
、
切
替
日
以
後
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
再
任
用
職
員
又
は
切
替
日
以
後

に
同
項
に
規
定
す
る
公
署
の
移
転
が
あ
っ
た
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
再
任
用
職
員
へ
の
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

１１

切
替
日
以
後
に
新
た
に
再
任
用
職
員
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
与
条
例
第
十
四
条
の
四
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
切
替
日
以
後
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
再
任
用
職
員

又
は
切
替
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
学
校
の
移
転
が
あ
っ
た
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）
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１２

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。
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旧号給 新 号 給
３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １
２ １ １ １ １ １ １ １
３ １ １ １ １ １ １ １
４ １ １ １ １ １ １ １
５ １ １ １ １ １ １ １
６ ２ １ １ １ １ １ １
７ ３ １ １ １ １ １ １
８ ４ １ １ １ １ １ １
９ ５ １ １ １ １ １ １
１０ ６ ２ ２ １ １ １ １
１１ ７ ３ ３ １ １ １ １
１２ ８ ４ ４ １ １ １ １
１３ ９ ５ ５ １ １ １ １
１４ １０ ６ ６ ２ １ １ １
１５ １１ ７ ７ ３ １ １ １
１６ １２ ８ ８ ４ １ １ １
１７ １３ ９ ９ ５ １ １ １
１８ １４ １０ １０ ６ ２ １ ２
１９ １５ １１ １１ ７ ３ １ ２
２０ １６ １２ １２ ８ ４ １ ２
２１ １７ １３ １３ ９ ５ １ ２
２２ １８ １４ １４ １０ ６ １ ２
２３ １９ １５ １５ １１ ７ １ ３
２４ ２０ １６ １６ １２ ８ ２ ３
２５ ２１ １７ １７ １３ ９ ２ ３
２６ ２２ １８ １８ １４ １０ ２ ３
２７ ２３ １９ １９ １５ １１ ２ ４
２８ ２４ ２０ ２０ １６ １２ ３ ４
２９ ２５ ２１ ２１ １７ １３ ３ ４
３０ ２６ ２２ ２２ １８ １４ ３ ４

附則別表 号給の切替表（附則第二項関係）
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
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３１ ２７ ２３ ２３ １９ １５ ３ ５
３２ ２８ ２４ ２４ ２０ １６ ３ ５
３３ ２９ ２５ ２５ ２１ １７ ３ ５
３４ ３０ ２６ ２６ ２２ １８ ４ ５
３５ ３１ ２７ ２７ ２３ １９ ４ ６
３６ ３２ ２８ ２８ ２４ ２０ ４ ６
３７ ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ ４ ６
３８ ３４ ３０ ３０ ２６ ２２ ４ ６
３９ ３５ ３１ ３１ ２７ ２３ ４ ６
４０ ３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ４ ７
４１ ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ４ ７
４２ ３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ５
４３ ３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ５
４４ ４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ５
４５ ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ５
４６ ４２ ３８ ３８ ３４ ３０
４７ ４３ ３９ ３９ ３５ ３１
４８ ４４ ４０ ４０ ３６ ３２
４９ ４５ ４１ ４１ ３７ ３３
５０ ４６ ４２ ４２ ３８ ３４
５１ ４７ ４３ ４３ ３９ ３５
５２ ４８ ４４ ４４ ４０ ３６
５３ ４９ ４５ ４５ ４１ ３７
５４ ５０ ４６ ４６ ４２ ３８
５５ ５１ ４７ ４７ ４３ ３９
５６ ５２ ４８ ４８ ４４ ４０
５７ ５３ ４９ ４９ ４５ ４１
５８ ５４ ５０ ５０ ４６ ４２
５９ ５５ ５１ ５１ ４７ ４３
６０ ５６ ５２ ５２ ４８ ４４
６１ ５７ ５３ ５３ ４９ ４５
６２ ５８ ５４ ５４ ５０
６３ ５９ ５５ ５５ ５１
６４ ６０ ５６ ５６ ５２
６５ ６１ ５７ ５７ ５３
６６ ６２ ５８ ５８ ５４
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６７ ６３ ５９ ５９ ５５
６８ ６４ ６０ ６０ ５６
６９ ６５ ６１ ６１ ５７
７０ ６６ ６２ ６２ ５８
７１ ６７ ６３ ６３ ５９
７２ ６８ ６４ ６４ ６０
７３ ６９ ６５ ６５ ６１
７４ ７０ ６６ ６６ ６２
７５ ７１ ６７ ６７ ６３
７６ ７２ ６８ ６８ ６４
７７ ７３ ６９ ６９ ６５
７８ ７４ ７０ ７０ ６６
７９ ７５ ７１ ７１ ６７
８０ ７６ ７２ ７２ ６８
８１ ７７ ７３ ７３ ６９
８２ ７８ ７４ ７４ ７０
８３ ７９ ７５ ７５ ７１
８４ ８０ ７６ ７６ ７２
８５ ８１ ７７ ７７ ７３
８６ ８２ ７８ ７８
８７ ８３ ７９ ７９
８８ ８４ ８０ ８０
８９ ８５ ８１ ８１
９０ ８６ ８２ ８２
９１ ８７ ８３ ８３
９２ ８８ ８４ ８４
９３ ８９ ８５ ８５
９４ ９０ ８６ ８６
９５ ９１ ８７ ８７
９６ ９２ ８８ ８８
９７ ９３ ８９ ８９
９８ ９４ ９０
９９ ９５ ９１
１００ ９６ ９２
１０１ ９７ ９３
１０２ ９８
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１０３ ９９
１０４ １００
１０５ １０１
１０６ １０２
１０７ １０３
１０８ １０４
１０９ １０５
１１０ １０６
１１１ １０７
１１２ １０８
１１３ １０９
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旧号給 新 号 給 旧号給 新 号 給
３級 ４級 ５級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ ３２ ２４ １６ ４
２ １ １ １ ３３ ２５ １７ ５
３ １ １ １ ３４ ２６ １８ ５
４ １ １ １ ３５ ２７ １９ ５
５ １ １ １ ３６ ２８ ２０ ５
６ １ １ １ ３７ ２９ ２１ ６
７ １ １ １ ３８ ３０ ２２ ６
８ １ １ １ ３９ ３１ ２３ ６
９ １ １ １ ４０ ３２ ２４ ６
１０ ２ １ １ ４１ ３３ ２５ ７
１１ ３ １ １ ４２ ３４ ２６ ７
１２ ４ １ １ ４３ ３５ ２７ ７
１３ ５ １ １ ４４ ３６ ２８ ７
１４ ６ １ １ ４５ ３７ ２９ ８
１５ ７ １ １ ４６ ３８ ３０ ８
１６ ８ １ １ ４７ ３９ ３１ ８
１７ ９ １ １ ４８ ４０ ３２ ８
１８ １０ ２ １ ４９ ４１ ３３ ８
１９ １１ ３ １ ５０ ４２ ３４ ９
２０ １２ ４ １ ５１ ４３ ３５ ９
２１ １３ ５ ２ ５２ ４４ ３６ ９
２２ １４ ６ ２ ５３ ４５ ３７ ９
２３ １５ ７ ２ ５４ ４６ ３８ ９
２４ １６ ８ ２ ５５ ４７ ３９ ９
２５ １７ ９ ３ ５６ ４８ ４０ １０
２６ １８ １０ ３ ５７ ４９ ４１ １０
２７ １９ １１ ３ ５８ ５０ ４２ １０
２８ ２０ １２ ３ ５９ ５１ ４３ １０
２９ ２１ １３ ４ ６０ ５２ ４４ １０
３０ ２２ １４ ４ ６１ ５３ ４５ １０
３１ ２３ １５ ４ ６２ ５４ ４６ １０

ロ 研究職給料表の適用を受ける職員
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６３ ５５ ４７ １１ ７９ ７１
６４ ５６ ４８ １１ ８０ ７２
６５ ５７ ４９ １１ ８１ ７３
６６ ５８ ５０ １１ ８２ ７４
６７ ５９ ５１ １１ ８３ ７５
６８ ６０ ５２ １１ ８４ ７６
６９ ６１ ５３ １１ ８５ ７７
７０ ６２ ５４ １２ ８６ ７８
７１ ６３ ５５ １２ ８７ ７９
７２ ６４ ５６ １２ ８８ ８０
７３ ６５ ５７ １２ ８９ ８１
７４ ６６ ９０ ８２
７５ ６７ ９１ ８３
７６ ６８ ９２ ８４
７７ ６９ ９３ ８５
７８ ７０
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旧号給 新 号 給 旧号給 新 号 給
２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１ １ １ １ ３２ ２０ １６ １
２ １ １ １ ３３ ２１ １７ １
３ １ １ １ ３４ ２２ １８ １
４ １ １ １ ３５ ２３ １９ １
５ １ １ １ ３６ ２４ ２０ １
６ １ １ １ ３７ ２５ ２１ １
７ １ １ １ ３８ ２６ ２２ ２
８ １ １ １ ３９ ２７ ２３ ２
９ １ １ １ ４０ ２８ ２４ ２
１０ １ １ １ ４１ ２９ ２５ ２
１１ １ １ １ ４２ ３０ ２６ ３
１２ １ １ １ ４３ ３１ ２７ ３
１３ １ １ １ ４４ ３２ ２８ ３
１４ ２ １ １ ４５ ３３ ２９ ３
１５ ３ １ １ ４６ ３４ ３０ ４
１６ ４ １ １ ４７ ３５ ３１ ４
１７ ５ １ １ ４８ ３６ ３２ ４
１８ ６ ２ １ ４９ ３７ ３３ ４
１９ ７ ３ １ ５０ ３８ ３４ ４
２０ ８ ４ １ ５１ ３９ ３５ ５
２１ ９ ５ １ ５２ ４０ ３６ ５
２２ １０ ６ １ ５３ ４１ ３７ ５
２３ １１ ７ １ ５４ ４２ ３８ ５
２４ １２ ８ １ ５５ ４３ ３９ ５
２５ １３ ９ １ ５６ ４４ ４０ ６
２６ １４ １０ １ ５７ ４５ ４１ ６
２７ １５ １１ １ ５８ ４６ ４２ ６
２８ １６ １２ １ ５９ ４７ ４３ ６
２９ １７ １３ １ ６０ ４８ ４４ ６
３０ １８ １４ １ ６１ ４９ ４５ ７
３１ １９ １５ １ ６２ ５０ ４６ ７

ハ 医療職給料表㈠の適用を受ける職員
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６３ ５１ ４７ ７ ８１ ６９ ６５
６４ ５２ ４８ ７ ８２ ７０ ６６
６５ ５３ ４９ ８ ８３ ７１ ６７
６６ ５４ ５０ ８４ ７２ ６８
６７ ５５ ５１ ８５ ７３ ６９
６８ ５６ ５２ ８６ ７４ ７０
６９ ５７ ５３ ８７ ７５ ７１
７０ ５８ ５４ ８８ ７６ ７２
７１ ５９ ５５ ８９ ７７ ７３
７２ ６０ ５６ ９０ ７８
７３ ６１ ５７ ９１ ７９
７４ ６２ ５８ ９２ ８０
７５ ６３ ５９ ９３ ８１
７６ ６４ ６０ ９４ ８２
７７ ６５ ６１ ９５ ８３
７８ ６６ ６２ ９６ ８４
７９ ６７ ６３ ９７ ８５
８０ ６８ ６４
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旧号給 新 号 給
３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １
２ １ １ １ １ １
３ １ １ １ １ １
４ １ １ １ １ １
５ １ １ １ １ １
６ ２ ２ １ １ １
７ ３ ３ １ １ １
８ ４ ４ １ １ １
９ ５ ５ １ １ １
１０ ６ ６ ２ １ １
１１ ７ ７ ３ １ １
１２ ８ ８ ４ １ １
１３ ９ ９ ５ １ １
１４ １０ １０ ６ ２ １
１５ １１ １１ ７ ３ １
１６ １２ １２ ８ ４ １
１７ １３ １３ ９ ５ １
１８ １４ １４ １０ ６ ２
１９ １５ １５ １１ ７ ３
２０ １６ １６ １２ ８ ４
２１ １７ １７ １３ ９ ５
２２ １８ １８ １４ １０ ６
２３ １９ １９ １５ １１ ７
２４ ２０ ２０ １６ １２ ８
２５ ２１ ２１ １７ １３ ９
２６ ２２ ２２ １８ １４ １０
２７ ２３ ２３ １９ １５ １１
２８ ２４ ２４ ２０ １６ １２
２９ ２５ ２５ ２１ １７ １３
３０ ２６ ２６ ２２ １８ １４
３１ ２７ ２７ ２３ １９ １５

ニ 医療職給料表㈡の適用を受ける職員
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３２ ２８ ２８ ２４ ２０ １６
３３ ２９ ２９ ２５ ２１ １７
３４ ３０ ３０ ２６ ２２ １８
３５ ３１ ３１ ２７ ２３ １９
３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ２０
３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１
３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ２２
３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ２３
４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ２４
４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５
４２ ３８ ３８ ３４ ３０ ２６
４３ ３９ ３９ ３５ ３１ ２７
４４ ４０ ４０ ３６ ３２ ２８
４５ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９
４６ ４２ ４２ ３８ ３４ ３０
４７ ４３ ４３ ３９ ３５ ３１
４８ ４４ ４４ ４０ ３６ ３２
４９ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３
５０ ４６ ４６ ４２ ３８ ３４
５１ ４７ ４７ ４３ ３９ ３５
５２ ４８ ４８ ４４ ４０ ３６
５３ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７
５４ ５０ ５０ ４６ ４２
５５ ５１ ５１ ４７ ４３
５６ ５２ ５２ ４８ ４４
５７ ５３ ５３ ４９ ４５
５８ ５４ ５４ ５０ ４６
５９ ５５ ５５ ５１ ４７
６０ ５６ ５６ ５２ ４８
６１ ５７ ５７ ５３ ４９
６２ ５８ ５８ ５４ ５０
６３ ５９ ５９ ５５ ５１
６４ ６０ ６０ ５６ ５２
６５ ６１ ６１ ５７ ５３
６６ ６２ ６２ ５８ ５４
６７ ６３ ６３ ５９ ５５
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６８ ６４ ６４ ６０ ５６
６９ ６５ ６５ ６１ ５７
７０ ６６ ６６ ６２ ５８
７１ ６７ ６７ ６３ ５９
７２ ６８ ６８ ６４ ６０
７３ ６９ ６９ ６５ ６１
７４ ７０ ７０ ６６
７５ ７１ ７１ ６７
７６ ７２ ７２ ６８
７７ ７３ ７３ ６９
７８ ７４ ７４ ７０
７９ ７５ ７５ ７１
８０ ７６ ７６ ７２
８１ ７７ ７７ ７３
８２ ７８ ７８ ７４
８３ ７９ ７９ ７５
８４ ８０ ８０ ７６
８５ ８１ ８１ ７７
８６ ８２ ８２ ７８
８７ ８３ ８３ ７９
８８ ８４ ８４ ８０
８９ ８５ ８５ ８１
９０ ８６ ８６ ８２
９１ ８７ ８７ ８３
９２ ８８ ８８ ８４
９３ ８９ ８９ ８５
９４ ９０ ９０ ８６
９５ ９１ ９１ ８７
９６ ９２ ９２ ８８
９７ ９３ ９３ ８９
９８ ９４ ９４
９９ ９５ ９５
１００ ９６ ９６
１０１ ９７ ９７
１０２ ９８ ９８
１０３ ９９ ９９
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１０４ １００ １００
１０５ １０１ １０１
１０６ １０２
１０７ １０３
１０８ １０４
１０９ １０５
１１０ １０６
１１１ １０７
１１２ １０８
１１３ １０９
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旧号給 新 号 給 旧号給 新 号 給
１級 ４級 ５級 ６級 １級 ４級 ５級 ６級

１ １ １ １ １ ３２ ２０ ２８ ２４ ２０
２ １ １ １ １ ３３ ２１ ２９ ２５ ２１
３ １ １ １ １ ３４ ２２ ３０ ２６ ２２
４ １ １ １ １ ３５ ２３ ３１ ２７ ２３
５ １ １ １ １ ３６ ２４ ３２ ２８ ２４
６ １ ２ １ １ ３７ ２５ ３３ ２９ ２５
７ １ ３ １ １ ３８ ２６ ３４ ３０ ２６
８ １ ４ １ １ ３９ ２７ ３５ ３１ ２７
９ １ ５ １ １ ４０ ２８ ３６ ３２ ２８
１０ １ ６ ２ １ ４１ ２９ ３７ ３３ ２９
１１ １ ７ ３ １ ４２ ３０ ３８ ３４ ３０
１２ １ ８ ４ １ ４３ ３１ ３９ ３５ ３１
１３ １ ９ ５ １ ４４ ３２ ４０ ３６ ３２
１４ ２ １０ ６ ２ ４５ ３３ ４１ ３７ ３３
１５ ３ １１ ７ ３ ４６ ３４ ４２ ３８ ３４
１６ ４ １２ ８ ４ ４７ ３５ ４３ ３９ ３５
１７ ５ １３ ９ ５ ４８ ３６ ４４ ４０ ３６
１８ ６ １４ １０ ６ ４９ ３７ ４５ ４１ ３７
１９ ７ １５ １１ ７ ５０ ３８ ４６ ４２ ３８
２０ ８ １６ １２ ８ ５１ ３９ ４７ ４３ ３９
２１ ９ １７ １３ ９ ５２ ４０ ４８ ４４ ４０
２２ １０ １８ １４ １０ ５３ ４１ ４９ ４５ ４１
２３ １１ １９ １５ １１ ５４ ４２ ５０ ４６ ４２
２４ １２ ２０ １６ １２ ５５ ４３ ５１ ４７ ４３
２５ １３ ２１ １７ １３ ５６ ４４ ５２ ４８ ４４
２６ １４ ２２ １８ １４ ５７ ４５ ５３ ４９ ４５
２７ １５ ２３ １９ １５ ５８ ４６ ５４ ５０ ４６
２８ １６ ２４ ２０ １６ ５９ ４７ ５５ ５１ ４７
２９ １７ ２５ ２１ １７ ６０ ４８ ５６ ５２ ４８
３０ １８ ２６ ２２ １８ ６１ ４９ ５７ ５３ ４９
３１ １９ ２７ ２３ １９ ６２ ５０ ５８ ５４ ５０

ホ 海事職給料表の適用を受ける職員
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６３ ５１ ５９ ５５ ５１ ８５ ７３ ８１ ７７
６４ ５２ ６０ ５６ ５２ ８６ ８２ ７８
６５ ５３ ６１ ５７ ５３ ８７ ８３ ７９
６６ ５４ ６２ ５８ ５４ ８８ ８４ ８０
６７ ５５ ６３ ５９ ５５ ８９ ８５ ８１
６８ ５６ ６４ ６０ ５６ ９０ ８６
６９ ５７ ６５ ６１ ５７ ９１ ８７
７０ ５８ ６６ ６２ ５８ ９２ ８８
７１ ５９ ６７ ６３ ５９ ９３ ８９
７２ ６０ ６８ ６４ ６０ ９４ ９０
７３ ６１ ６９ ６５ ６１ ９５ ９１
７４ ６２ ７０ ６６ ９６ ９２
７５ ６３ ７１ ６７ ９７ ９３
７６ ６４ ７２ ６８ ９８ ９４
７７ ６５ ７３ ６９ ９９ ９５
７８ ６６ ７４ ７０ １００ ９６
７９ ６７ ７５ ７１ １０１ ９７
８０ ６８ ７６ ７２ １０２ ９８
８１ ６９ ７７ ７３ １０３ ９９
８２ ７０ ７８ ７４ １０４ １００
８３ ７１ ７９ ７５ １０５ １０１
８４ ７２ ８０ ７６
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旧号給 新 号 給
４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １
２ １ １ １ １ １ １
３ １ １ １ １ １ １
４ １ １ １ １ １ １
５ １ １ １ １ １ １
６ ２ １ １ １ １ １
７ ３ １ １ １ １ １
８ ４ １ １ １ １ １
９ ５ １ １ １ １ １
１０ ６ ２ ２ １ １ １
１１ ７ ３ ３ １ １ １
１２ ８ ４ ４ １ １ １
１３ ９ ５ ５ １ １ １
１４ １０ ６ ６ ２ １ １
１５ １１ ７ ７ ３ １ １
１６ １２ ８ ８ ４ １ １
１７ １３ ９ ９ ５ １ １
１８ １４ １０ １０ ６ ２ １
１９ １５ １１ １１ ７ ３ １
２０ １６ １２ １２ ８ ４ １
２１ １７ １３ １３ ９ ５ １
２２ １８ １４ １４ １０ ６ １
２３ １９ １５ １５ １１ ７ １
２４ ２０ １６ １６ １２ ８ ２
２５ ２１ １７ １７ １３ ９ ２
２６ ２２ １８ １８ １４ １０ ２
２７ ２３ １９ １９ １５ １１ ２
２８ ２４ ２０ ２０ １６ １２ ３
２９ ２５ ２１ ２１ １７ １３ ３
３０ ２６ ２２ ２２ １８ １４ ３
３１ ２７ ２３ ２３ １９ １５ ３

ヘ 公安職給料表の適用を受ける職員
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３２ ２８ ２４ ２４ ２０ １６ ３
３３ ２９ ２５ ２５ ２１ １７ ３
３４ ３０ ２６ ２６ ２２ １８ ４
３５ ３１ ２７ ２７ ２３ １９ ４
３６ ３２ ２８ ２８ ２４ ２０ ４
３７ ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ ４
３８ ３４ ３０ ３０ ２６ ２２ ４
３９ ３５ ３１ ３１ ２７ ２３ ４
４０ ３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ４
４１ ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ４
４２ ３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ５
４３ ３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ５
４４ ４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ５
４５ ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ５
４６ ４２ ３８ ３８ ３４ ３０ ５
４７ ４３ ３９ ３９ ３５ ３１ ５
４８ ４４ ４０ ４０ ３６ ３２ ５
４９ ４５ ４１ ４１ ３７ ３３ ５
５０ ４６ ４２ ４２ ３８ ３４
５１ ４７ ４３ ４３ ３９ ３５
５２ ４８ ４４ ４４ ４０ ３６
５３ ４９ ４５ ４５ ４１ ３７
５４ ５０ ４６ ４６ ４２ ３８
５５ ５１ ４７ ４７ ４３ ３９
５６ ５２ ４８ ４８ ４４ ４０
５７ ５３ ４９ ４９ ４５ ４１
５８ ５４ ５０ ５０ ４６ ４２
５９ ５５ ５１ ５１ ４７ ４３
６０ ５６ ５２ ５２ ４８ ４４
６１ ５７ ５３ ５３ ４９ ４５
６２ ５８ ５４ ５４ ５０ ４６
６３ ５９ ５５ ５５ ５１ ４７
６４ ６０ ５６ ５６ ５２ ４８
６５ ６１ ５７ ５７ ５３ ４９
６６ ６２ ５８ ５８ ５４
６７ ６３ ５９ ５９ ５５
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６８ ６４ ６０ ６０ ５６
６９ ６５ ６１ ６１ ５７
７０ ６６ ６２ ６２ ５８
７１ ６７ ６３ ６３ ５９
７２ ６８ ６４ ６４ ６０
７３ ６９ ６５ ６５ ６１
７４ ７０ ６６ ６６ ６２
７５ ７１ ６７ ６７ ６３
７６ ７２ ６８ ６８ ６４
７７ ７３ ６９ ６９ ６５
７８ ７４ ７０ ７０ ６６
７９ ７５ ７１ ７１ ６７
８０ ７６ ７２ ７２ ６８
８１ ７７ ７３ ７３ ６９
８２ ７８ ７４ ７４ ７０
８３ ７９ ７５ ７５ ７１
８４ ８０ ７６ ７６ ７２
８５ ８１ ７７ ７７ ７３
８６ ８２ ７８ ７８
８７ ８３ ７９ ７９
８８ ８４ ８０ ８０
８９ ８５ ８１ ８１
９０ ８６ ８２ ８２
９１ ８７ ８３ ８３
９２ ８８ ８４ ８４
９３ ８９ ８５ ８５
９４ ９０ ８６
９５ ９１ ８７
９６ ９２ ８８
９７ ９３ ８９
９８ ９４
９９ ９５
１００ ９６
１０１ ９７
１０２ ９８
１０３ ９９
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１０４ １００
１０５ １０１
１０６ １０２
１０７ １０３
１０８ １０４
１０９ １０５
１１０ １０６
１１１ １０７
１１２ １０８
１１３ １０９
１１４ １１０
１１５ １１１
１１６ １１２
１１７ １１３
１１８ １１４
１１９ １１５
１２０ １１６
１２１ １１７
１２２ １１８
１２３ １１９
１２４ １２０
１２５ １２１
１２６ １２２
１２７ １２３
１２８ １２４
１２９ １２５
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旧号給 新 号 給 旧号給 新 号 給
特２級 ３級 ４級 特２級 ３級 ４級

１ １ １ １ ３２ ２０ １６ １６
２ １ １ １ ３３ ２１ １７ １７
３ １ １ １ ３４ ２２ １８ １８
４ １ １ １ ３５ ２３ １９ １９
５ １ １ １ ３６ ２４ ２０ ２０
６ １ １ １ ３７ ２５ ２１ ２１
７ １ １ １ ３８ ２６ ２２
８ １ １ １ ３９ ２７ ２３
９ １ １ １ ４０ ２８ ２４
１０ １ １ １ ４１ ２９ ２５
１１ １ １ １ ４２ ３０ ２６
１２ １ １ １ ４３ ３１ ２７
１３ １ １ １ ４４ ３２ ２８
１４ ２ １ １ ４５ ３３ ２９
１５ ３ １ １ ４６ ３４ ３０
１６ ４ １ １ ４７ ３５ ３１
１７ ５ １ １ ４８ ３６ ３２
１８ ６ ２ ２ ４９ ３７ ３３
１９ ７ ３ ３ ５０ ３８ ３４
２０ ８ ４ ４ ５１ ３９ ３５
２１ ９ ５ ５ ５２ ４０ ３６
２２ １０ ６ ６ ５３ ４１ ３７
２３ １１ ７ ７ ５４ ４２ ３８
２４ １２ ８ ８ ５５ ４３ ３９
２５ １３ ９ ９ ５６ ４４ ４０
２６ １４ １０ １０ ５７ ４５ ４１
２７ １５ １１ １１ ５８ ４６ ４２
２８ １６ １２ １２ ５９ ４７ ４３
２９ １７ １３ １３ ６０ ４８ ４４
３０ １８ １４ １４ ６１ ４９ ４５
３１ １９ １５ １５ ６２ ５０ ４６

ト 教育職給料表㈠の適用を受ける職員
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６３ ５１ ４７ ９１ ７９
６４ ５２ ４８ ９２ ８０
６５ ５３ ４９ ９３ ８１
６６ ５４ ５０ ９４ ８２
６７ ５５ ５１ ９５ ８３
６８ ５６ ５２ ９６ ８４
６９ ５７ ５３ ９７ ８５
７０ ５８ ５４ ９８ ８６
７１ ５９ ５５ ９９ ８７
７２ ６０ ５６ １００ ８８
７３ ６１ ５７ １０１ ８９
７４ ６２ ５８ １０２ ９０
７５ ６３ ５９ １０３ ９１
７６ ６４ ６０ １０４ ９２
７７ ６５ ６１ １０５ ９３
７８ ６６ １０６ ９４
７９ ６７ １０７ ９５
８０ ６８ １０８ ９６
８１ ６９ １０９ ９７
８２ ７０ １１０ ９８
８３ ７１ １１１ ９９
８４ ７２ １１２ １００
８５ ７３ １１３ １０１
８６ ７４ １１４ １０２
８７ ７５ １１５ １０３
８８ ７６ １１６ １０４
８９ ７７ １１７ １０５
９０ ７８
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旧号給 新 号 給 旧号給 新 号 給
特２級 ３級 ４級 特２級 ３級 ４級

１ １ １ １ ３２ ２０ ２０ １６
２ １ １ １ ３３ ２１ ２１ １７
３ １ １ １ ３４ ２２ ２２ １８
４ １ １ １ ３５ ２３ ２３ １９
５ １ １ １ ３６ ２４ ２４ ２０
６ １ １ １ ３７ ２５ ２５ ２１
７ １ １ １ ３８ ２６ ２６
８ １ １ １ ３９ ２７ ２７
９ １ １ １ ４０ ２８ ２８
１０ １ １ １ ４１ ２９ ２９
１１ １ １ １ ４２ ３０ ３０
１２ １ １ １ ４３ ３１ ３１
１３ １ １ １ ４４ ３２ ３２
１４ ２ ２ １ ４５ ３３ ３３
１５ ３ ３ １ ４６ ３４ ３４
１６ ４ ４ １ ４７ ３５ ３５
１７ ５ ５ １ ４８ ３６ ３６
１８ ６ ６ ２ ４９ ３７ ３７
１９ ７ ７ ３ ５０ ３８ ３８
２０ ８ ８ ４ ５１ ３９ ３９
２１ ９ ９ ５ ５２ ４０ ４０
２２ １０ １０ ６ ５３ ４１ ４１
２３ １１ １１ ７ ５４ ４２ ４２
２４ １２ １２ ８ ５５ ４３ ４３
２５ １３ １３ ９ ５６ ４４ ４４
２６ １４ １４ １０ ５７ ４５ ４５
２７ １５ １５ １１ ５８ ４６ ４６
２８ １６ １６ １２ ５９ ４７ ４７
２９ １７ １７ １３ ６０ ４８ ４８
３０ １８ １８ １４ ６１ ４９ ４９
３１ １９ １９ １５ ６２ ５０ ５０

チ 教育職給料表㈡の適用を受ける職員
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６３ ５１ ５１ ９１ ７９ ７９
６４ ５２ ５２ ９２ ８０ ８０
６５ ５３ ５３ ９３ ８１ ８１
６６ ５４ ５４ ９４ ８２
６７ ５５ ５５ ９５ ８３
６８ ５６ ５６ ９６ ８４
６９ ５７ ５７ ９７ ８５
７０ ５８ ５８ ９８ ８６
７１ ５９ ５９ ９９ ８７
７２ ６０ ６０ １００ ８８
７３ ６１ ６１ １０１ ８９
７４ ６２ ６２ １０２ ９０
７５ ６３ ６３ １０３ ９１
７６ ６４ ６４ １０４ ９２
７７ ６５ ６５ １０５ ９３
７８ ６６ ６６ １０６ ９４
７９ ６７ ６７ １０７ ９５
８０ ６８ ６８ １０８ ９６
８１ ６９ ６９ １０９ ９７
８２ ７０ ７０ １１０ ９８
８３ ７１ ７１ １１１ ９９
８４ ７２ ７２ １１２ １００
８５ ７３ ７３ １１３ １０１
８６ ７４ ７４ １１４ １０２
８７ ７５ ７５ １１５ １０３
８８ ７６ ７６ １１６ １０４
８９ ７７ ７７ １１７ １０５
９０ ７８ ７８
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理

由

人
事
委
員
会
の
勧
告
等
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
国
及
び
各
県
の
給
与
改
定
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
一
般

職
の
職
員
の
令
和
七
年
度
の
給
与
改
定
等
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
及
び
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
職

業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
を
一
層
容
易
に
す
る
た
め
育
児
支
援
制
度
の
拡
充
等
を
行
い
た
い
の
で
提
出

す
る
。



（ 266 ）

第
二
十
号
議
案

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
条
第
十
一
項
第
四
号
中
「
職
業
」
を
「
安
定
し
た
職
業
」
に
、
「
も
の
」
を
「
者
」
に
改
め
、
同
条

第
十
四
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
雇
用
保
険
法
第
五
十

六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
基

本
手
当
を
支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
数
に
相
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

附
則
第
三
項
中
「
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り
」
を
「
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
日
本
電

信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
と
な
り
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
附
則
別
表
第
一
」
を
「
附
則
別
表
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
項
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十

二
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
十
条
第
十
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
退
職
職
員
（
退
職
し
た
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
で
あ
っ
て
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
退

職
職
員
で
あ
っ
て
同
日
前
に
職
業
に
就
い
た
も
の
に
対
す
る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

理

由

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
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が
あ
る
の
で
提
出
す
る
。
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第
二
十
一
号
議
案

第
三
期
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
大
分
県
総
合
戦
略
の
策
定
に
つ
い
て

県
の
地
方
創
生
の
取
組
に
関
す
る
総
合
的
な
指
針
と
な
る
第
三
期
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
大
分
県
総

合
戦
略
を
別
冊
の
と
お
り
策
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
分
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
大
分
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎
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第
二
十
二
号
議
案

大
分
県
地
域
福
祉
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
冊
の
と
お

り
新
た
な
大
分
県
地
域
福
祉
基
本
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
分
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画

の
議
決
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
大
分
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議

決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎
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第
二
十
三
号
議
案

栄
養
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
つ
い
て

栄
養
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

栄
養
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

一

大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第

四
十
九
号
）
別
表
の
第
三
の
七
ロ

二

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
六
十
二
号
）
第
八
十
七
条
第
四
項

三

指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
三
十
七
条
第
五
項

四

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分

県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
十
五
条
第
四
項

五

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例

第
六
十
七
号
）
第
二
十
九
条
第
五
項

六

指
定
通
所
支
援
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を

定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
号
並

び
に
第
七
項
た
だ
し
書

七

指
定
障
害
児
入
所
施
設
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を

定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
並

び
に
第
四
項
た
だ
し
書

八

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
令
和
六
年
大
分
県
条
例
第
三
十

七
号
）
第
十
九
条
第
一
項

（
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第

五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養

士
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養

士
」
を
加
え
る
。

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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第
三
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条

例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
六
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同

条
第
十
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若

し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え

る
。

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分

県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同

条
第
九
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
次
に
」
を
「
次
の
各
号
に
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
号
中
「
栄

養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
栄

養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管

理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条

例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
栄
養
士
と
の
」
を
「
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
と
の
」
に
、

「
栄
養
士
を
」
を
「
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
同
条
第
十
項
中
「
栄
養

士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
「
あ
っ

て
は
第
八
号
」
を
「
あ
っ
て
は
同
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
及
び
同
条
第
九
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に

「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加

え
、
同
条
第
十
項
中
「
の
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二
項
及
び

第
十
四
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
百
八
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
号
並
び
に
第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び

第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
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る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

百
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加

え
、
同
条
第
十
項
中
「
の
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二
項
及
び

第
十
四
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
百
六
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
号
並
び
に
第
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び

第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
百
四
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
七
条
第
三

項
」
に
改
め
る
。

（
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条

女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県

条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
職
員
の
配
置
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に

「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
九
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を

加
え
る
。

第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
四
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
二
項
た
だ
し
書
、
第
八
十

七
条
第
一
項
及
び
同
項
第
一
号
、
第
九
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
百
五
条
第
一
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に

「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理

由

栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
栄
養
士
免
許
の
取
得
が
不

要
と
な
る
管
理
栄
養
士
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
係
る
職
員
の
配
置

基
準
等
に
管
理
栄
養
士
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
り
、
及
び
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
に
お
け
る
食
事
の

提
供
に
関
す
る
基
準
等
に
管
理
栄
養
士
を
追
加
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。
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第
二
十
四
号
議
案

大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理

由

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
提
出
す
る
。
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第
二
十
五
号
議
案

大
分
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年

大
分
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
十
年
間
」
を
「
十
二
年
間
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理

由

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六

年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
配
置
に
係
る
特

例
の
期
間
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
提
出
す
る
。
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第
二
十
六
号
議
案

大
分
県
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

別
冊
の
と
お
り
新
た
な
大
分
県
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
分
県
行
政
に

係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
大
分
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎
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第
二
十
七
号
議
案

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

九
十
六
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

放
棄
す
る
権
利

大
分
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
に
係
る
債
権

二

放
棄
す
る
権
利
の
総
額

百
九
十
七
万
五
千
七
百
六
十
六
円

三

放
棄
す
る
権
利
の
表
示

貸
付
時
の
債
務
者
の
住
所
及
び
氏
名

貸
付
金
の
名
称

貸
付
年
度

金

額

別
府
市

 

 

 

 
 
 
 
 
大
分
県
母
子
父

金
貸
付
金

子
寡
婦
福
祉
資

平
成
九
年
度

一
六
八
、
四
三
一
円

B

金
貸
付
金

別
府
市

 

 

 

 

 

 
大
分
県
母
子
父

平
成
一
一
・
一

子
寡
婦
福
祉
資

二
・
一
三
・
一

四
年
度

一
、
八
〇
七
、
三
三
五
円

理

由

大
分
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
、
主
た
る
債
務
者
等
及
び
連
帯
保
証

人
の
破
産
に
よ
り
、
当
該
債
権
の
回
収
が
不
能
で
あ
る
た
め
、
債
権
を
放
棄
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。

A 
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第
二
十
八
号
議
案

大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
の
分
べ
ん
料
の
項
中
「
一
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
五
、
〇
〇

〇
円
」
を
「
一
九
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
九
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
の
生
命
保
険
等
に
係
る
医
師
面
談
料
の
項
中
「
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
の
文
書
料
の
項
中

一

通

一
、
一
〇
〇
円

一

通

二
、
二
〇
〇
円

一

通

二
、
二
〇
〇
円

一

通

三
、
三
〇
〇
円

一

通

三
、
三
〇
〇
円

一

通

三
、
三
〇
〇
円

一

通

五
、
五
〇
〇
円

一

通

四
、
四
〇
〇
円

一

通

四
、
四
〇
〇
円

一

通

二
、
二
〇
〇
円

一

通

三
、
三
〇
〇
円

一

通

三
、
三
〇
〇
円

一

通

四
、
四
〇
〇
円

一

通

四
、
四
〇
〇
円

一

通

四
、
四
〇
〇
円

一

通

五
、
五
〇
〇
円

一

通

五
、
五
〇
〇
円

一

通

五
、
五
〇
〇
円

「

「
を

に
、

」

」

交
通
事
故
関
係
診
断
書

一

通

四
、
四
〇
〇
円

海
外
移
住
関
係
診
断
書

一

通

二
、
二
〇
〇
円

「

を

」

交
通
事
故
関
係
診
断
書

一

通

五
、
五
〇
〇
円

「

に
、

」

一

通

一
、
一
〇
〇
円

一

通

二
、
二
〇
〇
円

一

通

二
、
二
〇
〇
円

一

通

二
、
二
〇
〇
円

一

通

三
、
三
〇
〇
円

一

通

三
、
三
〇
〇
円

「

「
を

に
改
め
、
同
表
の
証
明

」

」
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料
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
分
べ
ん
料
の
項
の
改
正
規
定

は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
の
別
表
の
文
書
料
の
項
の
規
定
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
発
行
の
申
込
み
の
あ
っ
た
診
断
書
又
は
証
明
書
の
料
金
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
発
行
の
申
込
み
の
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

理

由

物
価
及
び
人
件
費
の
変
動
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
収
入
の
確
保
に
よ
り
病
院
事
業
の
適
切
な
運
営
を

図
る
た
め
、
大
分
県
立
病
院
の
利
用
に
係
る
料
金
の
額
の
引
上
げ
等
を
行
い
た
い
の
で
提
出
す
る
。
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第
二
十
九
号
議
案

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

九
十
六
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

放
棄
す
る
権
利

大
分
県
立
病
院
の
医
業
未
収
金
に
係
る
債
権

二

放
棄
す
る
権
利
の
総
額

六
十
四
万
六
千
四
百
六
十
三
円

三

放
棄
す
る
権
利
の
表
示

債
務
者
の
住
所
及
び
氏
名

未
収
金
の
名
称

発
生
年
度

金

額

大
分
市

医
業
未
収
金

平
成
一
七
年
度

二
四
、
四
五
〇
円

福
岡
県

医
業
未
収
金

平
成
二
〇
年
度

三
、
四
一
〇
円

大
分
市

医
業
未
収
金

平
成
二
八
年
度

二
六
、
六
四
〇
円

大
分
市

Ｄ

医
業
未
収
金

平
成
二
八
年
度

六
八
、
八
六
〇
円

福
岡
県

医
業
未
収
金

平
成
二
八
年
度

二
一
、
一
三
〇
円

大
分
市

医
業
未
収
金

平
成
三
〇
年
度

八
、
〇
四
〇
円

大
分
市

医
業
未
収
金

平
成
三
〇
年
度

七
、
五
七
〇
円

大
分
市

医
業
未
収
金

平
成
三
〇
年
度

五
、
一
〇
〇
円

大
分
市

医
業
未
収
金

令
和
元
年
度

七
、
四
〇
〇
円

佐
伯
市

医
業
未
収
金

令
和
五
年
度

四
七
三
、
八
六
三
円

Ａ Ｂ Ｃ Ｅ

 
Ｆ

 
Ｇ

 
Ｈ

 
Ｉ

 
Ｊ
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理

由

大
分
県
立
病
院
の
医
業
未
収
金
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
行
方
不
明
及
び
破
産
に
よ
り
、
当

該
債
権
の
回
収
が
不
能
で
あ
る
た
め
、
債
権
を
放
棄
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。
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第
三
十
号
議
案

大
分
県
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
設
置
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

大
分
県
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

大
分
県
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
設
置
条
例
（
平
成
八
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

大
分
県
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
の
令
和
六
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
決
算
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
大
分
県
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
に
属
す
る
権
利
義
務
は
、
一
般
会

計
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。

理

由

流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
収
入
等
を
一
般
の
歳
入
歳
出
と
区
分
し
て
経
理
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
大
分
県
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
設
置
条
例
を
廃
止
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。
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第
三
十
一
号
議
案

令
和
七
年
度
に
お
け
る
農
林
水
産
関
係
事
業
に
要
す
る
経
費
の
市
町
村
負
担
に
つ
い
て

令
和
七
年
度
に
お
け
る
農
林
水
産
関
係
事
業
に
要
す
る
経
費
を
次
の
割
合
で
関
係
市
町
村
に
負
担
さ
せ
る

こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
並
び
に
土
地
改
良

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
条
第
十
項
及
び
同
法
第
九
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
九
十
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
七
年
度
農
林
水
産
関
係
事
業
市
町
村
負
担
割
合

事

業

名

区

分

負

担

割

合

農
林
水
産
業
施
設
災
害
防
止
緊
急
対
策
事
業

工
事
費
の
１
２０
〜
２
２０

基
幹
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業

工
事
費
の
１３
１００
〜
１８．３
１００

農
業
水
利
施
設
保
全
合
理
化
事
業

工
事
費
の
１５
１００
〜
１９
１００

小
水
力
発
電
施
設
整
備
事
業

工
事
費
の
１７．５
１００

水
田
畑
地
化
推
進
基
盤
整
備
事
業

工
事
費
の
１０
１００
〜
２２．５
１００

畑

地

帯

総

合

整

備

事

業

農
業
生
産
基
盤
整
備

工
事
費
の
１０
１００
〜
２２．５
１００

農
村
生
活
環
境
基
盤
整

備

工
事
費
の
１
５

産

地

基

幹

農

道

整

備

事

業

工
事
費
の
１０
１００
〜
１７．５
１００

農

村

振

興

総

合

整

備

事

業

農
業
生
産
基
盤
整
備

工
事
費
の
１
４



（ 283 ）

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

農
業
生
産
基
盤
整
備

工
事
費
の
２
２０
〜
３
２０

農
村
生
活
環
境
基
盤
整

備

工
事
費
の
３
１５
〜
１０
１５

防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
等
整
備
事
業

工
事
費
の
３
５０
〜
６
５０

農
業
用
た
め
池
等
緊
急
対
策
事
業

工
事
費
の
１
４

河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業

工
事
費
の
８
１００
〜
１３
１００

森

林

基

幹

道

開

設

事

業

工
事
費
の

１．５７９
１００

沿

岸

漁

場

基

盤

整

備

事

業

工
事
費
の
１
１０

第
二
種
漁
港

工
事
費
の
３
２０

水

産

流

通

基

盤

整

備

事

業

第
三
種
漁
港

工
事
費
の
３
２０

第
四
種
漁
港

工
事
費
の
１
１０

水

産

生

産

基

盤

整

備

事

業

第
二
種
漁
港

工
事
費
の
３
２０

第
二
種
漁
港

工
事
費
の
３
２０

水
産
物
供
給
基
盤
機
能
保
全
事
業

第
三
種
漁
港

工
事
費
の
２
２０
〜
３
２０

第
四
種
漁
港

工
事
費
の
１
１０
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漁

港

機

能

増

進

事

業

第
二
種
漁
港

工
事
費
の
３
２０

第
四
種
漁
港

工
事
費
の
１
１０

地
方
創
生
港
整
備
推
進
交
付
金
事
業

工
事
費
の
３
２０

漁
港
海
岸
保
全
施
設
整
備
事
業

本
土

工
事
費
の
７
１００

離
島

工
事
費
の
１
２０

理

由

令
和
七
年
度
に
お
け
る
農
林
水
産
関
係
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
関
係
市
町
村
か

ら
負
担
金
を
徴
収
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。
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事

業

名

区

分

負

担

割

合

公

共

事

業

単

独

事

業

道
路
改
良
事
業

工
事
費
の
３
２０
〜
１
５

高
潮
対
策
工
事
費
の
１．４
２０

海
岸
保
全
事
業
侵
食
対
策
工
事
費
の
１．４
２０

統
合
補
助
工
事
費
の
１．４
２０

海
岸
環
境
整
備
事
業

工
事
費
の
１．４
２０

重
要
港
湾
工
事
費
の
１．２５
１０

港
湾
改
修
事
業
地
方
港
湾
工
事
費
の
１
１０
〜
７．２５
３０

統
合
補
助
工
事
費
の
１
１０
〜
１
５

港
湾
環
境
整
備
事
業
重
要
港
湾
工
事
費
の
１．２５
１０

地
方
港
湾
工
事
費
の
１．７５
１０

重
要
港
湾
護
岸
整
備

事
業

工
事
費
の
１．２５
１０

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策

事
業

公
共
施
設
関
連
工
事
費
の
１
２０
〜
１
１０

工
事
費
の
１
２０
〜
１
５

一

般
工
事
費
の
１
１０
〜
１
５

第
三
十
二
号
議
案

令
和
七
年
度
に
お
け
る
土
木
事
業
に
要
す
る
経
費
の
市
町
村
負
担
に
つ
い
て

令
和
七
年
度
に
お
け
る
土
木
事
業
に
要
す
る
経
費
を
次
の
割
合
で
関
係
市
町
村
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
八
十
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
七
年
度
土
木
事
業
市
町
村
負
担
割
合



（ 286 ）

緊
急
急
傾
斜
地
崩
壊

対
策
事
業

公
共
施
設
関
連
工
事
費
の

４０
１

〜
１
１０

一

般
工
事
費
の

２０
１

〜
１
５

街

路

事

業

工
事
費
の

１０
１

〜

４０
９

工
事
費
の
１
４
〜
１
２

理

由

令
和
七
年
度
に
お
け
る
土
木
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
関
係
市
町
村
か
ら
負
担
金

を
徴
収
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。



（ 287 ）

第
三
十
三
号
議
案

大
分
県
土
木
建
築
部
長
期
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

県
土
木
建
築
行
政
の
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
指
針
と
な
る
新
た
な
大
分
県
土
木
建
築
部
長
期
計
画
を
別
冊

の
と
お
り
策
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
分
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
年
大
分
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎



（ 288 ）

第
三
十
四
号
議
案

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
特
に
重

要
な
公
の
施
設
の
廃
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

契
約
の
目
的

県
道
古
江
丸
市
尾
線
道
路
改
良
工
事

二

工
事
の
概
要

ト
ン
ネ
ル
工

延
長

百
七
十
七
メ
ー
ト
ル

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
金
額

九
億
千
九
百
六
万
三
千
九
百
九
十
二
円

五

工

期

着
工

契
約
締
結
の
日
の
翌
日

完
成

令
和
八
年
三
月
十
三
日

六

契
約
の
相
手
方

大
分
市
大
字
久
原
七
百
九
十
六
番
地
の
一

平
和
・
風
戸
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者

株
式
会
社
平
和
建
設

代
表
取
締
役

藤

田

哲

司

理

由

県
道
古
江
丸
市
尾
線
の
道
路
改
良
に
係
る
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。



（ 289 ）

第
三
十
五
号
議
案

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
九
年
大
分
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理

由

大
分
港
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
大
在
地
区
の
コ
ン
テ
ナ
ク
レ
ー
ン
の
使
用
料
に
係
る
経
過
措
置
の

期
限
を
延
長
し
た
い
の
で
提
出
す
る
。



（ 290 ）

第
三
十
六
号
議
案

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
特
に
重

要
な
公
の
施
設
の
廃
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

契
約
の
目
的

コ
ン
テ
ナ
ク
レ
ー
ン
更
新
工
事

二

工
事
の
概
要

コ
ン
テ
ナ
ク
レ
ー
ン
製
作
・
据
付
工

一
基

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
金
額

十
四
億
四
千
八
百
十
五
万
円

五

工

期

着
工

契
約
締
結
の
日
の
翌
日

完
成

令
和
九
年
三
月
十
五
日

六

契
約
の
相
手
方

東
京
都
中
央
区
築
地
五
丁
目
六
番
四
号

株
式
会
社
三
井
Ｅ
＆
Ｓ

代
表
取
締
役
社
長

高

橋

岳

之

理

由

大
分
港
大
在
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
コ
ン
テ
ナ
ク
レ
ー
ン
の
更
新
に
係
る
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し

た
い
の
で
提
出
す
る
。



（ 291 ）

第
三
十
七
号
議
案

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
特
に
重

要
な
公
の
施
設
の
廃
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

り
ょ
う

一

契
約
の
目
的

都
市
計
画
道
路
庄
の
原
佐
野
線
（
第
二
橋
梁
）
街
路
改
築
工
事

二

工
事
の
概
要

橋
梁
上
部
工

延
長

百
六
十
二
メ
ー
ト
ル

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
金
額

十
五
億
三
千
五
百
三
十
五
万
四
千
七
百
八
十
八
円

五

工

期

着
工

契
約
締
結
の
日
の
翌
日

完
成

令
和
九
年
三
月
三
十
日

六

契
約
の
相
手
方

杵
築
市
大
字
片
野
千
百
五
十
番
地
二
百
十
二

川
田
建
設
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

大
江
田

慎
太
朗

理

由

都
市
計
画
道
路
庄
の
原
佐
野
線
橋
梁
上
部
工
新
設
に
係
る
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
た
い
の
で
提
出
す

る
。



（ 292 ）

第
三
十
八
号
議
案

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
特
に
重

要
な
公
の
施
設
の
廃
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

り
ょ
う

一

契
約
の
目
的

都
市
計
画
道
路
庄
の
原
佐
野
線
（
第
四
橋
梁
等
）
街
路
改
築
工
事

二

工
事
の
概
要

橋
梁
上
部
工

第
四
橋
梁

延
長

七
十
メ
ー
ト
ル

Ａ
ラ
ン
プ
橋

延
長

百
八
メ
ー
ト
ル

Ｄ
ラ
ン
プ
橋

延
長

百
八
メ
ー
ト
ル

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
金
額

十
八
億
九
千
七
百
五
十
万
円

五

工

期

着
工

契
約
締
結
の
日
の
翌
日

完
成

令
和
九
年
三
月
三
十
日

六

契
約
の
相
手
方

大
分
市
日
吉
原
三
番
地

三
井
住
友
建
設
鉄
構
エ
ン
ジ
・
大
鐵
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者

三
井
住
友
建
設
鉄
構
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

高

橋

昭

理

由

都
市
計
画
道
路
庄
の
原
佐
野
線
橋
梁
上
部
工
新
設
に
係
る
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
た
い
の
で
提
出
す

る
。



（ 293 ）

第
三
十
九
号
議
案

工
事
委
託
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
工
事
委
託
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び

特
に
重
要
な
公
の
施
設
の
廃
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

委
託
工
事
名

都
市
計
画
道
路
庄
の
原
佐
野
線
下
郡
高
架
橋
下
部
工
新
設
工
事
の
委
託

二

契
約
締
結
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
七
日

三

契
約
の
相
手
方

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
三
丁
目
二
十
五
番
二
十
一
号

九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

古

宮

洋

二

四

契
約
変
更
事
項

契
約
金
額

旧

八
億
六
千
百
七
万
二
千
円

新

九
億
六
千
二
百
七
十
三
万
八
千
百
三
円

工

期

旧

完
成

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

新

完
成

令
和
七
年
九
月
三
十
日

理

由

建
設
工
事
に
係
る
労
務
費
及
び
資
材
価
格
の
変
動
並
び
に
当
初
計
画
し
て
い
た
施
工
条
件
と
の
相
違
に

よ
る
施
工
方
法
の
変
更
等
に
伴
い
、
契
約
金
額
及
び
工
期
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
提
出
す
る
。



（ 294 ）

第
四
十
号
議
案

大
分
県
長
期
教
育
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

県
教
育
の
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
指
針
と
な
る
新
た
な
大
分
県
長
期
教
育
計
画
を
別
冊
の
と
お
り
策
定
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
分
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
大
分
県

条
例
第
五
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎



（ 295 ）

第
四
十
一
号
議
案

損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
和
解
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
和
解
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十

六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

和
解
の
相
手
方

甲

二

事
件
の
概
要

令
和
三
年
八
月
二
十
日
午
後
二
時
四
十
分
頃
、
大
分
県
立
高
等
学
校
の
生
徒
甲
が
、
同
校
の
グ
ラ
ウ
ン

ド
に
お
い
て
、
甲
が
所
属
す
る
野
球
部
の
練
習
中
ピ
ッ
チ
ン
グ
マ
シ
ン
に
ボ
ー
ル
を
補
給
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
打
者
が
打
ち
返
し
た
ボ
ー
ル
が
、
同
マ
シ
ン
の
前
方
に
設
置
さ
れ
て
い
た
防
球
ネ
ッ
ト
の
開
口
部
を

通
過
し
、
甲
の
右
目
を
直
撃
し
、
こ
の
た
め
甲
が
負
傷
し
後
遺
障
害
を
負
っ
た
と
し
て
、
甲
か
ら
令
和
五

年
九
月
四
日
大
分
県
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
た
事
案
に
関
し
、
次
の
和
解
条
項
の
と
お
り
和
解

を
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三

和
解
条
項

１

大
分
県
は
、
甲
に
対
し
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
既
払
金
以
外
に
、
和
解

金
と
し
て
総
額
金
三
千
万
円
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

２

大
分
県
は
、
甲
に
対
し
、
前
項
の
金
員
を
令
和
七
年
四
月
十
五
日
限
り
、
甲
の
指
定
す
る
口
座
に
振

り
込
む
方
法
に
よ
り
支
払
う
。

３

大
分
県
と
甲
は
、
本
和
解
条
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
件
に
つ
き
、
当
事
者
間
に
何
ら
の
債
権

債
務
の
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認
し
、
甲
は
、
大
分
県
及
び
そ
の
職
員
に
対
し
、
い
か
な
る
請
求
も
し

な
い
。

４

大
分
県
と
甲
は
、
本
和
解
条
項
の
内
容
及
び
和
解
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
な
く
、
第

三
者
に
口
外
し
な
い
こ
と
を
相
互
に
約
す
る
。

５

和
解
費
用
は
、
各
自
の
負
担
と
す
る
。

理

由

県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
た
事
案
に
関
し
、
和
解
を
し
た
い
の

で
提
出
す
る
。



（ 296 ）

第
一
号
報
告

損
害
賠
償
に
関
す
る
和
解
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
、
承
認
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

和
解
の
相
手
方

大
分
市

大
分
市

大
阪
府

二

事
件
の
概
要

Ａ 

（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
及
び
 

Ｂ 
 

（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
株
式
会
社
Ｄ 

 
の
取
締
役
と
し
て
、
大
分
県
（
以
下
「
県
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
に
「
平
成

三
十
一
年
度
大
分
発
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
発
掘
・
育
成
事
業
費
補
助
金
」
五
百
万
円
及
び
同
年
三
月
三
十
一

日
に
「
令
和
元
年
度
お
お
い
た
Ｉ
ｏ
Ｔ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
事
業
費
補
助
金
」
千
万
円
を
詐
取
し
、
詐
欺

及
び
有
印
私
文
書
偽
造
・
同
行
使
の
罪
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
甲
及
び
乙
の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
理
人

で
あ
る
弁
護
士
か
ら
、
県
か
ら
詐
取
し
た
補
助
金
に
係
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
和
解
の
申
出
が
あ
っ
た
の

で
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
と
し
た
。

三

和
解
条
項

１

甲
及
び
乙
は
、
県
に
対
し
、
連
帯
し
て
、
本
件
の
損
害
賠
償
金
と
し
て
、
合
計
千
八
百
五
十
六
万
五

千
五
百
七
十
三
円
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

２

甲
は
前
項
の
金
員
の
う
ち
九
万
円
を
、
乙
は
同
項
の
金
員
の
う
ち
二
百
万
円
を
、
県
に
対
し
、
令
和

七
年
一
月
三
十
一
日
限
り
、
県
の
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
。

３

甲
及
び
乙
は
、
県
に
対
し
、
第
一
項
の
金
員
か
ら
既
払
額
及
び
株
式
会
社
Ｄ
 
の
破
産
手
続
の
県
に

対
す
る
配
当
金
額
（
以
下
「
配
当
金
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
員
を
、
令
和
七
年
二
月
か
ら
支

払
済
み
ま
で
毎
月
末
日
限
り
一
万
五
千
円
ず
つ
県
の
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
支
払
う
。

４
 
Ｃ
 
 
 
（
以
下
「
丙
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
に
定
め
る
乙
の
債
務
の
う
ち
三
十
六
万
円
を
連
帯

保
証
し
、
令
和
七
年
二
月
か
ら
令
和
十
七
年
一
月
ま
で
毎
月
末
日
限
り
三
千
円
ず
つ
県
の
発
行
す
る
納

入
通
知
書
に
よ
り
支
払
う
。

５

甲
及
び
乙
は
、
今
後
、
資
力
が
回
復
し
た
時
は
県
に
申
し
出
る
こ
と
と
し
、
県
と
の
間
で
毎
月
の
返

済
額
の
増
額
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

６

県
、
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
本
和
解
後
速
や
か
に
、
本
和
解
の
内
容
に
つ
き
、
強
制
執
行
認
諾
文
言
付

Ａ

 
Ｂ

 
Ｃ
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き
公
正
証
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

７

県
、
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
本
件
に
つ
き
、
本
和
解
の
ほ
か
相
互
間
に
何
ら
の
債
権
債
務
関
係
が
存
し

な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認
す
る
。

四

専
決
年
月
日

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日



本冊子は、グリーン購入法に適合した用紙を使用しています。
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